


『地域研究』第4号 巻頭言

沖縄大学地域研究所の刊行物の一つとして､本学の専任教員のみならず特別研究員､ならび

に本地域研究所の研究プロジェクトに参加された研究者の成果報告の場として F地域研究』は､

これまで沖縄を含む琉球列島やアジアを中心とする世界の地域におこるさまざまな文化 ･社会

現象や環境問題など自然と人間との相関関係についての論文や研究ノー ト､そしてフィール ド

ワークの実践を記録した調査報告などを世に問うてきた｡

私が沖縄大学地域研究所の所長として､初代所長であり沖縄大学名誉教授の故事井純先生を

はじめとする歴代の所長の掲げられた地域研究の理念を受け継いだのは､2004年4月であっ

た｡所長に就任してから企画運営委員会の討議を経て､これまでの沖縄大学地域研究所の刊行

物であった 『年報』と F所報｣の内容を明確にするために､論文などの研究成果の発表の場と

しての 『地域研究』と研究所のさまざまなイヴェントや所員､特別研究員の動向など地域研究

にかかわる情報を提供する F年報』とに区別し､大学の研究報告としての内容を高めるために､

『地域研究』に寄せられる論文などについて､査読制度を採ることにした｡査読をお願いした

のは学内､学外の専門分野の方々であり､査読の過程で色々と貴重なご意見をいただくことが

出来た｡

沖縄大学地域研究所の r地域研究』はまだ今回で第4号を発刊 したばかりであり､内容の充

実のためには､今後とも学内､学外そしてさまざまな研究領域の方々のご教示､ご鞭連を賜ら

なければならないと考える｡

2008年3月をもって沖縄大学特任教授としての職を辞すことを機に､沖縄大学地域研究所長

も退くことになった｡研究機関としての役割をより充実させ､地域に貢献するという本学の理

念を追求し達成するための中心的な施設として､これからも沖縄大学の発展のために貢献する

ことを本研究所に期待 したい｡

2008年3月25日

沖縄大学地域研究所

所長 比嘉 政夫



名城健二 :沖縄県精神保健福祉士協会あゆみの検証

沖縄県精神保健福祉士協会あゆみの検証

- 活動の軌跡か ら見えるもの -

名城 健二*

SocietyofcertifiedpsychiatricsocialworkerofOkinawaPrefectureactivitiesverification

～ TheoneseenfromtracksofactlVlty -

Kenji Nashiro

沖縄県における精神医学ソーシャルワーカーの活動の始まりは､1962年､現在の県立精和病院での採用からと言われ

ている｡初期の精神医学ソーシャルワーカーは､職場内の理解や役割が不十分な中､他業務との兼任が多かった｡1983

年に沖縄精神科医療ケースワーカーの会が発足し､組織的な活動が始まる｡1988年にEl本精神医学ソーシャルワーカー

全国大会が沖縄県で開催され､その後､沖縄精神保健福祉実践セミナー (通称､やどかりセミナー)が10年間 (1989年

から1998年)連続で開催される｡それらの活動を組織的に行うことで､組級としての機能が強化され､pSWとしての会

員の質的向上につながる｡そして､関係機関への影響や家族会､当事者会の発足に貢献することになる｡

現在は､会の設立当初より会員数が大幅に増え､幾つかの課題を抱えながらも､益々組織としての活動に期待がかか

るところである｡

キーワ-ド:psw､psw協会､組織化､全国大会､やどかりセミナー

ThestartoftheactivltyOfthepsychiatrysocialworkerinOkinawaPrefectureissaidfromtheadoptionofa

presentprefecturalSeiwahospltalin1962･Itwasinsufficientbutalotofunderstandingandrolesintheofficewere

hadasforatlinitialpsychiatrysocialworkerandtherealotofadditionalpostswithanotherbusiness･Theassociation

oftheOkirLaWapsychiatrymedicalcaseworkerstartsin1983,andasystematicactiVltyStartS･Japanpsychiatrysocial

workernationwiderallyisheldinOkinawaPrefecturein1988,andtheOkinawamentalhealthwelfarepractice

seminar(aliasYadokariseminar)isheldlenyears(from1989to1998)morecontinuouslyafterwards.Thefunction

astheorganizationisstrengthenedbysystematicallydoingthoseactivities,anditleadsto仙emember■squalitative

improvementasPSW.And,itwillcontributetotheinfluenceonarelatedorganizationandtheinaugurationofthe

familyassocLationandthepersonconcernedassocia(ion.

Theactivl(yastheorganizationisexpectedmoreandmorethoughthenumberofmembersIncreasesgreatlythan

atfirst,aJldithassomeproblemsnow.

Keywords:PSW,PSWass∝iation,OTganizILlg,NationalathletlCmeetlng,Yadokariseminar

1. はじめに

沖縄県における精神医療の開始は､1945年の戟時中

米軍が管理していた収容所内の病院 (G-6-5病院)が起

源とされている (伊波,2001:69-87)01946年に沖縄民政

府立宜野座病院に精神科20床が開設され､1949年に金

武村 (現､金武町)浜田海岸近くに米海軍刑務所を改

造新築し､沖縄精神病院 (1954年より琉球精神病院)

が開設される｡1951年､民間医療施設で初めての精神

科病院､島医院が島常雄により豊見城村 (現､豊見城

市)開設される｡1960年には､精神障害者の家族の強

い要望により南風原村宮平 (現､南風原町宮平)に財

団法人立精和病院が開設され､徐々に沖縄の精神医療

の整備が進んでいく｡

沖縄県の精神医療体制は､日本本土と異なる環境､

経緯で整備されてきた｡その中､1962年に平良千代子

(硯､安里千代子)が､沖縄県で最初の精神医学ソーシ

*沖縄大学人文学部福祉文化学科,902-8521沖縄県那覇市字国場555,nashirc@oklnaWa-U.aCJp
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ヤルワーカー (以下PSW)として精和病院に採用され

る｡当時のPSWは､組織内での暖味な位置付けや社会

からの認識不足の中で､幾多の難題を抱え働いていた

ものと推測される｡

1983年に沖縄精神科医療ケースワーカーの会が発足

し､1988年に日本精神医学ソーシャルワーカー全国大

会が沖縄で開催される｡1989年から1998年の10年間､

沖縄精神保健福祉実践セミナー (通称やどかりセミナ

ー)を開催 し沖縄の当事者､家族､関係者に大きな影

響を与えたと考えられる｡組織設立当初31人だった会

員は､2007年8月現在､251人にまで増加 し､今後の組

織的な活動が益々期待されるところである｡

やどかりセ ミナーに象徴されるように､沖縄県精神

医学ソーシャルワーカー協会 (以後psw協会)は､これ

まで組織的に幾多の活動を展開してきた｡しかし､初

期のPSW個々の活動記録やPSW協会の発足､発展の経

緯､活動内容等が記録として現在まで整理されてない｡

psw協会のこれまでの実践活動を振 り返 り､それを記

録､資料として後世に残すことは極めて重要なことで

ある｡今後のPSW協会の発展のためにも､これまでの

あゆみを早急にまとめ検証する必要があると考えた｡

Ⅰ 研究目的

psw協会の組織化の経緯や､過去の活動等を整理 し

記録､資料 として残 し､可能な限りpsw協会の活動が

県内の当事者､関係者､組織､団体等におよぼした影

響を検証する｡また､psw協会発展の年代区分とpsw

会員の世代区分も行う｡研究の成果が､今後のPSW協

会活動の指針になればと考える｡

Ⅰ 研究方法

(ヨインタビュー調査 (インタビュー者は表-1参照)｡

沖縄県psw協会に尽力した方や関係者に半構造化イ

ンタビューを行い､PSW協会発展の経過を確認､整理

する｡インタビューは､2006年2月-2007年8月の間､

15名に対 して延べ15回行った (一度に2名のインタビ

ューや､2回インタビューした者もいる)｡尚､インタ

ビュー時に確認不十分だった内容については､後日電

話による確認を行った｡

② 既存の記録､資料を整理し文献より先行研究を行う｡

表-1 インタビュー者一覧表 (名前 ･日時 ･時間 ･場所)

1)松尾美童子 2(氾6年2月1日 (水)

9:50-12:00 晴海荘

2)安田 照子 2006年2月14日 (火)

9:55-ll:15 オリブ山病院

3)山内 春枝 2006年3月1日 (水)

9:55-ll:45 ソーシャルハウスあごら

4)玉木 昭道 2006年4月10日 (月)

17:00-18:10 玉木病院

5)比嘉 寛 2006年5月16日 (火)

16:00-17:15 那覇保護観察所

6)中下 綾子 2006年5月22日 (月)

10:15-ll:15 天久台病院

7)上里 隆子 2006年5月24日 (水)

11:15-12:15 いずみ病院

8)松尾美童子 2006年6月14日 (水)

12:50-13:30 晴海荘

9)高良 正生 2006年8月2日 (水)

16:30-17:30 サマリヤ人病院デイケア

10)高良 正江 2006年8月2日 (水)

16:30-17:30 サマリヤ人病院デイケア

ll)谷中 輝雄 2006年8月31日 (木)

14:30-15:40 沖縄大学名城研究室

12)名嘉 弘幸 2007年2月19日 (月)

17:20-18:30 博愛クリニックデイケア

13)永山 盛秀 2007年3月30日 (金)

21:30-22:40 生活支援センターなんくる

14)真栄平 勉 2007年8月8日 (水)

17:00～18:10 田崎病院

15)西銘 隆 2007年8月20日 (火)

17:10-18:20 田崎病院

16)松尾美童子 2007年8月24日 (金)

13:20-14:20 晴海荘
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17)比嘉 寛 2007年8月24日 (金)

16:10-17:CK) 那覇保護観察所

18)真栄城兼秀 2(刀7年 8月24日 (金)

16:10-17:00那覇保護観察所

Ⅱ沖縄県精神保健福祉士協会のあゆみ

1)初期のPSWとその業務

先ず､初期に活動 していた数名のPSW個々の業務を

概観し､当時のPSW業務の内容を垣間見る｡

(D精和病院勤務のPSW

1961年､沖縄精神衛生協会の神山茂- (故人､1958

年に設立された琉球精神障害者援護協会に1959年入職､

後に財団法人精神衛生協会専務理事)を中心に南風原

村宮平に､財団法人立精和病院 (規､沖縄県立精和病

院､1973年に県立移管)が県内6番目の精神科病院と

して開設される｡当時の精和病院は､スタッフ不足の

中､看護婦が薬剤の調合や入院者の対応､家族への連

絡､庶務課と協力 して生活保護の申請を行い､現在の

ソーシャルワーカー的な業務も行っていた｡

精和病院設立当初より､看護婦として働いていた人

物に山内春枝がいる｡山内は､1960年に中部病院に就

職し､1961年から精和病院にて働 くようになる｡山内

は当時の広範囲な看護婦業務の中で､薬剤の調合業務

を振 り返り､｢自分には､この業務は出来ないと (精和

病院を)やめるかどうか思い悩んでいた｡その頃

(1962年)に平良千代子が赴任 してきた｡山内は､｢彼

女の影響を強く受けてケースワーカーの仕事を本格的

に始めることになった｣と語っている｡山内と安里は､

高校時の同級生であった｡

沖縄県において最初のPSWは､安里千代子とされて

いる｡安里はⅠ960年の琉球大学卒業後､しばらくハワ

イ大学の文化人類学者の調査 (沖縄の精神障害者や自

殺者の調査)を､アルバイトで手伝いをする｡その時

に初めて､精神科病院に足を運ぶ｡安里は､その調査

を通して精神衛生協会にも出入りするようになり､そ

こで仕事のオこと言われた､神山茂-と出会う｡神山

の紹介により､沖縄県社会福祉協議会を介して､日本

社会事業大学の研究科で 1年間学び､引き続き国立精

神衛生研究所で研修を受ける｡安里はそこで､相木昭

(現､日本精神保健福祉士協会名誉会長､聖学院大学総

合研究所客員教授)､坪上宏 (故人､日本福祉大学教授､

やどかり研究所所長を務める)より講義を受ける機会

を得る｡

帰沖後の1962年､｢精和病院を作っているからそこの

ケースワーカーにならないか｣(安里,1998:41)と勧め

られ､精和病院で働 くようになる｡安里は､｢草分けの

時代でしたが､精和病院には独立 した相談室があ り､

ある意味ではラッキーなスター トを切ったと思います｣

(安里,1989:25)と語っている｡安里は当時の状況を振

り返 り､｢経済的な問題が大半でした｡医療を受けさせ

たいけどお金がない｡患者のためにできるだけ力にな

るんだという大きな夢が一週間もするとつぶされまし

たね｡例えば母子家庭の貧 しい家の息子が私宅監置さ

れている｡母親が石油をかぶって自殺 したあと､初め

て措置入院させられる｡大事件が起こって初めて入院

につながるという八方ふさが りの状態で した｣ (安

里,1998:43)｢泣きくずれる家族とその場を共有するだ

けが精一杯のワーカー業務でした｣(安里,1992:48)と

語っている｡

安里と共に働いていた山内は安里に触発され､本格

的に ｢ケースワークの仕事をしたい｣と考え､1964年

淑徳短期大学にて社会福祉を学ぶために一旦精和病院

を退職する｡卒業後の1966年に帰沖 し､精和病院に

pswとして再就職する｡山内は､安里と共に活発に働

きグループワークを行うようになる｡当時のPSW業務

を山内は､｢雑用的な業務が多 く､便利屋 という位置付

けに不満を感 じていた｡最初は､専門職というプライド

があり看護婦とpswの業務を区別 したかったのかも知

れない｡しかし､徐々に便利屋で良いと思えるように

なった｣そして後に､｢自分は看護婦であったけれど

pswの仕事に矛盾を感 じなかった｡業務を分けるので

なく看護婦業務の延長として考えていた｡後､自分の

性格にPSWが合っていたと思う｣と語っている｡しかし､
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当時のPSWの働きを良く見ない看護婦もいた｡｢ケース

ワーカーは､一人の患者さんにつきっきりの仕事をす

ることなのか｣医者の中には ｢ケースワーカーは治療

という言葉をつかうんじゃない｣などと言われ､psw

の業務や存在意義を受け入れられないスタッフもいた

ようである｡安里は､｢いろんな意味での医者との葛藤､

看護科との葛藤もたくさんありました｣(安里,1989:31)､

山内は ｢看護者の中にはpswを本当に理解 していない

ために､(省略)各病棟でPSWとはということについて

話したが (省略)非難された｣(山内,1989:32)と語っ

ている｡

1969年に安里は精神衛生所に移 り､その後精和病院

のPSWは山内一人になる｡山内は､pswに対する批判

的な意見があり､組織内での理解が十分得られない中､

業務をスムーズに果たせず精神的に疲弊 し､1976年に

那覇市立病院に移ることになる｡山内は､｢組織の トッ

プは､あまりpswを良いように見ていなかったのでは｣

と語っている｡精和病院からpswがいなくなることを

危倶 し､pswに理解を示していた医者が ｢ケースワー

カー問題を考える委員会｣を数回開く｡ しかし委員会

は継続せず､山内が退職した後､ 2年間pSWが不在と

なる｡その後､1978年に仲村信子が採用になる｡後に

仲村は､｢ワーカーの職分は､精神障害の結果残された

『生活障害』に対応することだろうと考え方を整理した

ところ､リハビリテーション活動に関心を持つように

なりました｣(仲村,1992:62)と語っている｡

②精和病院の社会復帰運動

当時の精和病院では､入院者の社会復帰運動が盛 り

上がっていた｡作業療法という名目で､近 くの工場､

養鶏場､養豚場､食堂の食器洗い､キビ出し､洗濯屋

などで働 く入院者が20人程いた｡安里は､｢体当たり作

戦でいろんな作業をさがして院内作業､院外作業をや

りはじめた時期であった｣(安里,1989:31)とし､その

職場開拓をpswである安里､山内が行っていた｡｢安い

賃金で雇えるから｣と前向きに､病院を訪ねる雇用主

もいた｡pswは､過 1回職場を訪問し､相互の連携を

取っていた｡山内は､｢その頃は､地域の理解があった｡

それは､病気を理解しているというよりもpswがいつ

でも､何でも相談にのることが理解につながっていた

のでは｣と語っている｡入院者が働いて得た賃金は､

病院で管理していた｡その内､9割は本人へ､1割は

入院者全員に院内のパーティー等で還元するという方

法をとっていた｡山内によると､同時期､東京都立松

沢病院は1割本人､9割は入院者全員に還元する方法

をとっていたらしい｡

精和病院の院外作業として働 く者の中から､次第に

病院から退院し､地域の工場内やその近くの古い家に､

単身で住み働 く当事者も10人程出てきた｡その中で､

いくつかの事件が地域内で起こる｡1976年､当事者の

住んでいた家が火事になり､メディアで取 り上げられ

地域で大問題となる｡その時の地域住民は､精神障害

者が起こした火事を過大に批判したと考えられる｡火

事後より､地域の理解を得るのが困難になり､病院か

らの社会復帰活動が閉ざされ､地域への退院が事実上

極めて困難となる｡火事の原因は､タバコであったと

されている｡病院から退院したのは良いが､当時の精

神障害者に対する社会サービスは皆無であった｡仕事

後や休日に彼らが過ごす場がなく､必然的に仲間であ

る当事者同士が集まるようになっていた｡それを､地

域住民が奇異な眼差 しで見ていた｡その状況でのタバ

コによる火事事件で､他に殺人事件も起きた｡入院者

の開放的な対応をしていた精和病院の方針は､これら

の事件を理由に断念せざるを得ない状況となる｡この

一連の事柄について山内は､｢地域住民のひんしゅくを

かってしまいました｡(省略)ケースワーカーとして仕

事をひろげすぎた｡ケースワーカー一人でやる問題で

はないと思った｣(山内,1989:27)と当時を振 り返って

いる｡

③田頭病院､田崎病院､天久台病院勤務のPSW

安田照子は､1968年に田頭病院 (硯､オリブ山病院)

の総務部へ事務職員として就職する｡その半年後に､

pswとして働 くよう病院より指示され､pswの仕事を
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始める｡沖縄県において安里､山内に次いで3人日の

pswとされている｡

安田は当時を振 り返 り､｢psw-の認識が低 く医者､

県､福祉事務所もpswに対する理解が足 りなかった｣

と語っている｡以下安田によると､机は事務所にあり

事務業務とpsw業務を同時並行的に行い､レセプト業

務も行っていた｡具体的な業務内容は､外来受付､入

院費の請求､レセプト､家族との連絡調整がほとんど

であった｡当時は､琉球精神衛生法下で精神科医療の

公費負担が定められていたがベッドは常に満床で､刑

事事件でも起こさない限り中々入院できなかった｡琉

球政府の予算は厳しく､精神科医療の予算を計上でき

ない状況であった｡さらに一般県民の所得は低 く､貧

しい人がほとんどで公的保険に加入できない者が多く

いた｡医療費は自費の人が大半で､家族の一人が入院

となると田畑等の財産を売 り払い､入院費を捻出せざ

るを得なく､中には入院費を払えず自殺する家族もい

た｡経済的な相談でPSWのニーズは高く､どうにもな

らない人には生活保護申請を行うか､措置入院で対応

していた｡生活保護の申請は､精神分裂病であれば容

易に受給ができ､措置入院を意図的に利用することも

あった｡それでも入院のできない人は自宅監置される

か､浮浪者になっていた｡

琉球政府に勤めていた仲本政幸 (1968年に琉球政府

公衆衛生部結核予防課に採用され､1975年公衆衛生部

予防課感染治療法係､1977年から保健所精神衛生相談

員として26年努める｡硯､協会監事)によると､大卒

の給料が58ドル､精神障害者の1ケ月の入院費が約150

ドル､国民健康保険制度はなく一部大手の会社､教員､

公務員等は社会保険が適用されていた (仲本,2006:16)｡

1960年代後半には､いわゆる ｢患者狩 り｣が盛んに

行われる｡名前を言えない人を ｢○○太郎｣と命名し､

精神病院に入院させていた｡中には､精神障害者では

ない浮浪者や知的障害者もいた｡山里八重子 (故人､

勝連病院pswを経て沖縄県精神障害者家族会会長｡山

里が勝連病院に就職した1978年､精和病院に働いてい

た山内が管理職として勝連病院で働いていた)は､当

時を振 り返 り ｢当時は連日のように精神障害者による

犯罪が報 じられ､その度に精神衛生対策の遅れが声高

に語られ (省略)一見 して精神障害者と判る浮浪者が

おり､これらが公安秩序を乱 し､良俗に反するという

点で (省略)隔離収容する必要があると叫ばれていた｣

(山里a,1999:22)と語っている｡那覇市の三越の前にテ

ーブルを置き､県職員と県の嘱託医が､身なりの不十

分な浮浪者を捕らえ簡単に診察し､措置入院と診断す

ることもあった (山内､安田もその迎えに行ったこと

がある)｡そのため､措置入院の鑑定の問い合わせが頻

繁で､その調整に忙 しかった｡中には家族から措置入

院にして下さいと相談され入院調整を行うこともあっ

た｡山内は､｢当時は収容の時代でした｡巡回診療が始

まり収容が進みました｣(山内,1989:26)と述べている｡

小禄裕一 (1968年田崎病院に事務職員として就職｡

硯､老人保健施設嬉野の園事務職員)は､当初医事課

の業務を行いながら福祉事務所との連絡対応を行って

いた｡/ト禄は､病院の方針によりpsw業務も行うよう

になるが､病院の経営的な面も視野に入れた､psw業

務を行っていたことが推測される｡後に人事異動にて､

法人内の幾つかの事務系の業務に専念することになる｡

小禄は､安里と時期は異なるが､国立精神衛生研究所

で3ケ月の研修を受けた経験をもち､当時の協会運営

に尽力した人物の一人である｡

松尾美童子 (旧姓､奥演美童子｡硯､生活訓練施設

晴海荘施設長)は､1966年に東洋大学社会 社学科を

卒業後､埼玉県で1年間pswとして働 く｡帰沖後､しば

らく福祉事務所で非常勤職員として働き､1969年田崎

病院の心理課に配属され沖縄でのPSW業務を始める｡

田崎病院には､先輩psw2人が既に勤務していた｡先

輩pswは､事務的な業務を中心に経済的な相談業務を

行い､入院費未納者の請求業務も行っていた｡その状

況を松尾は､｢pswの業務は､経済的な問題が大半であ

った｣(松尾,1989:27)と語っている｡松尾は､県外で

のPSWとしての経験を生かし､事務業務 (主に入院費

の請求業務)と本来のPSW業務とのこだわり持ち続け

る｡自宅訪問は､医事課の職員と同行 し､入院費の件
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は医事課職員が話し､松尾は経済的な困窮状態をどう

支援したら良いか考え､他に困ったことはないかと家

族に問いかけていた｡松尾はその後､糸満晴明病院設

立 (1974年)と同時に同法人でPSWとして勤務するよ

うになる｡

大浜信子 (故人､1970年頃に天久台病院に就職)は､

事務職員 (詳細は現時点で不明だが)として採用され

た後に､PSWの業務 を行 うようになる｡中下綾子

(1981年天久台病院に就職)によると大浜は､ケース記

録等をまめに残し､とても勉強家であったそうである｡

日本社会事業大学にて､社会福祉の勉強をした経験を

持つ｡大浜は､相談全般の業務を行い､家族面談､調

整､自宅訪問などを行っていた｡

その他に､松尾によると､久田病院には事務所内に

福祉係を置き､その担当者が入院者の生活保護費の管

理や必要な衣類等の購入の業務を行っていた人物がい

たそうである｡ただ､pswとしてではなく､事務職と

しての立場で業務を行っていた｡協会の研修会などに

顔を出すことはなかった｡

2)ケースワーカー勉強会と組織化の機運

個々のPSWがそれぞれの組織で､暗中模索を繰 り返

し活動する中､1970年に安里を中心に豊見城村真玉橋

(現､豊見城市真玉橋)の精神衛生センターにて､月1

回の ｢ケースワーカー勉強会｣が開始される｡当時は､

沖縄が日本に復帰する前で (沖縄の日本復帰は1972年

5月15日)､本土の精神衛生法の適用など､復帰に向け

ての勉強会と相互の情報交換が目的であった｡主なメ

ンバーは､安里千代子 (精神衛生センター)､仲村信子

(精和病院)､小禄裕一 (田崎病院)､大浜信子 (天久台

病院)､安田照子 (田頭病院)などであった｡それぞれ

の組織で孤軍奮闘していた中で､相互の情報交換 と

pswとしてのアイデンティティーとは何かをそれぞれ

が求めていた｡

玉木昭道 (1972年玉木病院に就職､pswとして働き

硯､玉木病院事務長)は当時の状況を､｢孤立して相談

相手もなく仕事をしている人達が､何か集まろうとい

う気運が起こってきた｣(玉木,1989:28)と振 り返って

いる｡安里は､｢最初は､お互い交流し合って情報交換

という形と､みんな1人で頑張っているので､悩みや

思いをはきだそうということで始めた｣(安里,1989:28)､

松尾は､｢お互い集まって話し合うことがなかったので

そういう親睦をはかる意味と､つながりを持つという

意味で始めた会だった｣(松尾,1989:28)と語っている｡

しかし､参加者の個人的な理由や組織化作 りを急ぐ動

きの中､勉強会は長 く続かず自然消滅してしまう｡会

が消滅した後は､有志が集まり､不定期であったが勉

強会を開いていた｡それを通称 ｢psw友の会｣のよう

な名称で呼んでいたらしい｡その中で､組織化を再検

討する声が挙がる｡

そして､1982年再び組織化の機運が高まる｡松尾は､

｢最初の集まりが自然消滅したものの､どこかでやっぱ

りつなが りたい とい う思いがずっとあった｣ (袷

局,1989:29)と語っている｡当時､安里は精和病院､仲

村は精神衛生センターで働いていた｡仲村は､｢驚いた

ことに､障害者の地域福祉活動の担い手であるソーシ

ャルワーカーの組織がなかった｣(仲村,2002:198)と話

しソーシャルワーカーの仲間に組織づくりを呼びかけ

る｡1982年11月29日､精神衛生センターにて第 1回ケ

ースワーカーの会 (出席11名)が開かれ､設立総会に

ついてと会員向けのアンケー ト調査を実地することが

話し合われる｡アンケー トには ｢ケースワーカーの組

織づ くりについて｣として､組織化必要性の説明がさ

れている｡その一文は､｢本県の精神科医療にも経験豊

かな優秀なワーカーが配置されているにもかかわらず､

未だ組織化がなされず､互いの連携も緊密化されない

ままにあります｡このままでは､その力量の十分発揮

されず､多様化するニーズへの対応も困難になるでは

と危倶するものであります｣としている｡

アンケートの結果を踏まえ､1983年 1月14日､那覇

の料理屋 うりずんで､新年会を兼ねて31名が参加 し

｢沖縄精神科医療ケースワーカーの会｣が結成される｡

会長は安里千代子､副会長を松尾美童子､事務局を仲

村信子､会計を山田綾子 (現､中下綾子)が担当し､
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事務局を精神衛生センター内に置く｡当初は､2ケ月

に1回精神衛生センターや各病院を回りながら会を開

いていた (1981年度の勉強会内容の一部は表-2参照)｡

pswの勉強会は､psw相互の交流と組織としての結束

につながっていく｡

組織化の機運が高まった背景に当時､沖縄県内の精

神科病院が増え始め､病院に勤務するpSWの数が徐々

に増えてきたとういう事実がある｡玉木はそのことを

｢病院開設と同時に相談部門を置いた所に沖縄の院長オ

ーナーの先見の明があったといえるのではないでしょ

うか｣(玉木,1989:28)と述べている｡

表-2

-回目:1983年5月19日 ｢外来ケースの指導について｣

発表者 :田崎病院､′ト録裕一

二回目:1983年 7月22日 ｢玉木病院におけるPSWの位

置及びその業務について｣

発表者 :玉木病院､平田尚之

三回目:1983年9月22日 ｢通院患者並びにその家族に

対するケースワーク援助の在 り方について-

特に地域医療の観点から-｣

講師 :東京都立精神衛生センタ一所佐々木雄司

四回目:1983年11月30日 ｢オリブ山病院の紹介､ホス

ピス活動について｣

発表者 :オリブ山病院､安田照子､宮城豊子

五回目:1984年2月3日 ｢ホスピスについて｣

講師 :オリブ山病院院長

3) 日本精神医学ソーシャルワーカー全国大会沖縄大

会

安里は､1985年6月の第20回日本精神医学ソーシャ

ルワーカー全国大会横浜大会に参加していた折に､懇

親会の場で全国大会を沖縄で開催 してもらえないかと

幾人かの本協会役員に打診される｡その時は､｢一応み

んなで少し話し合いをしてみます｣と答えるO帰沖後

に､柏木から電話があり ｢沖縄大会をしてみませんか｣

とさらに依頼される｡その時の心境を安里は､｢勉強会

がはじまったばかりだし､大会などとてもできるはず

かないと思った｣(安里,1989:29)と語っている｡1985

年6月18日､急きょ精神衛生センターにて運営委員会

を開き､全国大会について話 し合いがもたれる｡話 し

合いのなかで､｢沖縄の取り組みは本土に比べて20年は

遅れているから､引き受けるのは時期尚草じゃないか､

3- 5年後ならなんとかなるんじゃない｣という意見

が主で､全国大会引き受けを辞退することになる｡そ

の翌日に､勝連病院に勤務 していた山里は､事務局長

の仲村を訪れ､前日の会議に出席できなかったことを

詫び ｢沖縄は確かに遅れているよ､そうだからこそ私

たちワーカーはこの現実を見据えて､何をすべきか全

国の会貝と一緒に学習すべきではないの､後何年経っ

たら大丈夫と誰が保障してくれるの｣｢望まれている時

にやる方が､あるいは一番 よいのではないか｣ (山

里,2002:30)と大会開催の再考を求め､1985年8月15日

に緊急動機を提案する｡

仲村は､緊急の提案があるからと同年9月20日に会

員を勝連病院に招集し､大会開催時期について再検討

してほしいという山里の要望に応え､会員間で議論す

る｡議論の後､大会開催について会員の票決を行う｡

結果､開催意見が多数を占め ｢いつまでたっても､こ

れで力は十分という事はないのだから何とかやってみ

ましょう｣と思い切 り開催を引き受けることになる｡

当時沖縄は､1987年に海邦国体が開催されることが決

まっていた｡国体の翌年なら公務員の協力が得られ､

施設も整備されているということで､翌年 (1988年)

に全国大会を引き受けることになる｡協会は力量がな

いが､組織化を強化するために引き受けるとの意見も

あった｡当時の会員は42名であった｡

沖縄大会を引き受けるにあたり､3年前より準備に

取 り掛かる｡ 2年前から全国大会 (1986年福島県郡山

大会､1987年兵庫県神戸大会)を視察するために､会

員が全国大会に参加する｡郡山大会には10名､神戸大

会には14名の会員が参加し､神戸大会では沖縄コーナ

ーを設置し､沖縄大会に対する案内とアンケー トを行
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っている｡大会の事務的な業務は仲村を中心に行い､

大会の取りまとめ役として玉木が挙げられ､大会事務

局長を務めることになる｡大会に向けた連日の打ち合

わせが毎晩のように行われ､その中でPSWのアイデン

ティティーなどについても語り合う｡

沖縄大会のテーマを決めるにあたり､会員にアンケ

ー ト調査を行っている.そのいくつかを紹介すると､

･精神障害者の社会的復権 (中央病院)

･精神障害者の社会的復権とpswの課題 (南山病院)

･精神障害者への理解と支援一地域ケアへのアプロー

チ- (糸満晴明病院)

･更に強く精神障害者の人権の復権を考えよう (勝連

病院)

･精神保健法とpswの実践課題一精神障害者の社会的

復権を担うpswの役割- (琉球大学)

･精神保健法の制定一激動する流れの中でPSWは今､

南国の空の下で考える- (田崎第2病院)

などが挙げられている｡

精神保健法が制定された翌年の1988年6月16日～17

日の間､安里千代子を大会委員長､山里八重子を運営

委員長､玉木昭道を事務局長とし､第24回日本精神医

学ソーシャルワーカー全国大会沖縄大会が､那覇市の

沖縄グランドキャッスルで開催される｡大会には､全

国から710人の関係者が集まった｡大会開催にあたって

安里は､｢この大きなイベントに取り組む中で､相互の

資質の向上 ･連携 ･pR活動等の強化に励んだ｣ (安

里,1988:5)と大会を開催するにあたり､ 3年をかけ準

備に取 り組んだことを挨拶 している｡大会のテーマは

｢r精神保健法Jいまスター トの時に一精神障害者の社

会的復権とpswの役割一改めて我々の実践を振 り返る｣

とし､大城立裕 (′ト説家)の特別講演､柏木昭の基調

講演 (柏木は大会前日の夕食後､玉木が運転する車で

ホテルに向かう途中大雨に見舞われ､泊ふ頭入り口の

交差点でタクシーと衝突する交通事故に遭い､骨折 し

ているくく骨折の部位は不確か>>｡運転手の玉木は大丈

夫であった｡相木は大事をとって､翌日東京に戻 り､

しばらく入院している｡講演は､大野和雄 ≪現､日本

精神保健福祉士協会理事､日本社会事業大学大学院教

揺)が柏木の原稿を代読した)､5つの分科会 (アルコ

ール問題､老人問題､ネットワーク作 り､社会復帰施

設､精神医療と文化)に分かれての実践報告会と全体

会等が開かれた｡

比嘉寛 (1987年新垣病院に就職､現､那覇保護観察所

にて社会復帰調整官､協会会長)は､全国大会を開催す

ることを通 して､連日仕事後に集まりを開き､意見交

換することにより会員の結束力は強まり(比嘉,2002:46)

沖縄県psw協会の組織が強化されたと語っている｡全

国大会開催は､会員の大きな自信につながっていく｡

比嘉によると､大会前日に開会式場の座席の確認をす

ると､ホテル側のミスで､予定の500席が300席しか準

備されてなく､急きょ会員が総出で夜の12頃まで座席

の作 り直しをしている｡

全国大会が開催 (1988年6月)された同年2月､障

害者の地域福祉活動の拠点づ くりを目的に協会会員の

宮城豊子 (現､和事慶豊子)が県内で初めて､小規模

作業所ア トリエ種子を那覇市首里に開設する｡仲村に

よるとそのアトリエ種子に､全国精神障害者家族連合

会 (以下全家達)の事務局から ｢ワーカーの全国大会

の際には､家族会の組織づ くりについても取り組んで

ほしい､バックアップしますよ｣(仲村,2002:200)と連

絡が入る｡全国大会に､全家連事務局長補佐の春島伸

-､理事の佐々木むめのが参加する.全国大会の分科

会の中では､作業所を運営するア トリエ種子の関係者

を中心に､県家連結成 を切望する声が上がる (蘇

臥2007:25)｡全国大会終了後､家族-呼びかけを行い､

急きょ那覇市首里のメルパルクにて､30名ほどの関係

者が集まり組織づくりについての話し合いがもたれた｡

高津によると､作業所を運営する家族から､沖縄県

精神障害者家族連合会 (以下､県家連)について ｢県

家連がほしい｡もし作れないのなら､鹿児島県の家族

会と一緒に活動してもいい｡そのぐらい､今､県家連

を必要としている｣との強い要望がでる(高津,2006:ll)｡

当時､国から作業所に対する国庫補助が開始された時
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期であった｡補助金の窓口が､県家連となっていたの

で県家連の組織づくりが必要であった｡前の県家連が

4年で解散 したことで､組織化を蒔躍する意見もあっ

た (県家連は､1982年浦添福祉会館にて一度結成され

たが､1986年7月30日に当時の会長の個人的な理由で一

旦解散した経緯がある)｡家族の一人であった春島は､

｢この機会に是非 (家族会を)結成したいと会議は盛 り

上がりました (高津,2006:24)と語っている｡山里は､

｢既に地域に家族会が結成されている実績もあり､盛 り

上がっている今結成 しなければ時機を失する｣ (山

里,2002:72)と発言している｡

4)機関誌 ｢pswの眼｣の発刊

1989年､沖縄県精神医学ソーシャルワーカー協会誌

｢pswの眼｣創刊号が発行される｡｢pSWの眼｣発行は､

全国大会後にPSW協会として社会に何か発信するため

の機関紙をつくるべきではないかという意見がきっか

けとなる｡pSW協会が結束することで地域社会に対す

る啓蒙 ･啓発活動ができ､協会員の自己研鉾につなげ

る目的もあった｡機関誌発刊についての企画案に､｢私

達の活動 (activity,thinking)を私達自身の力でリー ド

していくために､有形無形の記録を盛る F器』として

の協会機関誌の発刊を計画いたしました｣としている｡

理念は､

1.精神医学ソーシャルワーカーの発展に寄与する

2.精神医療を福祉の見地から考える

3.精神医療を受益者の立場から考える

4.精神医療の社会化を促進する

5.精神医療と文化の接点を探る

である｡創刊号の編集員長であり､機関紙名を考案し

た玉木は､pswはいくつのも ｢眼｣を持つ必要がある

としている｡それは､自分自身を知る ｢眼｣､患者さん

の眼の中をのぞく ｢眼｣､患者さんと共感しながら患者

さんを見る ｢眼｣､雇っている経営者の厳 しい ｢眼｣､

それら全体を見ている社会の ｢眼｣､このようなpswの

眼をお互いに曇らせないようにバランスよく使い分け

ながら生き抜いていこう (玉木,2006:3)としている｡

1997年に第2号を発行 し､その後12年発行が途絶えて

いたが､2006年4月に第3号､2007年 5月に第4号を

発行 している｡その内容は､会員の研究論文､実践報

告､各研修報告書､関係者からのエッセイ等となって

いる｡

5) 沖縄県精神保健福祉実践セミナー (やどかりセミ

ナー1

全国大会終了後､運営委員会にて今後のPSW協会の

運営活動についての話し合いがもたれる｡そのなかで､

大会を成功させた勢いも重なり､｢やどかりセミナー

(以下セミナー)をやろう｣という意見が出る｡やどか

りの里の谷中輝雄 (やどかりの里の創設者､現､仙台

白百合大学教授)と安里とのこれまでの個人的な交流､

やどかりの里のネットワークを全国につくりたいとい

う谷中の思いが重なり､沖縄県精神保健福祉実践セミ

ナー (通称やどかりセミナー)を開催することになる｡

当初協会は､セミナー開催に蒔蹄する面もあったが､

谷中の励ましや､谷中の ｢会費を徴収し､当事者を招

くのであれば｣という意見にセミナー開催を決断する｡

当初は､やどかりの里の当事者を連れてくる計画はな

く､沖縄の当事者､家族､住民が一体化 した話し合い

の場を提供することを目的とした｡

洲鎌稔 (1978年､田崎病院に就職､本部記念病院等

を経て､硯､老人保健施設和光園の事務長､協会の監

辛)によると ｢安里さんの10回はやるぞという固い決

意の もとに会員が一致協力 して実施 された｣ (洲

鎌,2006:128)､10年やれば､沖縄にも何かが作れるだろ

うという思いでスター トすることになる｡松尾は ｢当

時は､民間病院のPSWが少ないことや組織の理解の不

十分さがあり中々外に出られなかった｡やどかりセミ

ナーにかける思いが協会にあった｣と語っている｡

第 1回日は1989年6月 1日､沖縄県総合精神保健セ

ンター (現､沖縄県総合精神保健福祉センター､以下

センター)にて ｢地域に根ざした社会復帰活動をめぜ

して｣をテーマとして開催される｡午前中は谷中によ

る講演､午後は実践レポー トとし4名の実践者の報告

ll
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がされている｡第 1回と第2回のセミナーは､やどか

り研修センターと協会が主催となり､内容を主に企画

している｡第3回からは､やどかり研修センターは共

催 となり､協会が主催 し内容を企画するようになる

(セミナーの詳細は資料 1を参照)｡以下､当時の運営

委員会の残された議事録より､セミナーについての話

し合いの様子を垣間見る｡

(∋1991年 5月10日の運営委員会にて､第3回のセミ

ナーについて話 し合いがされている｡当時の記録を見

ると､

･今回は､やどかり側から開催の催促はない｡当協会

の態度に任せられているので､開催するのであれば､

ある程度内容についての案を出さないといけないの

では

･県内で精神科にたずさわる人が､一堂に集まれる良

い機会である

･セミナーを開催 して､何が変わったのか検討した方

が い い

･セミナーを､少人数のディスカッション形式等に検

討する

･昨年の反省には､｢もっと多くの人に呼びかけて欲し

い｣という意見があった

･セミナーを開催して ｢何が変わったか｣と問われる

こともあるが､ 1-2回の講演を聞いてすぐに変化

が現れるものではない｡芽が出るまでセミナーを続

けても良いのでは｡

･セミナーの場を利用して､他の分野の人と交流する

ことができる

･市町村､社協､民生委員にも呼びかけて去年よりも

規模を大きくする

などが話し合われ､第3回セミナーの開催を決定して

いる｡

②1992年 7月29日と8月14日の運営委員会にて､第

4回のセミナーについて話し合いが持たれている｡当

時の記録を見ると､

･誰を対象のセミナーなのか､これまではっきりして

いなかったのでは

･pswの独自性があるべきではないか

･pswの仕事が､単に病院の中だけではないというこ

とを知ってもらうことも必要では

･地域では､保健婦の仕事がクローズアップされる.

資格も仕事の内容もはっきりしていて､地域に出る

ことを期待されている立場にある｡pSWは､入院さ

せるだけの仕事と思われやすい

･pswは､身分も確かでなく地域に出て行 く自信が欠

けている｡今は､我慢時である

･活発でない地域が､セミナーで聞く諸活動を通して

刺激を受けて､自分達の活動に反映させて行くこと

が大切である

･pswが地域に出て行き､行政がやれない部分をやっ

ていくことが理想だが､今はまだ上手くいかない

･pswの仕事を理解してもらってない

･pswはコ-デイネイタ-であるべき｡地域にバ トン

タッチしていく

･過去3回のテーマを振 り返り､第4回のテーマをど

うするのか

･精神保健法改正後､pswの眼から見てどう変わった

のか｡地域から病院へ､病院から地域へと流れはか

わりつつある

･読谷の村長が､非常にやる気のある福祉の心を持っ

た人で､地方の時代の先端を切っている｡そういう

地域からまず､モデルを作ってもらうという意味で

は読谷でやることに意義があるのではないか

･シンポジェス トは､永山さん (南部福祉保健所精神

保健相談員)が良いのでは｡永山さんの活動発表に

よって､地域の人たちの活動のヒント､刺激になる

のではないか

などが話し合われ､第4回のセミナーを読谷村で開催

することを決定している｡

(彰1993年6月16日の運営委員会にて､第5回セミナ

ーについての話し合いが持たれている｡同じように記

録を見ると､
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･当事者の参加をどういう形にするか

･これまでは､一方的に聞いてもらっていた今度は､

たくさんの人が話せるように分科会方式にしてはど

うか

･視点をどこにするかと言うのをはっきりさせる

･当事者たちが､何を考え､何を望んでいるのか

･スタッフが多い中で､当事者たちが言いたいことを

話せるのか

･当事者が緊張せずに､発言する雰囲気がつくれるのか

などが話し合われ､第5回セミナーのねらいを

i)これまでは､各機関のスタッフによる発言が多か

ったが､今回は当事者の意見を充分聞く｡

ii)当事者が気軽に参加 し､しゃべ りやすい雰囲気を

作る

iii)そのために分科会方式とする.テーマについても

彼らが興味を持ち､語れるような分科会とする

iv)谷中先生の講演は､従来午前の部で行っていたが､

今剛 ま先生の ｢みんなの意見を聞きながら発言 し

たい｣という要望もあり最後にもってくる

とし､分科会を三つのテーマ (恋愛と結婚､病気とどう

つきあうか､日々の暮らしに思うこと)に分けている｡

(む1993年9月28日と10月15日に第5回セミナーの反

省会が持たれている.セミナー参加者のアンケー トを

見ると､

･毎年あるといい｡希望とやる気がでてきた

･グループワークとっても良かった

･やどかりのメンバーの体験は参考になった

･懇親会をプログラムの中に入れ､当事者参加のミニ

コンサー トを開いては

･セミナーが良い刺激になっている

･メンバーが自分の事を､他人に語ることにより自信

になった｡｢またこういう場｣をという意見があった

･当時者､家族､さまざまな職種の人達との交流にな

っている

･やどかりセミナーの方向､ゴールは?

･自助グループをつくることが最終的な目標である

⑤1994年 9月30日の運営委員会にて､第 6回セミナ

ーの反省会が持たれている｡当時の記録を見ると､

･関係者を呼ぶには､土曜日がいい

･当事者が多かった｡関係者､家族が少なかった

･各市町村の年間行事予定も情報として持ち､次回の

日程を決める時に検討する

･流れとしては､当事者参加型になってきている

･地域の中において関係機関の横のつなが りが大事､

セミナーはそのような場になると思う

･当事者のグループ (分科会)は､思っていたより活

発に話が出た

などが出されている｡

(む1995年 9月に開催されたO第7回セ ミナーの参加

者のアンケー トを見ると､

･当事者と共により住みやすい活動できる場作 りをし

たい

･当事者の本音がこれからも聞けたら良いと思います

･活発なディスカッションになるとは思ってもいませ

んでした

･当事者が家族を励ましている姿に感動 した

･多くの当事者､関係者に感激しています

などが挙げられている｡

セミナーを取材 した沖縄 タイムスの山城紀子の当時

の記事を紹介する｡

やどかりセミナー

｢精神障害者も幸せになりたいと考えるのは当たり前｡

でも､急激に変化する社会に惰れるのはとても難しいか

ら､精神障害者と社会をつなぐ中間施設をつくってほし

い｣｢当事者本人のたちの手で新しい社会をつくろう｡

私もデイケア活動で知り合った女性と一昨年結婚し､も

うすぐパパになります｣

- 次々とマイクを持つシンポジストの発言に､会

場から ｢そうだ｣｢がんばれ｣と声が上がり､大きな拍

手が送られるO
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8月16日､沖縄市民会館で､沖縄精神保健福祉実践

セミナー､通称 ｢やとかりセミナー｣が今年 (1996年)

もまた開かれた｡

共に暮らせる地域づくりをめざして-当事者からの提

言-と銘打った今回のセミナーは､沖縄の精神障害者本

人とその家族､関係者にとって革命的と言えるほどの特

色を持ったものになった｡

舞台に並んだ9人のシンポジストは全員が当事者｡1

人ひとりがマイクを持ち､自分のこれまでの苦しい体験

を､地域での作業所通いを通しての社会参加への喜びや

社会復帰へのアドバイスを､幻聴や落ち込んだときの乗

り切り方を自分の言葉で語った｡

文字どおりの ｢当事者からの提言｣に､会場を埋めた

過半数の当事者 ･家族が力づけられたのは言うまでもな

い｡フロアからの発言でも､医療や福祉関係者はでる幕

もないほどひっきりなしに当事者が手を挙げ発言した｡

｢幻聴で苦しい｣との声が出ると､｢そういう時はテ

レビの書を大きくしたり､友達に電話をしたりして流れ

を変えるようにしているよ｣と､やはり当事者が答える｡

会場全体から ｢当事者主体｣の活動 ･社会復帰という

時代の風が感じられた｡

埼玉県大宮市で､精神障害者の社会復帰施設 ･やとか

りの里を営むと同時に､全国をまわって精神障害者の社

会復帰に向けた活動を続ける谷中輝雄さんの呼び掛けに

こたえる形で､8年前ソーシャルワーカーの研修の場と

してスタートした同セミナーがここまできた｡

｢今精神科がオモシロイ､よ｣

裏方にまわったソーシャルワーカーたちのうれしそう

な表情も印象深かった｡(96･8･17沖縄タイムス)

セミナーの 1回から3回までは､専門家中心の対話

集会となり､3回目から社会福祉協議会などの参加に

より､参加者に広が りをもつようになる｡4回目以降

は､当事者の参加が増えるようになり､セ ミナー後に

パーティーが開かれるようになる｡5回目のセ ミナー

で､やどか りの里の当事者の′ト山氏､笠原氏が沖縄 タ

イムス記者の山城紀子氏のインタビューを受け､新聞

に記事が掲載される｡

第 1回から4回までのセ ミナーの参加費は､関係者

や家族からのみ徴収 していた (基本的に関係者3,㈱ 円､

家族2,000円)｡第 5回からは､｢小額であって､当事者

からも費用を徴収 しても良いのでは｣と運営委員会の

中で意見がでた｡松尾は､｢当事者が主体的にセミナー

に参加する意味で､徴収 してもいいのでは｣という意

見を出 している｡第 5回のセ ミナーから､300円から

500円の参加費を当事者からも徴収 している｡

第 7回は､石川市保健相談センターで開催され､そ

の時のことを比嘉は､｢当時､保健相談センターは新築

で､全館禁煙だった｡タバコを多 く吸う当事者が､禁

煙を守れるかとても不安であった｡ しかし､当日は特

に問題なく､指定 した場所以外でタバコを吸 う当事者

は誰もいなかった｡このことは､自分たちが当事者の

力を信 じるきっかけになった｣と語っている｡

第10回は､セミナーの締めくくりということもあり､

アメリカロサンゼルス郡精神保健協会会長のリチャー

ド･バ ンホーンとザ ･どリッジのメンバー4名を招い

た｡海外から講師を招 くということで､費用の捻出に

苦慮 しテレホンカー ドを販売 し､その運営費用に充て

ている｡

6)精神保健福祉ボランティア市民講座

精神保健福祉ボランティア市民講座 (以下､市民講

座)をはじめた理由は､セミナーの次のステップとし

ての位置付けで､地域住民への啓蒙 ･啓発活動としで

あった｡セミナーの第8回頃から､セ ミナーに継 ぐ何

かを､年に1回は開催 したいと真栄平勉 (1982年田崎

病院に就職､現､協会副会長)を中心に､当時先駆的

に北海道の札幌市が取 り組んでいた､市民講座の開催

を検討 していた｡当初は､当事者団体中心の開催を検

討 したが､当事者からの合意を得ることができず実現

に至らなかった｡西銘隆 (1988年田崎病院に就職)は､

｢精神保健福祉のボランティア養成も講座の目的であっ

た｣と語っている｡

第 1回目は､2000年 9月2日､9日の両日で ｢身近

な精神保健福祉を考える｣をテーマに開催されている｡

市民講座は､現在 も継続 して開催され､2006年に第5
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回目を浦添市にて開催 している｡毎回､多くの市民が

参加し､精神障害者に対する啓蒙 ･啓発活動につなが

っていると考えられる｡

第 1回目の参加者の感想は､

･当事者の講話が開けたのが最も良かった

･全体的にもっと時間がほしい

･講話や資料から必要な資料が得られた

･知識としてとどめておくのではなく､ボランティア

として実行できたらと思いました

･話が分かりやすかった

･理解度は増したが､深みのあることなのでまだまだ

わからない部分が多い｡今後の課題にしたい

･少しだが､理解しようと努力する気持ちが持てた

･pswの活動内容が具体的に分かった

･自分が偏見の塊だということに気付かされました

などがある｡

Ⅳ考察

1)初期のPSW業務と組織内での位置付け

①psw業務

日本本土におけるPSWの活動は､1948年国立国府台

病院において､アメリカ留学で力動精神医学を学んだ

松村常雄院長が看護婦を起用し､｢社会事業婦｣という

名称で配置したのが始まりとされている｡沖縄県にお

けるPSWの活動のスタートは､1961年に開設した精和

病院であると言えよう｡だた､精和病院設立当初は､

専属のPSWは存在しなかった｡当時､一般的に看護婦

業務は多岐に渡 り､本来の看護業務に加え､現在の作

業療法､ソーシャルワーク的な業務も看護婦が行って

いた｡

精和病院開設と共に､看護婦として採用された山内

は､看護業務に加えて庶務課と協力して生活保護の申

請業務なども行っていた｡1968年に田頭病院に採用さ

れた安田は､当初事務員としての採用で半年後pswと

して働 くように病院より指示される｡机は事務所にあ

り､事務業務 (外来受付､レセプト業務等)とpsw業

務を兼任していた｡1968年､田崎病院に採用された小

禄は､当初事務職員として働き､後にPSW業務も行う

ようになり､机は事務所にあった｡

1970年頃､天久台病院に採用された大浜も､当初は

事務職員としての業務を行っていたようである｡

沖縄の初期のPSWは､他業務､特に事務職との兼務

という形でスター トしているものが大半である｡ただ

し､そのような中で1962年に楕和病院へ専属のPSWと

して採用された安里の存在は大きいと考える｡安里は

以後､沖縄のPSWとしての草分け的存在の一人として､

協会にも多大に貢献する存在となる｡

pswの業務は､安里､安田､仲本､松尾が語るよう

に経済的問題への対応が大半であった｡当時 (日本本

土復帰前)の沖縄は一応医療保険制度が存在 していた

が､公務員や一部の民間人しか加入できず､大半の県

民は貧しい状態であった｡そのため､発病しても十分

な治療を受けられない人が多 く､治療費を工面できな

い場合は､生活保護申請や措置入院という形での入院

調整が必要であった｡安田は､｢措置入院の鑑定調整で

忙 しかった｣と語っている｡経済的な相談でPSWに対

するニーズは高く､当事者が安心 して療養生活が送れ

るよう保障する必要があり､病院がpswに求めていた

のは組織の経営的な安定を含んでいた (現在も同側面

があると考えられる)｡当時のPSW業務は未確立で､加

えて組織内での位置付けも暖味なため､職員のPSWに

対する理解も不十分であったと考えられる｡

医師や看護婦の中には､pswに対 して批判的な事を

言う者もいた｡そして､PSW自身がpsw業務や自らの

アイデンティティーを確立するのに模索 していた｡山

内は､安里が精神衛生センターに移った後､一人で精

和病院にてPSW業務を行っていた｡しかし､組織内で

十分な理解が得られず､精神的に疲弊 し組織から去 り

その後､pswとしてではなく別の病院で看護婦として

働 くことになる｡山内の主観が入ると思われるが､そ

のことを､｢最終的に (省略)い じめ られた｣ (山

内,1989:32)という言葉で表現している｡このことは､

当時のPSWが職場内で十分受け入れられていなかった

ものと考えられる｡
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(夢精和病院の社会復帰運動

1960年代後半､精和病院は入院者を作業療法の一環

として､地域の工場や養鶏場に積極的に送 り出してい

た｡当時は､入院者を安い賃金で雇えるからと､前向

きな雇用主が存在 し､pswの ｢いつでも関わります｣

という姿勢､組織の体制が雇用主に安心感を与えてい

たことが考えられる｡しかし､地域住民の当事者に対

する偏見感情は根強く､精神障害者に対する社会サー

ビスが皆無の時代であった｡病院を退院して､地域で

生活を送る当事者も出てきたが､彼らに対する支援体

制があまりにも未確立であった｡その中､火事や殺人

事件が起きた｡これらの事をきっかけに､地域の理解

を得るのが難しくなった｡その結果､開放的な処遇を

行っていた精和病院の方針は､断念せざるを得なくな

る｡当時の社会復帰運動の結果が示唆した事柄は､極

めて重要だと考える｡すなわち､精和病院の社会復帰

運動は､地域の精神障害者に対する理解不足､精神障

害者を地域で支えるサービス不足を明らかに露呈する

結果となった｡当事者を地域で支援 し続けるには､一

組織の方針や個々のPSWの熱意だけでは限界であると

いうことが示されたものと理解する｡この社会復帰運

動のもたらした結果が､その後の沖縄県の精神保健福

祉の活動にどう影響を与えたかは本研究では格別考察

せず､今後の研究課題にしたい｡

2)家族会､当事者､関係機関への影響

(∋全国大会開催を通して

psw協会全国大会の沖縄開催は､それまで個々の組

織内で主に活動していた会員が､大会開催の準備や話

し合いを重ねて行 く内に相互の理解が深まり､会員の

結束につながることになる｡それが､協会の組織の強

化につながり会員個々の質の向上にもつながる｡

そして､全国大会開催は家族会の結成に結びつく大

きな要因となった｡山里は､｢沖福連の発足とちょうど

同じ年にPSWの全国大会という場があったから､家族

会もそこから始まった｣(山里b,1998:128)｡仲村は､

｢ワーカーの全国大会の契機に沖家連が結成された｣

(仲村,1999:22)｡森田は､全国大会の開催が家族会の

｢結成に深く関わっている｣(森田,2006:81)としている｡

その後､山里は､協会員に推される形で県家連の会長

に就任する｡センターが事務などを全面的に支援する

ことを約束し､事務局をセンター内に置き､会員の名

義弘幸 (1982年田崎病院就職､1994年家族会事務局､

現､博愛クリニックデイケア勤務)が専従職貝となる｡

山里は､県下の家族会を精力的に組織化していく｡比

嘉は当時を振 り返り､｢お互いの事務局が県立総合精神

保健福祉センター内に設置していたこともあり､常に

情報交換 したり､事業のお手伝いをさせていただいた

りして協力し合い､沖縄県における精神障害者福祉の

向上に努めてまいりました｣(比嘉,2006:104)と述べて

いる｡

家族会結成後は､家族会の運営をpsw協会の会員

個々が精力的に展開し､それをpsw協会が全面的に支

援してきた経過がある｡家族会設立の際には､psw協

会からの寄付金や他団体からの寄付金集めに会員が奔

走した｡家族会主催の大会は､会員がスタッフとして

大会運営を協力していた｡psw協会の全面的なバック

アップが､設立当初の家族会を支え､現在につながっ

たものと考える｡

そして､全国大会開催を機に協会は､｢pswの眼｣を

発行することに至った｡協会の活動報告や広 く精神保

健福祉に対する啓蒙 ･啓発活動につながっているもの

と考える｡

②やどかりセミナーを通して

沖縄県精神障害者連合会 (以下､沖精連)初代会長

の高良正生は､1998年の沖精連発足式 (パレット市民

劇場で開催)の挨拶の中でセミナーのことに触れ､セ

ミナーに参加し ｢ピープル会｣のメンバーが分科会の

司会をやっているのを見て､｢司会の二人が当事者だと

いうことに親近感と勇気を覚えました｣と語 り､その

ことをきっかけに ｢芽ばえの会｣を発足させている｡

さらに高良は ｢やどかりセミナーでは､県内の当事者

がシンポジウムのパネリス トになり､どんどん舞台に
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出た｡そのパワーがどんどん大きくなった｣とセミナ

ーが当事者に与えた影響を語っている｡沖精連副会長

の石川勝則は､｢患者会の出発点ともいえるのは､PSW

の主催する 『やどかりセミナー』であります｣と語っ

ている｡

山里はセミナーを振 り返り､｢特に当事者の皆様に影

響を与え沖縄の流れが変わってきたと思います｣(高

津,2(X旭:16)と語っている｡協会が主催したセミナーが､

当事者に及ぼした影響は多大なものであり､その後の

活発な当事者活動につながる｡永山盛秀 (1976年沖縄

県職員として採用され､保健所で相談員として働 く｡

1996年に沖福連に就職し､2006年退職｡現NPO法人ふ

れあいセンターサービス管理責任者)は､1995年2月

1日に作業所 ｢ふれあいセンター｣を開設し､同時に

当事者のグループミーティング ｢つどい｣を始めてい

る｡つどいでは､当事者が自らのことを相互に熱 く語

り合っていたが､人前に出て話すことはなかった｡永

山によると､｢セミナーに参加したやどかりの里の当事

者の発表を見て､F自分たちにも出来るかも知れない』

とつどいに参加していた当事者が思った｡良い意味で､

沖縄の当事者の自信につなが り､やどかりの当事者発

表に触発されて沖縄の当事者活動が促進された｣と語

っている｡比嘉は､｢セミナーは最初から当事者グルー

プの育成を目的にしていたのでなく､結果的に途中か

ら当事者主体に変化してきた｣と語っている｡谷中と

一緒に来たやとかりの里の当時者が､セミナーで語る

ことにより､沖縄の当事者に影響を与えたのである｡

次に､当時の運営委員会の記録を私なりにまとめ考

察する｡第3回セミナーに向けての話し合いの記録は､

｢関係者が一同に集まる場の設定｣｢セミナーの継続開

催｣を主に決めている｡これは､前2回のセミナーは

やどかりの里が中心に内容を企画していたが､3回目

より協会が内容を企画することになった｡これまでの

セミナーを通し､セミナー開催の必要性を強く認識し

開催の継続を強く確認 し合っている｡第4回セミナー

に向けた話し合いは､｢精神障害者の地域支援の重要性｣

｢pswのアイデンティティー｣を主に意識している｡こ

れまでのセミナーを通し､当事者の地域生活支援の重

要性を理解 し､セミナーの開催の成功が個々のPSW､

協会としての自信につながり､さらに飛躍するために

模索 していると思われる｡第5回セミナーに向けた話

し合いは､｢当事者の視点｣と言うことが中心になる｡

これまでの､支援者中心のセミナーから当事者を中心

にという内容に変化していく｡この5回セミナーを機

に､セミナーに参加する当事者の割合が高 くなってい

く｡6回から10回セミナーの記録が手元にないため､

その後の変化を考察できないのが残念であるO

比嘉 (セミナーの第5回-10回までの事務局長)は､

セミナーの果たした役割を三つ上げている｡一つ目は､

｢協会員のスキルアップにつながった｣である｡｢社会

復帰施設がない時代で､やどかりの里から当事者が来

ることが新鮮で､色々考えさせられた｣と語 り､セミ

ナーを通 し他機関との連携の取 り方や当事者の可能性

をpswが信 じられるようになった｡セミナー運営で､

psw協会が活性化し会員の交流につながり､社会に対

して啓蒙 ･啓発ができる自信がついたことを挙げてい

る｡セミナー開催の10年間で､PSWとしてのアイデン

ティティーの確立につながったと考えられる｡

二つ目は､｢関係機関へ影響を与えた｣である｡当時

は､関係機関が集まり情報交換する場が少なかった｡

セミナーを通し､関係機関相互の情報交換､収集がで

きるようになった｡第5回セミナーに参加した関係機

関を見ると､市町村保健婦､社協､当事者､家族､

psw､MSW (医療ソーシャルワーカー)等であった｡

永山は､｢当時､医療が閉鎖的と言われていたが病院の

pswが地域の橋渡 し役になり､病院を開く意味でPSW

の存在は重要だと思った｣｢関係機関には､毎年同じ時

期にセミナーが開かれるという意識を付けた｣｢地域で

研修するという意義､地域の人を参加させることの意

義をセミナーは根付かせた｣と語っている｡田中英樹

は､セミナー開催が ｢沖縄県におけるネットワークづ

くりの柱 となっている｣(田中,2001:235)と述べてい

る｡

三つ目は､｢当事者への影響｣を挙げている｡県内の
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当事者が､やどかりの里の当事者と触れ合うことによ

り自信を持つ｡セミナーをきっかけに､当事者が表舞

台に立ち､体験談を語るようになる｡比嘉は ｢沖縄で

当事者が表に出たのは､セミナーが最初であった｣す

るoセミナーで自信をつけた当事者が､当事者の会

(ピープル会､芽生えの会)を設立し当事者達が活発に

活動するきっかけになる｡比嘉は ｢セミナーが当事者

会の設立につながり､当事者運動の火付け役を果たし

た｣と語 り､松尾は ｢セミナーを通して当事者を社会

に出すことができ､当事者会の発足につながった｣と

話す｡中下は当時のセミナーを振 り返 り､｢当事者の意

見を外 (地域)で聞く機会がなく病院と離れた所で当

事者を支援することのイメージが持てず､地域生活支

援という言葉が定着してなかった｡セミナーを通して､

当事者を中心に関わる視点が持てた｡当事者や関係機

関の意見を聞くということでPSWとして考えさせられ､

pswとしてのスキルアップにつながった｣と語ってい

る｡当事者主体のセミナーに変化 してきたのは､谷中

の思いでもあった｡

セミナー開催を通して､ある出来事があった｡それ

は､第7回セミナーにやどかりの里の当事者がシンポ

ジウムに参加し､体験発表を行った｡その様子は､翌

日の沖縄タイムスに顔写真入りで紹介された｡やどか

りの里のメンバーは､新聞に自分たちが掲載されたこ

とを誇らしげに語 り､新聞をいくつも購入し持ち帰っ

て自慢 した｡実は､それまで沖縄の新聞には､精神障

害者の顔写真が載ることがなく､載ったとしても背中

から写真を振るなど､誰か分からないように工夫さて

いた｡その背景には､精神障害者に対する地域社会の

偏見や当事者自身の内なる偏見があったと思われる｡

第8回セミナーに､沖縄の当事者がシンポジウムに参

加する｡沖縄タイムス記者の山城は､事務局の比嘉を

通して､当事者の顔写真入りの新聞掲載を望むが､当

事者の了解を得られず断念することになる｡そして､

翌年の第9回セミナーに､再度沖縄の当事者がシンポ

ジウムに参加 した｡山城は､事務局を通 して再度､撮

影を依頼する｡その時は､当事者からの理解を得るこ

とができ､翌日の新聞に顔写真入りの記事が掲載され

た｡このことは､沖縄における精神障害者の報道のあ

り方の転機となった｡その後､顔写真入りの新聞に掲

載されることを容認する当事者が出てくるようになる｡

セミナーを通し､当事者自身が社会に自らの存在をア

ピールする自信がついたと考えられる｡

永山は､個人的な意見として ｢セミナーが10年で終

了したのは､残念であった｡もっと継続していたら更

に沖縄で何か出来ていたかも知れない｡PSW協会には

それができるので､今後セミナーのような企画を検討

してもらいたい｣と協会に期待を込めて語った｡高良

は､｢当事者だけの活動では限界があるので､家族会や

psw協会に継続的に当事者会のフォローをしてもらい

たい｣と語った｡セミナーを10年で終了した背景には､

当初から ｢何があっても10年間はやる｣という目標が

あったことと､協会として当事者や家族会-の支援と

して一定の成果を残 したので､後は当事者が自ら活動

していくべきではないかと言う考えがあった｡協会と

して､あえてセミナーを終了させたということである｡

その是非は､本稿では格別考察せず､次の研究課題と

したい｡

今､セミナーを開催 していた頃の沖縄を振り返ると､

偶然か必然か､いずれにしても沖縄の精神保健福祉関

係にとり､変化の時期であったと思える｡そこにセミ

ナーが開催されたことにより､尚一層､その後の沖縄

の精神保健福祉の飛躍につながったと考える｡セミナ

ー開催が､関係者に与えた刺激は多大であったO精神

障害者に対する視点の変化を迫られ､精神的な病気､

障害を持っていても十分自立した地域生活が送れると

いう､当たり前のことを気づかせてくれた｡筆者もセ

ミナーを通 して､精神障害者の地域生活支援というこ

とを深く考え､pswとしての視点を磨いた一人である｡

協会の動きとして､10年間のセミナー終了時に､協

会の会長 (安里)､副会長 (松尾)を交代することにな

る｡会長を比嘉に､副会長を真栄平が担うことになる

(現在もこの体制である)｡松尾はこのことを､｢協会の

若返 りを図るためにあえて､2人一緒に変えた｣と語
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っている｡

③市民講座を通して

セミナー終了後に､セミナーを引き継ぐものとして

市民講座を開催 している｡現在まで､第5回まで開催

を重ね､地域住民に対する精神障害者の啓蒙 ･啓発活

動としての働きを担っている｡しかし､当初の目的の

一つであった､精神保健福祉ボランティアの養成には

至ってない｡そして､社会や制度の変遷の影響､或い

は協会の取り組み方に課題があるのか､以前のセミナ

ー開催のように､関係機関や当事者団体との連携や十

分な盛り上がりが見られないように思える｡継続的に

開催していくことを視野に入れ､その開催方法を今後､

さらに吟味していく必要がある｡

3)沖縄県psw協会の時代区分と世代区分

①草創期 (psw第-世代)1962-1972年の11年間 :こ

の時期の特徴として､PSW業務が事務業務との兼務

が大半で､業務内容が確立されておらず､組織内で

の位置付けが唆味である｡1962年に精和病院にPSW

が配置され､1970年にケースワーカー勉強会が開始

している｡1972年の日本復帰を境とする｡

②躍動期前期 (psw第二世代)1973-1988年の16年

間 :この時期の特徴は､psw協会が本格的に組織化

され､1983年に沖縄精神医療ケースワーカーの会が

発足する.1988年に開催された日本精神医学ソーシ

ャルワーカー全国大会沖縄大会を境とする｡

③躍動期後期 (psw第三世代)1989-1998年の10年

間 :この時期の特徴は､1989年に ｢PSWの眼｣創刊

号が発行され､1989-1998年の間にセミナーが開催

される｡そして､1997年にPSWが国家資格化され､

精神保健福祉士という名称を用いる様になる｡セミ

ナー終了の1998年を境とする｡

④転換期 (psw第四世代)1999年-現在の9年間 :こ

の時期の特徴は､2000年から市民講座を開催する｡

同年､沖縄県ソーシャルワーカー協議会が (沖縄県

社会福祉士会､日本精神保健福祉士協会沖縄県支部､

沖縄ソーシャルワーカー協会､沖縄県医療ソーシャ

ルワーカー協会)発足 し､琉球新報 ｢福祉の窓｣の

連載や合同研修会を開くようになる｡pSWに対する

社会的なニーズがの高まりがある｡

4)psw協会の現状

協会設立当初､31人だった会員は､現在251人までに

増えた｡本稿で触れたように､幾多の協会活動を通し

て組織としてのまとまりを強め､会員個々が質的に向

上してきた｡しかし､現在の協会には幾つかの課題も

あると思われる｡先ず､会員が増えた (特に国家資格

化後)ことにより､協会設立当時のような会員相互の

情報交換や交流が難 しくなったと思われる｡特に､世

代間交流に大きな課題がある｡これは､会員増がもた

らす弊害と言えるであろう｡この現象は､あらゆる組

織に当てはまることで､当協会だけの課題ではない｡

いかに､会員相互の交流の場を企画､設定 していくか

だと考える｡毎月の定例会を活用 し､会員の質的向上

と交流の場を提供 しているが､必ず しも上手く機能し

ているとは言えないかも知れない｡会員個々の､定例

会の内容や協会に対する期待などを上手 く掌握してい

く必要がある｡そして､中堅やベテランの会員が中々､

定例会に参加 してない現状がある｡それぞれのニーズ

に合った､内容の検討が求められる｡

国家資格化された､pswに対する社会のニーズは日

増 しに高 くなっている (自殺やうつ病対策､いじめ､

虐待問題など)｡その中で､PSWは精神保健福祉の専門

家として､いかに社会のニーズに応えるかという大き

な課題がある｡当協会のソーシャルアクション機能は､

残念ながらまだまだ不十分である｡今後は､さらに精

神保健福祉の専門職団体として社会に対する責務を果

たし､会員が一丸となりアクション機能を強化してい

かなければならない｡そして､組織の再編も検討する

必要があるだろう｡社会のニーズに即 した委員会 (権

利擁護､認知症､児童､高次脳機能障害など)を作 り､
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委員会別に活動を展開していく必要がある｡

比嘉に､今後の協会の展望をインタビューすると､

｢これからは､ソーシャルワーカーとしての高い技術が

求められる｡資格でなく､ソーシャルワーカーとして

の 『質』が問われる｡pswとしてのアイデンティティ

ーをいかに研鋒させていくかが課題｣と指摘 している｡

勤務先の組織内や､地域社会からpswに対する要望も

強くなると同時に､PSWとしての責任や仕事の量も増

えた｡仕事が多忙なあまり､外部に積極的に出て､他

からの情報収集や連携に十分な時間と気持ちを避けな

い現状が会員個々にある｡限られた環境と情報でPSW

という仕事を遂行するのであれば､自ずと業務に限界

が生 じる｡問題なのはその限界に気づかず､自らの経

験則を頼 りにソーシャルワークを展開することである｡

そこには､もはやpSWとしての ｢質の担保や向上｣は

望めない｡会員個々が､勤務先の組織内にとどまるこ

となく､外部からの情報収集と交流､自己研律を行い､

自らの質を高めるために､協会の果たす役割は極めて

重要である｡会員個々にとって魅力ある協会とするた

めに､毎月の定例会の充実やスーパービジョン体制の

確立なども念頭に入れ､組織 としての機能を強化 し､

次世代の核 となる人材養成を行っていく必要がある｡

現在､日本精神保健福祉士協会認定のスーパーバイザ

ーは､沖縄県内に西銘隆 (田崎病院)と名城健二 (沖

縄大学)の2人だけである｡ソーシャルワーカーにと

って､スーパービジョンの果たす役割を考えると､ス

ーパーバイザーをもっと増やしていく必要がある｡さ

らに､日本精神保健福祉士協会が主催する各研修にも

積極的に参加 し､pswとしての研鉾を積まなければな

らない｡そして､何よりも精神的な課題を抱える当事

者やその家族､社会に対 して協会として果たすべき役

割が何であるかを常に念頭に置き､追求していく必要

がある｡

まとめ

草創期 (1962年-1972年)のPSWの中には､他業務

との兼任という形で採用され組織内でのPSWの位置付

けや業務が唆味で､他スタッフから理解されないこと

があった｡1970年になると､月1回の ｢ケースワーカ

ー勉強会｣を開催するが､継続できなかった｡1983年

に組織化の機運が高まり ｢沖縄精神医療ケースワーカ

ーの会｣が発足 した｡会は､組織内で ｢PSWとは､

pswの業務とは｣とpswとしてのアイデンティティー

を求めていた会員の自己研鉾の場となり､会員相互の

交流を深め組織として結集していく場となる｡その後､

全国大会開催の打診を受け､一旦断るが緊急会議を開

き開催を引き受けることになる｡全国大会の開催は､

会員の自信につなが り､協会の組織を強化することに

つながる｡その勢いは､その後の ｢PSWの眼｣の発行､

セミナー開催につながってい く｡そして､全国大会､

セミナーの開催は､家族会や当事者の会の発足につな

がる｡

現在､pswに対する社会的なニーズは益々高まり､

今後の協会としての活動に更なる研鉾が必要となって

くる｡

これまでの活動を振 り返 り､協会発展のきっかけに

なった大きな要因に､1988年に開催 した全国大会開催

を挙げることができる｡大会開催､運営を通 して､そ

の後の協会が発展 してきたと言えるであろう｡大会開

催は､協会に大きなチャンスとその後の発展をもたら

した｡現在､再度沖縄において､全国大会開催が可能

か検討を始めている段階である｡全国大会を決起に発

展 してきた協会の歴史を踏まえ､再度全国大会開催を

通し､さらなる当協会の発展を強く期待 したい｡

さいごに

沖縄県の精神保健福祉の現状が今日まで発展 してき

たのは､当然のことであるが協会だけの働きではない｡

今回深 くふれなかったが､医師の島成朗 (故人､1968

年に厚生省派遣､第 1回沖縄医療援助で本土から来沖

し､その後沖縄に移 り住み､多くの実践 ･実績を展開

し､関係者に大きな影響を与えた)や地域の保健婦の

活躍､他に多 くの方たちの多大な働 きがあったからこ

そである｡そのことを､我々PSWは決して忘れてはい
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けない｡家族会､当事者の会､行政や関係 (医療)横

関の働きなどが重層的に影響 し合い､今日の沖縄県の

精神保健福祉の現状が築き上げられたことは間違いな

い.これからも協会の活動が､その一助となるように

会員一同研鎌していかなければならない｡

今回の研究では､十分に明らかにされなかった内容

がある｡そして､考察内容が不十分だというご指摘も

受けるかも知れない｡今後､それらの点を踏まえさら

に､インタビューを続け､この研究を継続 していきた

いと考えている｡今回は､本研究の第-稿としたい｡

また､他の多くの方にもこの研究に関心を持って頂き､

違う視点で研究に取り組んでもらえたらと考える｡

最後に､忙 しい中インタビューに快 く応 じて頂いた

方々に深く感謝申しあげたい｡詳細確認のために､イ

ンタビュー後に何度も電話をさせて頂いた｡特に松尾

美童子氏には､何度も時間を提供頂き､本研究を進め

るにあたっての具体的な示唆や暖かい応援の言葉も頂

いた｡本当に感謝である｡先輩方のインタビューを通

して､筆者自身が最も恩恵を受けたと思える｡数々の

苦労話や､いまだ活字に残せないような裏話 しも聞か

せてもらった｡先輩方の努力の結果､現在の協会があ

ることを深く心に刻み､後世にしっかり残していきたい｡
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資料-1 沖縄県PSW協会のあゆみ (本稿において登場する人物や内容を中心に) ※本土の情勢

西 暦 沖縄県PSW協会のあゆみ 本土および沖縄の精神保健福祉等の情勢

1945年 沖縄における精神医療の開始G-6-54病院(米軍)､越来村(現､沖縄市越来)

1946年 ヒルバ-トン整備計画により沖縄民政府立宜野座病院に20床の精神科設置

1949年 金武村に沖縄精神病院が開設

1950年 *精神衛生法成立

1951年 民間医療施設で初めての精神科病院島医院が豊見城村に開設

1953年 琉球政府社会局精神病者の一斉調査

1958年 琉球精神病者援護協会の設立

1960年 琉球精神衛生法の施行

1961年 山内春枝精和病院に看護婦として採用され､後にPSW業務を行う 沖縄精和病院を南風原村に開設

1962年 安里千代子精和病院にPSWとして採用

1964年 *ライシャワー駐日大使殺傷事件*精神衛生法の一部改正*日本PSW協会設立

1965年 *精神衛生法一部改正*全国精神障害者家族会連合会(全家連)結成日本精神科看讃協会沖縄県支部結成

1968年 安田照子田頭病院に事務職員として採用され､後にPSW業務も行う小禄裕一田崎病院に事務職員として採用され､後にPSW業務も行う仲本政幸琉球政府公衆衛生部に採用 *クラーク勧告｢日本における地域精神衛生｣

1969年 松尾美垂子田崎病院にPSWとして採用

1970年 ｢ケースワーカー勉強会｣が開始 *｢ルポ精神病棟｣朝日新聞社連載大浜信子天久台病院に事務職員として採用され､後に *共同住居｢やどかりの里｣埼玉県大宮市に発足

PSW業務を行う コザ暴動

1972年 玉木昭道玉木病院に採用され､事務長補佐､心理士､作業療法業務等を行い後にPSW業務を行う 沖縄日本復帰｢沖縄県の誕生｣

1973年 日本精神病院協会沖縄県支部結成

1974年 沖縄県精神衛生相談所､県移管県立精神衛生センターとして発足

1976年 精和病院通院者による火事がメディアで取り上げられる

1976年 仲村信子精和病院にPSWとして採用

1978年 山里八重子勝連病院に保清婦とし採用され､同年PSWとして配置換えされる洲鎌稔田崎病院にPSWとして採用

1979年 久米島精神障害者家族会(あけぼの会)が県内初の地域家族会として誕生

1981年 中下綾子天久台病院にPSWとして採用

1982年 莫栄平勉､名嘉弘幸田崎病院にPSWとして採用PSW協会組織化の機運が高まる精神衛生センターにて第1回ケースワーカーの会が開催 県の家族会結成されるが､会長の個人的な理由により1986年に解散

1984年 *宇都宮精神病院不詳事件が新聞報道される

1983年 那覇の料理屋(うりずん)にて新年会を兼ねて｢沖縄精神科医療ケースワーカーの会｣が設立

1985年 PSW全国大会の沖縄開催を打診され一旦断るが､再度検討し開催を引き受けることになる
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西 暦 沖縄県PSW協会のあゆみ 本土および沖縄の精神保健福祉等の情勢

1987年 ｢沖縄県内の精神科医療機関における精神医学ソーシャルワーカーの実態調査｣吉田美智子

1987年 ｢沖縄県内の精神科医療機関における精神医学ソーシャルワーカーの実態調査｣吉田美智子

1988年 第24回PSW全国大会沖縄大会開催 沖縄 で最初の *精神保健法施行pSW全国大会を機に､沖縄県の家族会結成について話精神障害者の作業所､｢アトリエ種子｣を宮城豊子が開 し合いが持たれ､沖縄県精神障害者家族連合会(沖家連)

設 西銘隆田崎病院 にPSWとして採用 が結成糸満晴明病院に県内初のアルコール専門病棟開設

1989年 機関誌｢PSWの眼｣創刊号発行第1回やどかりセミナー開催 (県総合精神保健センター)南風原町一地域 に根ざした社会復帰活動を目指して-

1990年 第2回やどかりセミナ-開催 (県総合精神保健センター)南風原町-社会復帰活動 の拡がりのために-

1991年 第3回やどかりセミナー開催 (厚生年金休暇 センター)佐敷町-社会復帰活動 の拡がりのために-

1992年 第4回やどかりセミナー開催 (読谷村総合福祉センター)読谷村 -社会復帰 への促進-

1993年 第5回やどかりセミナー開催 (浦添市社会福祉 センター) *障害者基本法成立
浦添市-仲間 づくりとその支えて- ピープル会(患者会)発足

1994年 第6回やどかりセミナー開催 (浦添市社会福祉 センター)浦添市-仲間づくりとその支えてパート2-｢PSWの眼｣2号発行 沖家連社団法人化され､沖縄精神障害者福祉連合会(沖福建)に名称変更 ｢芽ばえの会｣(患者会)発足

1995年 第7回やどかりセミナー開催 (石川市保健相談センター) *精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (精神保

石川市 -仲間 づくりとその支えてパート3- 健福祉法)施行メンバーズクラブ｢ふれあい｣開設､同時に｢つどい｣が始まる

1996年 第8回やどかりセミナー開催 (沖縄市市民会館)沖縄市-共 に暮らせる地域づくりを目指して-

1997年 第9回やどかりセミナー開催 (石川市市民会館)石川市-共 に暮らせる地域づくりを目指してパート2- *PSWの国家資格化(精神保健福祉士法)

1998年 第10回やどかりセミナー開催 (シュガーホール) 精神保健回復者の結成

佐敷町-再発見 ､語ろう私たちの生き方- 全国精神障害者沖縄県支部発足沖縄県精神障害者連合会(沖精連)発足

2000年 第1回精神保健福祉市民ボランティア講座(とまりん)那覇市 -身近な精神保健福祉を学ぶ-沖縄県ソーシャルワーカー協議会発足琉球新報 ｢福祉の窓｣スタート *介護保険法施行*成年後見人制度施行*児童虐待の防止等に関する法律公布

2002年 第2回精神保健福祉市民ボランティア講座 (糸満市農民研修センター)糸満市 -こころの健康のために-

2003年 第3回精神保健福祉市民ボランティア講座 (具志川市保健センター)具志川市-精神障害者の理解と支援のために- *支援費制度施行

2005年 第4回精神保健福祉市民ボランティア講座 (沖縄市農民研修センター)沖縄市 一安心 して暮らせる地域づくりを目指して-

2006年 第5回精神保健福祉市民ボランティア講座 (浦添市中央公民館)浦添市一安心 して暮らせる地域づくりを目指して-｢PSWの眼｣3号発行 *障害者自立支援法施行
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診療所利用患者-のソーシャルワーク介入システムの検討

- 地域における医療 ソーシャルワーカーの支援の必要性 -

富樫 八郎*･村田 真弓**

TheExaminationofSocialWorkhteⅣentionSystemsforClinicPatients:

TheNeedtoSupportHospltalSocialWorkersintheCommunity

HachiroTogashiandMayumiMurata

本研究の目的は､診療所利用患者-のソーシャルワーク介入が可能となる支援システムを考察することにある｡

疾病や障害をかかえた患者は､諸々の生活課題をかかえるが､疾病や障害に伴う苦痛や不快､不安などから生活課題

に対する対処能力は､一般的に低下する｡また療養生活に必要な医療や福祉のサービスなどの社会資源の活用にも困難

をきたす｡これらの患者に対して､病院における医療ソーシャルワーカー (以下､SWと略記)は､生活課題の明確化

と対処能力の向上､適切な社会資源の活用を支援している｡

しかし､多くの診療所にSWが不在のため､診療所利用患者の多くは､ソーシャルワーク介入の機会を得ない｡地域

で諸々の生活課題をかかえながらも半ば放置されている現実がある｡

本研究の対象となった沖縄県にある浦添市メディカル ･インフォメーションセンターには､2名のSWと1名の保健師

を配置し､診療所利用患者やその家族､一般市民に対しソーシャルワーク介入を行っている｡この浦添市メディカル ･

インフォメーションセンターの運営方法やソーシャルワーク介入の実績等を調査研究するなかで示唆されたことがある｡

それは､行政と地域医師会との協力 ･連携があれば､診療所利用患者へのソーシャルワーク介入が可能となるシステム

を構築できるということである｡

キーワード:診療所利用患者､生活課題､ソーシャルワーク介入

Thepurposeofthisstudyistoexamineasupportsystemthatenablessocialworkinterventionsforclinicpatients.

Patientswithillnessordisability,whilefacingvariouslifetasksingeneral,experiencedeteriorationofthe

capacJtytOCOPewithpain,discomfort,orwiththeanxietyassociatedwithilhessordisabilities.Theyalsoface

difrlCultyLnuLihzlngSOCialresourcessuchasmedicalandwelfareservices,whichareneededforrecuperation.For

thesepatients,hospitalsocialworkersprovideasupportsystemformakinglifetaskseasier,toaidincoplng,andto

helputilizetheapproprlateSOCialresources･

Howeyer,becausesocialworkersareabsentinmanyclinics,mostoftheclinicpatientscannotmeetthe

opportunltyOfsocialworkintervention.Inreality,theyareneglectedinthecommunityWhilefacingvariouslifetasks.

UrasoeCityMedicalInformationCenLerinOkinawaprefecture,theplacewherethis sttldywasconducted,

hasastaffoftwosocialworkersandonehealthnurseforconductJLlgS∝ialworkinterventionsforclinicpatients,their

families,andthegeneralpublicIInthecourseofstudyingmanagementandimplementationofsocialwork

interventionsatthlSUrasoeCityMedicalhformationCenter,an implicationwasobserved.Inotherwords,with

cooperationand/orpartnershipwlthpublicadministrationandlocalmedicalass∝iations,ilispossibletoestablisha

system山atenabless∝ialworkinteⅣentionsfb∫cl血icpatients･

Keywords:clinicpatients,lifetasks,socialworkinteⅣention

*沖縄大学人文学部,902-8521那覇市国場555,htogashl@okinawa-u.ac_jp

*叫 縄大学人文学部･murata@oklnaWa-u.aC.jp 25
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Ⅰ 問題の所在

1.患者の生活課題と対処能力

私たちの日常の生活は､生活課題 (問題)に対する対

処能力(1'の発揮と､公私の社会資源の活用の連続から

なる｡ここでいう｢生活課題｣とは､個人と環境 (衣

族 ･知人 ･制度 ･施設 ･住宅等)との間に生 じる生活

上の遂行課題を意味する｡また｢対処能力｣の構成要素

は､現実認識能力や対人関係能力､自尊感情の保持か

らなる｡そして ｢社会資源｣は､ピンカスとミナハン

(pincus&Minahan,1973)̀2'の区分､すなわちインフォー

マルな資源 (家族 ･知人等)やフォーマルな資源 (自

助団体等)､社会的な資源 (保健 ･医療 ･福祉の機関､

施設､制度等)をいう｡

ところで私たちが､突然､疾病や障害をかかえた場合､

個人差はあるものの生活課題 (疾病 ･障害の受容､医療

費･生活費の確保､就労 ･就学､家族役割の変化､家屋

の転変等)に対する対処能力は､一般的に低減する｡

疾病や障害には苦痛や不快感､不安感などが伴うため､

ラザルスやホオルクマン(LazaruS&Folkman,1984)(3'が

指摘するように問題中心の対処より情動中心の対処が

優位となるからであるoまたキヤツセル (Cassel,1976)州

は､合理的思考より感情的思考が優位になるからだと

指摘している｡

2.ソーシャルワーク介入の欠落と諸問題の発生

疾病や障害の発生は､同時に経済的､心理 ･社会的

問題､すなわち新たな生活課題を引き起こす｡しかし､

患者 ･家族は､対処能力の低減により問題解決が困難

になるため､しばしば危機的状況に陥る｡この危機的

状況への適切なソーシャルワーク介入がなかった場合､

患者 ･家族は､負の学習を重ね､病院-の不信や他者

不信､自己概念の障害､生活苦､家族間題等を引き起

こすことになる｡なお､ここでの ｢ソーシャルワーク

介入｣は､臨床的機能の発揮 (認知 ･感情 ･行動の変

容)､教育的機能の発揮 (保健 ･医療 ･福祉制度､機関､

施設等の情報提供や助言)､調整的機能の発揮 (媒介 ･

代弁 ･調停)､代行的機能の発揮 (代筆 ･同行等)から

構成される｡

3.患者に対するソーシャルワーク介入の実態

(1)病院へのSWの配置状況

厚生労働省の ｢2005(平成17)年医療施設 (静態 ･

動態)調査 ･病院報告の概要｣(5'によれば､一般病

院 ･7952箇所に対 しSWの数は7842人､精神科病院 ･

1073箇所に対 しSWの数は967人である｡要するに一般

病院および精神科病院へのSWの配置は､約 1名にし

かすぎない｡当然のことながらSWの配置されていな

い病院もまだまだ存在する｡従って患者 ･家族は､病

院に通院や入院をしていても､SWによるソーシャル

ワーク介入の機会を得ないこともでてくるわけである｡

(2)急性期型病院でのソーシャルワーク介入の実態

急性期型病院における患者 ･家族に対するソーシャ

ルワーク介入は､昨今の平均在院日数の短縮化とあい

まって､その介入頻度は少なくなってきている｡富樫

(2004)の ｢急性期型病院におけるソーシャルワーク介

入に関する研究｣ (6)によれば､面接や電話による1回の

みのソーシャルワーク介入で終結するケースは､仝ケ

ースの34%にもなる｡平均すると1ケースに対するソ

ーシャルワーク介入は､約3回でしかない｡そのため､

ソーシャルワーク介入の内容は､教育的機能の発揮

(医療 ･福祉制度､医療 ･福祉制度等の情幸即勺提供や助

言)や調整的機能の発揮 (媒介 ･調停 ･代弁)が中心

となり､充分な臨床的機能の発揮 (認知 ･感情 ･行動

変容)はみられていない｡このことから急性期型病院

を利用する患者 ･家族は､充分なソーシャルワーク介

入の機会を得る状況にはなっていない｡

(3)診療所利用患者へのソーシャルワーク介入

大多数の診療所には､SWは配置されていない｡従

って診療所利用患者､その家族の多くは､医師や看護

師等による助言などを受けることがあっても､SWに

よるソーシャルワーク介入を受けることはない｡患
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者 ･家族は､多様な生活課題をかかえながら療養生活

を送っているのが実情である｡

(4)診療所利用患者へのソーシャルワーク介入システ

ムの必要

このようなことから､地域に点在する診療所利用患

者や一般病院や精神科病院を利用 しながらもソーシャ

ルワーク介入の機会を得ない患者 (以下､診療所利用

患者等と表現)へのソーシャルワーク介入が可能にな

るようなシステムが必要である｡医療現場の現任SW

によるソーシャルワーク介入がなぜ必要なのか｡それ

は､医療現場のSWは､患者 ･家族のかかえる生活課

題とそれへの対処能力の特徴および適切な社会資源を

知り得ているからである｡疾病や障害の程度やその進

行は､生活課題やそれへの対処能力､社会資源の活用

までをも変化させる｡そのため､SWは､医師をはじ

めとする医療スタッフとの連携の中でソーシャルワー

ク介入を展開している｡

Ⅰ 研究目的と意義

ところで､地域における高齢者の生活を総合的に支

援するシステムは､2005年の改正介護保険法により地

域包括支援センターが各市町村に設置された｡このセ

ンターは､高齢者の保健 ･福祉 ･医療の向上､虐待予

防､介護予防マネジメントなどの役割をもつ総合的な

支援機関である｡

しかし､深刻な生活課題をかかえながらも対処能力

が低減している診療所利用患者等に対 しソーシャルワ

ーク介入が可能になるようなシステムは､地域に存在

しない｡

また地域生活支援システムに関する先行研究を概観

すると､小林 (2007)(7)や山本 (2007)̀8)らの研究にみら

れる｡しかし､診療所利用患者等へのソーシャルワー

ク介入を可能にする支援システムに関する研究はみら

れない｡

これらのことから､本研究の目的は､診療所利用患

者等に対 し医療現場の現任のSWによるソーシャルワ

ーク介入が可能になるようなシステムを考察すること

にある｡そしてそれは､いかなる条件のもとで､シス

テムが成立するかを検討することでもある｡ここで､

医療現場の現任のSWと限定 している理由は､このS

Wであれば医療現場の実情を理解 した上でソーシャル

ワーク介入が可能となるからである｡

診療所利用患者等を対象とするソーシャルワーク介

入システムが各自治体に設置され､SWによるソーシ

ャルワーク介入が可能となれば､患者の療養生活での

自立 ･自律や生活の質の向上がすすむことになる｡

Ⅱ 研究方法

1.調査対象

(I)調査対象 1

①浦添市の診療所

(2)調査対象2

①対象機関 :浦添市メディカル ･インフォメーショ

ンセンター (以下､MIセンターと略記)

②特定理由 :行政にMIセンターを設置 し､SWを

配置し､診療所利用患者および一般市民を対象に､

相談支援ならびに地域ネットワークをすすめてい

る先進事例であることから調査 ･研究対象とした｡

2.調査内容

(1)浦添市内の診療所のSW配置

(2)MIセンターの起源 ･概要 ･業務実績等

(∋MIセンターの沿革

(参MIセンターの概要

･MIセンターの事業目的

･MIセンターの実施主体および連携 ･協力機関

･MIセンターの運営体制

･MIセンターの職員構成

･MIセンターの業務内容
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(参M Iセンターの利用方法

IM Iセンターの設置場所 ･環境

･M Iセンターの利用日時

･M Iセンターの利用方法

･MIセンターの周知方法

④M Iセンターの業務実績

･相談支援延べ件数

･利用者の年齢 ･性別

･相談支援内容の割合

･支援区分

(9市民のM Iセンター評価

･市民のMIセンターへの役割期待

･行政での医療相談の必要性

3.調査期間

(1)調査期間

(9期間 :2007年12月

4.調査方法

(1)調査方法 1

(9資料調査

･ ｢浦添市医師会会員名簿｣ 9̀)から診療所数等を調査

する｡

･｢沖縄県医療ソーシャルワーカー協会会員名簿｣(10'

および ｢沖縄県精神保健福祉士協会会員名簿｣ ‖1)

から浦添市における診療所のSW配置を調査する｡

(2)調査方法2

①訪問調査 :M IセンターのHSWおよび保健師よ

り聞き取 り調査

(∋資料調査 :MIセンターの事業報告等の調査

③分析方法

･政策的側面からの分析手法をとる｡

･実践的側面からの分析手法をとる｡

Ⅳ 結 果

1.浦添市における診療所のSW配置

(1)浦添市における診療所

2007年12月現在の浦添市における診療所の数は､

65施設である｡

(2)浦添市 ･診療所におけるSWの配置状況

浦添市内 ･65の診療所におけるSWの配置は､0

施設である｡

2.浦漆市M lセンターの沿革

2001(平成13)年 3月 1日､市長の施政方針の中に掲

げた｢浦添市メディカル ･インフォメーションセンター｣

の実現が発表される｡同年 7月2日から福祉保健部 ･

福祉課をはじめとする関係部署および浦添市医師会か

ら ｢メディカル ･インフォメーション運営事業 (専門)

委員｣を選出し､検討委員会を数回にわたり開催 して

いる｡そして､同年11月26日 ｢メディカル ･インフォメ

ーション運営事業検討委員会の最終報告 (MI事業創

設の意義と役割､MI事業の望ましい運営体制､MI

事業に関わる相談支援､情報提供のあり方､行政と医

師会の協力 ･連携体制等)｣̀L2'が市長に提出される｡

2002年 (平成14)年4月 1日､｢平成14年度浦添市メ

ディカル ･インフォメーション運営事業 (相談支援)

に係わる面接相談員 (医療現場の現任SW2名)の派

遣契約｣を浦添市と浦添市医師会との間で締結される｡

この締結 をみた4月 1日､来所相談および電話相談

(フリーダイヤル)が可能な浦添市メディカル ･インフ

ォメーションセンターが開所される｡(]3'

3.M lセンターの概要革

(1)MIセンターの事業目的

｢浦添市メディカル ･インフォメーション運営事業

実施要綱｣で､M Iセンターの目的を ｢保健 ･福祉 ･

医療の連携による包括的な地域ケア体制の構築を図る

とともに､市民の医療に関する各種の相談に応 じ､疾

病の予防をはじめ､個人が良質の医療を自己選択でき

るよう､その医療ニーズに対応 した必要な情報提供､

相談助言､関係機関との連絡調整等の便宜を供与する
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ことにより､地域医療の発展に資することおよび市民

福祉の向上を図る｣(r4'としている｡

(2)MIセンターの実施主体と相談支援業務の医師会

委託

MIセンターの実施主体は､浦添市となっている｡

しかし､相談支援業務については､浦添市医師会に委

託し､医師会がMIセンターに2名のSWを派遣 して

いる｡2名のSWは､市内の4病院のなかからローテー

ションで6ケ月から1年間､MIセンターに派遣され

ている｡この2名のSWの人件費は､浦添市福祉保健

部の予算に計上されている｡

(3)浦添市と医師会との協働でのMIセンター運営

MIセンターの運営および事業に関する重要事項を

調査･審議することを目的に｢浦添市メディカル･イン

フォメーションセンター運営協議会｣が開催されている｡

委員は､学識経験者 ･医師会長 ･副医師会長 ･歯科医

師会 .市の関係部署の管理職から構成されている｡t.5'

(4)MIセンターの職員

MIセンターは､所長 (保健師)および医師会から

派遣された2名のSW (社会福祉士および精神保健福

祉士等)で構成されている｡

(5)MIセンターの業務内容

①相談支援業務

･健康や医療に関する相談支援

･医療および医療機関等の情報提供

②地域ケアネットワーク

･健康増進 ･疾病予防の啓発等に関する支援

･保健･福祉･医療連携に伴うIT事業の整備推進

･保健･福祉･医療のネットワークによる包括的な地

域ケア体制の構築

4.利用者本位のM lセンター

(I)MIセンターの設置場所 ･環境

①設置場所

MIセンターは､利用者が身近に来所できる身近

性､正面玄関や地下駐車場から容易に来所できると

いう利便性､わかりやすいという周知性､相談窓口

の総合的な機能が発揮できる総合性を確保するため

｢本庁 1階ロビー｣に設置されている｡

(aMIセンターの環境

･約33m2(事務室 ･会議室 ･面接室2重)

･電話 (フリーダイヤル)

(2)MIセンターの利用日時

(∋利用日:月曜日-金曜日

②利用時間 :午前8時30分-午後6時

(3)M Iセンターの利用方法

①来所相談

②電話相談

③上記(互X参の匿名性の保証

(4)MIセンターの広報 ･その他の活動

①広報紙の発行

･年6回の ｢メディカル ･ナビ (医療機関情報等)｣

の発行

②MIセンターホームページ

･各種の医療関係の情報提供

③医療に関する講演会等の開催

5.M lセンターの業務実績

本稿で活用するデータは､MIセンターの2006(平成

18)年度 ｢相談支援業務実績｣ 1̀6'から引用したものであ

る｡なお､データの解釈は､筆者が記したものである｡

(1)相談支援延べ件数

(9年間の総相談支援延べ件数は､841件であり､月平

均にすると約70件である｡

②電話相談 (521件)と来所相談 (320件)の割合は､

6対4と電話相談が多い｡
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電話 来所 計

06年4月 36 18 54

5月 46 34 80

6月 44 32 76

7月 54 23 77

8月 59 28 87

9月 37 14 51

10月 34 35 69

11月 36 29 65

12月 37 26 63

07年 1月 40 20 60

2月 46 35 81

3月 52 26 78

出典 :平成18年度M Iセンター相談支援実績 (浦添市)

表1-2:2006年度相談支援延べ件数

1009080706050403020100 圧雪
`

■ 一 3月

出典 :平成18年度M Iセンター相談支援実績 (浦添市)

(2)MIセンター利用者の年齢 ･性別

①不明を除 く男女比では､男性 (37%)に比べ女性

(63%)からの相談が多い｡

(参全体841件を年齢でみると30-34歳 (99件)と最多

であり､50-54歳 (98件)､60-64歳 (68件)の順

となっている｡

男性 女惟 不明 計

0-4 12 7 22 41

5-9 8 9 10 27

10′- 1 5 4 10

15- 6 7 0 13

20′- 9 15 1 25

25- 5 27 0 32

30- 36 62 0 98

35- 21 23 1 45

40- 10 31 0 41

45～ 8 8 0 16

50′- 37 54 0 91

55- 8 16 1 25

60- 26 42 0 68

65- 27 27 3 57

70/- 21 21 0 42

75/- 1 10 1 12

80- 4 ll 2 17

85～ 0 2 0 2

90- 2 6 0 8

不明 26 69 76 171

出典 :平成18年度M Iセンター相談支援実績 (浦添市)

表2-2:2006年度利用者の年齢.性別

180

160140120100806040200ゝ♂ ∫

∫∫

′一一不明h F,t' -一･.･.女
/＼ ハ rL l◆一男

m･ 謀 鮎

出典 :平成18年度M Iセンター相談支援実績 (浦添市)
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(3)相談支援内容

①医療関連 (74%)が突出して最多である｡次に保

健関連 (14%)､福祉関連 (5%)となっている｡

表3-1

区分 割合

医療関連 74%

保健関連 14%

福祉関連 5%

介護支援 1%

その他 6%

計 100%

出典 :平成18年度MIセンター相談支援実績 (浦添市)

出典 :平成18年度MIセンター相談支援実績 (浦添市)

(4)支援区分

①情報提供 (60%)が最多で､次に助言 (25%)の順

である｡

表4-1

区分 割合

助言 25%

情報提供 60%

傾略 .受容 6%

連絡調整 5%

その他 4%

計 100%

出典 :平成18年度MIセンター相談支援実績 (浦添市)

出典 :平成18年度MIセンター相談支援実績 (浦添市)

6.市民のM lセンター評価

本稿で活用するデータは､M Iセンターが2006(辛

成18)年 8月-9月にかけて実施 した ｢浦添市メディ

カル ･インフォメーションセンター運営事業に関する

意識調査結果｣り7)によるものである｡この調査は､20

歳以上の市民 を対象 とし､配布900件､回収数439件

(回収率48.8%)から得たデータである｡

(1)市民のM Iセンターへの役割期待

①保健 ･福祉 ･医療制度や施設に関する相談(33%)､

次に医療情報提供 (27%)､医療に関する苦情等

(9%)の順になっている｡

表5-1

医療情報 医療に関する苦情等 保健 .宿祉.医療制度や施設に関する相談 計

20代 15 5 19 39

30代 78 22 39 139

40代 28 7 13 48

50代 16 6 10 32

60代 27 9 12 48

70代 9 0 4 13

出典 :平成18年 ｢浦添市メディカル ･インフォメーションセンタ

ー運営事業に関する意識調査結果｣
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出典 :平成18年 ｢浦添市メディカル･インフォメーションセンタ

ー運営事業に関する意識調査結果｣

(2)行政での医療相談の必要性

①医療に関する相談支援の必要性 (77%)が明らか

になっている｡

表6-1

必要 不必要 無回答 計

20代 60 1 2 63

30代 127 24 5 156

40代 45 8 9 62

50代 32 8 1 41

60代 56 16 7 79

70代 18 7 13 38

出典 :平成18年 ｢浦添市メディカル･インフォメーションセンタ

ー運営事業に関する意識調査結果｣

表6-2行政での医dE相政の必要性

*回必事なめ

./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ JK)ヽ

出典 :平成18年 ｢浦添市メディカル.インフォメーションセンタ

ー運営事業に関する意識調査結果｣

Ⅴ 考 察

1.患者 ･市民の医療情報等ニーズへの行政の対応

社会福祉の発展の条件は､政策主体 (行政) ･利用

主体 (患者 ･市民) ･実践主体 (保健 ･福祉職等)の

各主体および相互の統合的発展にある｡この視座でM

Iセンターの創設をみた場合､そこには､患者 ･市民

の医療情報等のニーズおよび関連ニーズを行政が把握

し､医師会の協力を得て､ニーズの実現を図っている｡

明確な政策主体 (行政)の意思のなかにMIセンター

の誕生はある｡

2.M lセンターと相互互恵

MIセンターのSWや保健師による ｢相談支援 (健

康や医療に関する相談､医療および医療機関等に関す

る情報提供)｣は､診療所利用患者や市民の不用な不安

や不用な病院ショッピングを取 り除くことができる｡

行政の側で捉えてみると､MIセンターのソーシャ

ルワーク介入は､診療所利用患者や市民の行政への信

頼 という波及効果 とともに､医療費の節減といった実

質的な効果をももたらす｡

病院や診療所にとっては､MIセンターで行われる

ソーシャルワーク介入で､経済的､心理 ･社会的問題

の解決により､治療効果を高めることができるように

なる｡また､苦情解決等で円滑な病院 ･診療所運営が

図られたりもする｡

そしてまた､MIセンターで実施される ｢地域ケア

ネットワーク (健康の増進､疾病の予防啓発､保健 ･

福祉 ･医療のネットワークの推進等)｣は､診療所利用

患者 ･市民-の トータルなサービス提供を可能にする｡

3.行政の場に医療ソーシャルワーカーの配置

医療 ･高齢 リ巳童 ･障害福祉などの領域に働 くソー

シャルワーカーの共通目標は､いわゆる医療 ･保健 ･

福祉サービスの利用者の生活課題への対処能力の向上

と適切な社会資源の活用支援にある｡

特に医療現場のSWによる患者 ･家族に対するソー

シャルワーク介入には､充分な配慮が必要となる｡そ

れは､患者の疾病や障害の程度､病状の変化などによ

って､そのつど生活課題やそれへの対処能力が変動す
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るからである｡M Iセンターのソーシャルワーク介入

には､患者 ･家族の生活課題と対処能力の特徴､幅広

い社会資源､医療情勢等を熟知 している医療現場の現

任のSWの配置が求められる｡

4.マンパワーの効果的活用

近年の行政は､地方財政の節減傾向の中で､行政は

少ない財政投資で､高い市民サービスの提供が課され

ている｡

浦添市は､浦添市医師会との委託契約を通 し､2名

のSWを派遣してもらいM Iセンターに配置している｡

M Iセンターの相談支援には､医療現場の現任のSW

の力が必要であり､その点上手なマンパワーの確保の

手法をとっている｡浦添市は､人件費を予算化 し､医師

会に支弁している｡そして､医師会からSWを派遣 して

いる病院に人件費が支弁されるシステムとなっている｡

5.M lセンターの実績と市民評価

MIセンターの実績をみると､年間841人に対 し電話

や面接を通 してソーシャルワーク介入が行われている

(表1-1､表1-2)｡この841人の年齢層は､幅広 く､い

わゆる ｢子ども相談｣とか ｢高齢者相談｣といった年

齢層の偏 りはみられない (表2-1､表2-2)｡その相談

内容は､医療関連がもっとも多い (表3-1､表3-2)0

M Iセンターに対する市民評価をみると､市民が､行

政における医療相談の必要性を強 く望んでいることが

明らかである (表6-1､表6-2)｡そして市民は､M I

センターに対 し､医療情報の提供や保健 ･福祉 ･医療

制度や施設に関する相談ができることを期待 している

(表5-1､表5-2)0

6.医療制度改革 ｢地域ケア整備構想｣への対応とし

てのM lセンター

1997年の健康保険法改正 (健保本人の一部負担 1-

2割に引き上げ)にはじまった医療制度改革は､2008

年から各都道府県で具体化されることになる｡この医

療制度改革では､2012年をその第一期計画の目標年と

して ｢医療費適正化計画 (生活習慣病の予防､平均在

院日数の短縮)｣,｢地域医療計画 (医療連携ネットワー

クの構築等)｣､｢地域ケア整備構想｣､｢医師確保対策｣､

｢後期高齢者医療制度｣などがすすめられることになる｡

ここで注視 したい医療制度改革は､特に ｢地域ケア

整備構想｣である｡この中では､現在ある療養病床35

万 (医療療養23万床+介護療養12万床)を2008年4月

から2011年末までに20万床を削減 し､医療療養病床

(15万床)のみにする計画である｡削減された20万床は､

老人保健施設やケアハウス､在宅療養支援診療所に転

換されることになる｡

前記の ｢医療費適正化計画｣のもとでの平均在院日

数の短編 と療養病床の大幅削減は､地域に多数の医療

ニーズや相談支援ニーズの高い診療所利用患者等を生

みだすことになる｡

これらの診療所利用患者等には､M Iセンターにみ

られるようなSWのソーシャルワーク介入が必然的に

必要となる｡この点からもM Iセンターは､医療制度

改革の ｢医療費適正化計画｣や ｢地域ケア整備構想｣

への確かな対応システムともいえる｡

Ⅵ 結 論

このたび､沖縄県 ･浦添市メディカル ･インフォメ

ーションセンターの運営方法やSWによるソーシャル

ワーク介入の実績､市民のセンターへの期待の多さ等

を調査研究する中で示唆されたことがある｡その第 1

は､診療所利用患者-の医療現場の現任SWによるソ

ーシャルワーク介入システムの構築は可能であること｡

第2に､その具体化のためには､行政が医師会と協力 ･

連携すれば､医療現場の現任のSWの確保が可能とな

ること｡

医療制度改革の進行する時代を迎え､各自治体には､

浦添市メディカル ･インフォメーションセンターのよ

うな医療現場の現任のSWによるソーシャルワーク介

入が可能となるようなシステムの構築が課されるもの

と考えるO
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また､自治体での医療現場のSWの確保が困難な場

合､各都道府県 と都道府県医師会との協力 ･連携で浦

添市メディカル ･インフォメーションセンターのよう

なソーシャルワーク介入システムを構築することも考

えられる｡
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沖縄島西方諸島の留鳥種数と留鳥相

中村 和雄*･高原 建二**

NumberofSpeciesandFaunaofResidentBirdsinIslandsofftheWestem CoastofOkinawaIsland

KazuoNakamuraandKenjiTakehara

沖縄島西海岸の沖に位置する慶良問諸島,久米島,東国島,伊是名島,伊平屋島における留鳥の鳥類相の特徴を知る

ため,これらの島の面積と種数との関係を求めた｡得られた回帰直線に基づく種数の期待値と観測値とを比べたところ,

渡寅敷島と久米島での種数は期待値よりも小さかった｡渡嘉敷島での観測値が少ない理由は,観察が十分なされていな

いことによるほか,森林の樹種の単純さなどによるためと考えられる｡逆に,伊是名島と粟国島では.種数の実測値は

期待値よりも多かった｡これらの鳥には,他の島には生息 していない種が 1-3種見られたが,それらの中でコウライキ

ジphasL'anuscoIchL'CuskarpowL'(伊是名島)やシロガシラFycnoEWEussL'neL7SJ'S(莱国鳥)など導入.侵入種の存在が大きな役

割を果たしていた｡

慶良問諸島とそれ以外の島との留鳥相を比較したところ,慶良問諸島ではバンGallJ'nuJachJoropusLndjcaなどの沼沢地を

生息場所とする種が欠けていたOこれは,慶良問諸島では島の大部分が森林で穫われていて川や池がほとんどないため

である｡このことは,環境の多様性が鳥類相の豊富さをもたらしていることを示している｡

キーワード:留鳥相,面積一種数関係.慶良問諸島,久米島,粟国島,伊是名島,伊平屋島

lnordertoknowthecharacteristicsorresidentbirdfaunainfiveislandsfromKeramaIslandsandinfわurof

Kume,Aguni,IzenaandlheyaIslandsoffthewestemcoastofOkinawaIsland,Wecouldobtainalinearrelationship

betweenthenumberofbirdspeciesintheislandsandtheareaoftheseislands.Comparisonoftheactualnumberof

specieswiththeexpectednumberbasedonthespecies-arearelationshipshowedthatthenumbersofspeciesin

TokashikiIs･,KeramaIslandsandKumeJlmals,weresmallerthanth eexpectedone.SmallernumberinTokashikils.

wasthoughttobeduetothescarcesurveyfrequenciesandtoasimplefloraofforestsatthisisland･Onthecontrary,

thenumbersofspecleSinIzenals･andAgunils.Werelargerthantheexpected.Intheseislandstheintroducedor

invadedspecies,suchas(hepheasant.PhasLranuscolchL'cuskaIPOW1-(inlzenaIs.)orthelight-ventedbulbul,

PycnonoEuSSinensI'S(inAguniIs･),increasedtheactualnumberofspecies.

ComparisonofbirdfaunabetweentheislandsinKeramaIslandsandtheotherislandsshowedthatbirdspecleS

inhabitingnvers,pondsandswampswerefewinthefomer.ThisisbecausetheislandsinKeramahavea)argearea

oftheforestbutfewofriversandswamps,Showlngthatdiversifiedtopographyandlanduseresultinthediversified

birdfauna.

Keywords:Residembirdfauna,thespecies-arearelationship,Keram aIslands,KumeIsland,AguniIsland,Izena

IslaT)d,meyaIs一and

1.はじめに

琉球列島は,大小さまざまな多くの島からなる｡こ

れらの島の標高はそれほど高くはないが,大部分が山

地からなる島と広い低地とからなる島とがある｡この

地形の違いは,それぞれの島の植生や土地利用の差を

もたらしている｡この環境の違いは,当然のことなが

らそこに生息する動物相に影響を与え,種数を規制す

ると予想される｡

沖縄島西方の東シナ海には,大小いくつかの島が浮

かぶ｡これらの島は,比較的狭い範囲に位置するから,

*沖縄大学法経学部,nakm@ma6.seikyou.ne.jp
**沖縄県立美咲養護学校 35



｢地域研究｣4号 2008年3月 し壁上 )

気候にはそれほど変化がないと考えられる｡そこで,

これらの島々における鳥類相を比較 し,それぞれの島

における鳥類相に関与 している地形や植生の影響を知

ろうとした｡ただしここでは,鳥類のうち留鳥のみを

対象にした｡これは,島の鳥類相を考える場合,冬鳥

や夏鳥のように特定の季節だけ島を訪れるものよりは,

一年を通 してそれぞれの生息地 (ニッチ)を占める留鳥

の方が,その島に特有な生息地を反映 しているであろ

うから,島の特徴を表 しやすいと考えたからである｡

ここでは,各島における留鳥の種数の比較を行った

が,鳥類群集の構造を考えるためには,種数とともに

各種の個体数 も重要なパラメータとなる｡個体数も含

めた鳥類相の比較は,別途取 りまとめる予定である｡

この研究は,平成15-17年度科学研究費補助金 ｢過

疎化･超高齢化に直面する沖縄 F近海離島』における持

続的発展モデルの構築｣中の環境保全班で行ったもの

の一部である｡

2.方法

ここで比較分析の対象とした畠は,沖縄島の西方に

位置する島のうち,沖縄島から20km以上隔離されてい

て,鳥類相が調べ られているものとした｡すなわち,

慶良問諸島に属する渡嘉敷島,座間味島,阿嘉島,慶

留間島,屋嘉比島の5島と久米島,粟国畠,伊是名島,

伊平屋島を加えた計 9島である (図 1)｡これらの畠は,

北緯25010′(慶留間島)-27031′(伊平屋島),東経

126043′(久米島)-128003′(伊平屋島)の狭い範囲に

位置 している｡各島の面積 と沖縄島からの最短距離は

表 1の通 りで,面積は1.15(慶留間島)-59.11km2 (久

米島)の範囲に,沖縄島からの最短距離は22.1(伊是名

良)-82.1km (久米島)の範囲にある｡これらの島間の

距離は,慶良問諸島に属する5島では3.2km以内,伊是

名島-伊平屋島間が4.5kmであるが,粟国島一久米島間

は最短距離の島まで20km以上離れている｡

ここで用いた各島における鳥類種数は,嵩原らによ

ってまとめられている生息種のリス トを基にしたが,

一部は筆者らが行った調査によって修正 したものであ

る｡すなわち,慶良問諸島 (渡嘉敷島,座間味島,阿

嘉島,慶留間島,屋嘉比島)は嵩原ら (1995)によっ

て記録された生息種に筆者らが2003-05年に行った調

査結果に基づいて修正を加えもの,久米島は嵩原 ら

(2001)によるもの,粟国島は筆者らが2005年に行った

もの (嵩原ら,未発表),伊平屋島と伊是名島は嵩原ら

(2004)によるものである｡

節 平屋島

0 伊是名島

Q 久米＼ 4
慶良問諸島

図 1 鳥類相の解析を行った慶良問諸島 (5島)と久米島,粟国島,伊是名島,伊平屋島
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ここでは,これらのリス トで ｢留鳥｣ とされている

ものを対象としたが,観察が年間を通 してなされてい

なくても,繁殖確認がなされているもの,他の島や沖

縄島での生息状況から留鳥と判断されるものを含めた｡

嵩原ら (1995)による慶良問諸島の鳥類相のリス トで

は,アカヒゲEn'Lhacuskomadon'namjyeJ'が阿嘉島と慶留

間島に生息するとされているが,筆者らの調査やその

他の知見から,現在は慶良問諸島での生息が確認され

なかったため,この種は除いた｡(ここでは,種の学名

は亜種名まで表示するが,和名は種名で表す｡)

メインランドからの距離が等 しい場合,島の面積が

大きくなると,そこに生息する生物の種数も増加する

表1 対象とした島の沖縄島からの最短距離と面積

島 名 距離(km) 面積(km2)

慶良問諸島渡嘉敷島 25.7 15.29

座間味島 31.1 6.66

阿嘉島島 34.7 3.82

慶留間島 34.7 1.15

屋嘉比島 38.3 1.26

粟国島 49.5 7.63

久米島 82.8 59.ll

伊是名島 22.1 14.14

伊平屋島 32.0 20.59

ことが一般に認められているから (Darlington,1957;

Williamson,1981),島ごとの種数を比較する際,島の面

積の違いを考慮する必要がある｡ここでの目的が,各

島の留鳥相に関与 している地形や植生の影響を知るこ

とであるため,メインランドである沖縄島からの距離

(9島の範囲は26-82km ;表 1)は無視 して,島の面

積の違い (9島の範囲は約1-60km2;表 1)だけを考

慮することにした｡また,アカヒゲのようにかつては

生息 していたが,現在は絶滅 している種は除き,逆に

侵入･導入種を加えた｡そこで,それぞれの島の面積

(対数値)を独立変数とし,種数(対数値)を従属変数と

して回帰分析を行い,島面積一種数関係を求めた｡

次に,各島の鳥類相の特徴を見るため,回帰直線に

よって期待されるその島の種数 (期待値)と実際の種

敬(観測値)との差を基にして,各島の鳥類相を比較 し

た｡このため,面積の大きさを基準化 して求めた期待

値 と観測値 との差 (標準化誤差)が大きかった島につ

いて,その差を生 じさせていると考えられる鳥種を求

め,その種が生息する,あるいは生息 しない原因を生

息地の環境に求めた｡期待値 と観測値との差を生 じさ

せている鳥種は,それぞれの種がここで対象にした9

島のうち何箇所の島に生息するか (ここではそれを生

息島数と呼ぶ)を指標として求めた｡

各島における土地利用の状況は,沖縄県企画部

表 2 生息島数が9および8島の留鳥

種 生息域**

9 クロサギEgrettasacmsacra

キジバトstreptopelL-aon'entall'sstI'mpsonJ'

リュウキュウツバメ mnLndotahJ'tL'canamL'yeL'

ヒヨドリHypsL'petesamaurotfspL･yen'

イソヒヨドリMontL'colasolJ'tan'usphL'1LIppensL'S

セッカ CLSlJ'CoIaJUnCL'dL'sbTunt7)'ceps

メジロ ZosleTOPSjaPOnLIcusIoochooensJ'S

ハシブ トガラス CotvusmacTOL:hyTZChosconnectens

本州南部一琉球列島

琉球列島

琉球列島･大東諸島

沖縄 ･宮古諸島

本州一琉球列島･大東諸島

本州中南部一琉球列島

琉球列島

奄美 ･沖縄諸島

8 ウグイス CettJ'adJ'phonen-ukl'uensL'S (粟国島)* 琉球列島

スズメ PasseTmOntanuSSatUraEus(屋嘉比島) 北海道一琉球列島･大東諸島

*生息島数が8の ( )内は,生息していない島名｡

**生息域はその亜種の日本における生息域｡
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(2005)により,また,耕地の区分状況は,沖縄県農林

水産部 (2004)によった｡鳥の種の生息地は,『日本鳥

類目録』(日本鳥学会,2000)を基にした｡

3.結果と考察

ここで対象にした9島で生息が確認 された留鳥は,

10(慶留間島)から23種(伊是名島)まで変動 した(付表)｡

9島の全部に生息する留鳥は8種,8島に生息する留

鳥は2種であった (表 2)｡これらの種は,琉球列島で

はどこにでも見られる最 も一般的な種 と言うことがで

きる｡

しか し,これら10種のうち,クロサギ EgTettaSaCTa

sacLla,イソヒヨドリMont1-colasoIL'tan'usphilL'ppensIs,ス

ズメ PasseTmOntat7uSSatumtuSの3種を除く7種は,い

ずれも琉球列島ない しは沖縄諸島周辺の固有亜種であ

るから,地域個体群としては貴重なものである｡(ただ

し,リュウキュウツバメHiLⅧdotahL'tl'canaLmL'yejは,疏

球列島および台湾に生息する｡)

ここで対象とした9島のうち,8島に生息する種は

2種であった (表2)｡このうち,スズメは屋嘉比島で

のみ生息が確認されていない｡この島は無人島である

ため, ト分な調査がなされたとはいえないが,スズメ

の生息は人間の居住 と深 く係わっているといわれてい

るから (佐野,1982),この島が無人島であることが大

きく関係 していると考えられる｡

A Ⅰ●●

1 5 10 50 100

面 積 (km2)

図2 沖縄島西方の9島の島の面積と留鳥の種数との関係

A:粟国島,Ⅰ:伊是名島,T:渡嘉敷島,K:久米島｡

粟国島ではウグイス Gett1-adLbhoneは冬期の観察はあ

るものの,1年を通 しての生息は確認されていないの

で,九州以北からのC.d.cantansの飛来の可能性が考え

られる｡

図2は,ここで対象にした9島の留鳥についての面

積一種数関係である｡得られた回帰直線の係数 (定数

項 と勾配)は,表 3のようであった｡回帰係数は,蛋

差5%水準で有意であったから,島ごとの留鳥数と島の

面積 との間には,一定の関係が認められる｡また,図

2によると,観測値の直線からの隔たりはそれほど大

きくないといえる｡

9島のうち4島では,種数の期待値と実測値 との標

準化誤差の絶対値が1.0以上であった (表 4-5)｡この

うち渡嘉敷島と久米島での実測値は期待値よりも大き

く下方にずれてお り,粟国島と伊是名島では,逆に実

測値の方が期待値より大きかった (図2)｡

今,渡嘉敷島の留鳥相で欠落 している種を知るため

に,渡嘉敷島が属する慶良問諸島の他の畠のいずれか

に生息 していて,渡嘉敷島には生息 していない種を表

4に挙げた｡渡嘉敷島は,慶良問諸島の中で最大の面

表 3 図2で得られた回帰直線の係数と

定数項 勾配 T2

1.061** 0.171* 0.546

**:α<0.01で有意,辛:α<0.05で有意｡

0 2,000 4,000 6,000 ha
面 積

図3 各町村における森林,耕地,宅地,その他の面積 (2004年

1月現在)(沖縄県企画部,2(X叫)

座間味付以外では,町村名はほぼ島名に対応するが,座間

味村にはここで対象にした座間味,阿嘉,慶留間,屋嘉比島,

その他が含まれる｡(図4も同じo)
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積を持つ島で (表 1),地形も土地利用の状況もほぼ似

通っている (図3)にもかかわらず,この島に欠落し

ていると考えられる種が6種にのぼった｡

この6種のうちカイツブリTachybapus'ufico)LispqggeL'

を除くと,すべて森林性の鳥である｡慶良問諸島に属

する渡嘉敷島も座間味村の島々 (座間味島,阿嘉島,

慶留間島,屋嘉比島)も島の大部分が森林で占められ

ているから (図3),渡嘉敷島における鳥類相の貧弱さ

の原因を森林面積の大小に求めることはできない｡考

えられることは,渡嘉敷島での鳥類調査が他の島に比

べて十分になされていないことであるが,それだけで

欠落種の存在を説明できるとは思えない｡恐らく,蘇

林を構成する樹種の違いや単純化,地形の違いなどに

よるところが大きいのであろう｡慶良問諸島の森林の

多くの部分はリュウキュウマツが占めるが,渡嘉敷島

と座間味 ･阿嘉島で樹種構成が異なるのかもしれない｡

樹種の違いと種数との関係を分析することは,今後に

残された課題である｡

面積一種数関係からの期待種数より観測値が大きく

下方にずれていたもう一つの島である久米島に対 して

ち,慶良問諸島以外の3島 (粟国島,伊是名島,伊平屋

良)のいずれかに生息していて,久米島には生息して

いない種を表4に挙げた｡久米島は,これらの島の中

では最大の面積を持つが (表 1),この島に欠落してい

る種として4種が数えられた (表4)｡これらの種のう

ち,ツミAcclかtergulan'sguh17'以外の種は,いずれも水

田や湿った草地に生息する種であるが,久米島には伊

是名島,伊平屋島に比べると水田がわずかしか存在 し

ない (図4)｡これらの湿地性の鳥の欠落が,久米島の

鳥類相を貧弱にしているといえる｡

一方,粟国島と伊是名島では,実測値が面積一種数

関係から期待されるものより上回った (図2,表 5)｡

これらの島の種数の多きを特徴づけるものとして,こ

れらの島にのみ生息する種を見てみると(表5),粟国島

には3種 (タマシギRostratulabenghalensL'sbenghalensL'S,

ズアカアオバ トsphenumslom70SaeFN3'777anuS,シロガシ

久米

渡嘉敷

座間味

粟国

伊是名

伊平屋

l
Â+WBQr++1+1m+%n+++++i+1++++++Mi+a(+)++++++i+++i+++1ン;′:ろ+1

[二二====コEZ≡ZZZZZ:::盟■llllllllllllllllllllI 水田畑牧場

W%++43%BgW+++A+i+++i++1+++llm
J

l

A;++W1+++W+a+++1htW++A+Wj++++i++i+1%Lj++"++a+7m

tソ′12,RW++++++WAfM++++++1+1++++1+A++1

1 10 100 1,000 10,000

面 積

図4 各島における耕地の細区分の面積 (対数表示)(2001年8月現

在)(沖縄県農林水産部,2∝叫))

表4 面積-種数関係から期待されるよりも観測値が大きく下方にずれていた島とそれらの島に欠落している

と思われる種

烏 鷺 ヒ 種 生息地

渡嘉敷島 -1.348 カイツブリTachybapusnLficoJJL'spqggeL'

ツミAccJ'pLteL･gu]ansguJan'

オオコノハズク OtusIempJj,'pven'

アオバズクNL-Boxscut711atatoEogo

川,池

森林

森林

森林

サンショウクイpen-cLlDCOlusdJ'yar7'calustegL'mae 森林

シジュウカラPanLSmajoTOkiE7aWae 森林

久米島 -1.248 リュウキュウヨシゴイIxobrychusc''L7L7amOmeuS 水田,草原

ツミAccL'pJtet･gulansguLan 森林

ヒクイナPozanafuscaphaeopyga 水田,草地

シロハラタイナAmauTOmL-5phoenL'cuTuSChjnensJ' 水田,草地

渡嘉敷鳥に対して挙げた種は,慶良問諸島に属する他の島のいずれかに生息していて,渡嘉敷島には生息して

いない種｡久米島に対するものは,粟国島,伊是名島,伊平屋島のいずれかに生息していて,久米島に生息し

ていない種｡
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ラfyc170nOlussit7enSjs(1))が存在 し,伊是名島には1種

(コウライキジ用asL'anuscolchL-cuskaL7X'Wj),が存在する｡

このうち,コウライキジは人為的に持ち込まれたもの

であり (嵩原ら,2(伽 ),シロガシラは1997年までに沖

縄島から侵入 した種である (金城,1998)｡これらの導

入種や侵入種がこれらの島における留鳥種数の増加に

関与 しているといえる｡

侵入種であるシロガシラは,耕地や林綾部などの開

けた環境を好む (金城ら,1987)｡粟国島は慶良問諸島

と違って山地がなく,低地が大部分を占めるため,森

林の面積が少なく,畑が多い (図3,4)｡こうした多

様性の高い生息環境がシロガシラをはじめとする留鳥

の種数を増加させていると思われる｡

今,慶良問諸島の島 (5島)とそれ以外の島 (粟国島,

久米島,伊平屋島,伊是名島)との違いを見るために,

それぞれのグループにしか生息 しない種を比べてみた

(表6)｡ただし,ここでは,それぞれ2島以上に生息

する種を対象とした｡その結果,慶良問諸島だけに生

息する種は0であったが,慶良問諸島以外の島では,

6種 もの生息が認め られた｡ この うち, ア ミハ ラ

LonchuTaLMnCtulataEopelaは侵入種で,農耕地に生息す

る｡残 りのうち,アオバズクNinoxscutulatatotogoを除

く4種は川や沼沢地を生息場所にする種である｡慶良

問諸島の島々が山地 (森林)を主として,平坦地 (耕地)

が乏 しく,川や沼沢地は渡嘉敷島の一部を除 くとほと

んど発達 していない｡それに対 して,他の島々は平坦

地が多く,水田や沼沢地が存在する (図4)｡この地形

と土地利用の違いが,生息種の違いをもたらしている

と考えられる｡

以上,島の面積一種数関係を基に留鳥の種数の多少

から,各島の鳥類相の特徴を島における生息地の観点

から分析 してきた｡島の面積 と留鳥の種数との間には,

直線関係が認められたから (図2),島の面積が増加す

るに伴って留鳥種数も増加するといえる｡ しかし, こ

の関係からの偏差をもたらしている要因として,調査

の粗密さ以外に,森林を構成する樹種の違いなどが予

想される｡1970年代に阿嘉島と慶留間島で生息が確認

されていたアカヒゲは,それ以降,現在に至るまで生

息が見 られていない｡恐 らく,本種は慶良問諸島から

絶滅 してしまったものと思われるが,それには,元々

面積の小 さなこれらの島での道路の建設や木材の伐採

に伴 う樹種の変換などが関与 している可能性が高いも

のと考えられる｡さらにさかのぼると,1904年以前に

この地域 に生息 していた リュウキュウカラスバ ト

coLumbajouyl'は,現在は絶滅してしまった (日本鳥学

会,2(X氾)o絶滅まで至らなくても,個体数を減少させ

ている種は多 く存在するであろう｡

一方,面積一種数関係から期待 される以上の種数を

持つ島では,島外からの導入 ･侵入種がそれに大きく

関与 していた｡これらの種は,種数を増加には寄与 し

ても,鳥類相やひいては生物相の混乱を起こさせる可

能性が強い｡特に,シロガシラ (金城ら,1987)やコ

ウライキジ (2)では,農作物の加害が発生するほど,価

体数が増加 している｡

これら鳥の種種数の増減は,森林伐採やそれに伴う

耕地の拡大化などの人間活動がもたらした結果である

といえる｡面積一種数関係は,鳥が生息 しうる面積に

対する種数の関係を表すものと考えると,時代の変遷

表 5 面積一種数関係から期待されるよりも観測値が大きく上方にずれていた島とそれらの島にのみ生息して

いる種

烏 鷺 ヒ 種 生息地

粟国島 1.252 タマシギ RosETalulabeL)ghaJensJ'sbenghaJensJ'S 湿地

ズアカアオバトsphenurusFoTmOSaePeTmanuS 森林

シロガシラ*PycnonoEuSSinensJ'S 農耕地

伊是名島 1.180 コウライキジ*phas1-atMSCOJchicuskaTPOW'' 草地

導入種あるいは侵入種｡
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表6 慶良問諸島以外の島に特有な留鳥

種 生息地

カイツブリTachybapusrutlcoJLL'spogge 川,池

リュウキュウヨシゴイIxobTyChusc''nnamomeus 沼沢地

ヒクイナPozanafuscaphaeopyga 沼沢地

シロハラクイナAmautDmL'sphoe')JcuTuSChL'net7SL'S 沼沢地

アオバズクNL'noxsculuJaEatoEogo 森林

アミハラ*LonchurapuncluJatatopeJa 農耕地

*侵入種｡

に伴 って鳥の生息地の面積 は大 きく変動 して きた｡ ま

た,島外か らの侵 入種や導入種 によって,新 たなニ ッ

チが開発 された り,ニ ッチの細分化が起 こって きたで

あろう｡琉球列島の島々に生息す る鳥種の記載がほぼ

完了 した1920-30年代 か ら現在 までの各島における留

鳥相の変遷 を,こうした観点か ら分析す ることが,今

後の重要な課題であると考 えられる｡

一方で,慶良問諸島の島々 とその他の島々では,坐

息種 に明瞭な違いが見 られた (表 6)｡ このことは,良

の面積の違い もさることなが ら,いわゆる "高 島" と

"低島"が生息環境の違いをもたらし,生息種の違いを

もたらす大 きな要因であることを示 している｡島の面

積の増大 に伴 って生息種数が増加す る一つの理 由は,

面積の増加 に伴 って環境 の多様性が増加す るためであ

ると考 えられるが, ここで扱 った程度の面積 の偏差範

囲で,気候の違 いがほ とん ど見 られない条件下では,

生息環境 に大 きく関係するのは島の地形であることを

示 しているといえよう｡
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注

(1) 沖縄島とその周辺の島に生息するシロガシラの亜種は,タイ

ワンシロガシラPycnonoEussLnenSIsFon770Saeである可能性の

高いことが,形態の比較からも (中村 ･花輪,1987),音声

の比較からも (中村,未発表)示唆されているが,いまだ断

定はされていないため,ここでは亜種名は表示しないことに

した｡

(2) 伊是名村では,コウライキジによってジャガイモ,タマネギ,

カボチャ(果実),イネ(苗の引き抜き)などの被害が報告さ

れている (沖縄県北部農林水産センター (2007)r沖縄県北

部地区鳥獣被害対策会議資料J)0

引用文献

Darlington,P･J･,1957,ZoogeogTaPhy,Wiley,NewYork.

金城常雄,1998,｢沖縄本島におけるシロガシラの生態と被害

防止対策｣F植物防疫｣52:397-402.

金城常雄 ･西村 実･中村和雄,1987,｢沖縄本島におけるシロガ

シラの侵入と被害の状況｣F植物防疫J41:4281432.

中村一意 ･花輪伸一,1987,｢琉球諸島産シロガシラの分類と

分布変遷｣r特殊鳥類調査 (昭和61年度環境庁委託調査)｣

39-58,日本野鳥の会.

日本鳥学会,2000,r日本鳥類目録 (改定第6版)j日本鳥学会.

沖縄県企画部,2004,r平成16年度沖縄県統計年鑑J沖縄県企

画部統計課.

沖縄県農林水産部,2004,r農業関係統計.平成16年8月版｣沖

縄県農林水産部企画課.

佐野昌男,1982,｢スズメー人里の野鳥J信濃毎日新聞社,長

野市.

嵩原建二･他聞幸男･兼城克男,1995,｢慶良問諸島の鳥類｣r沖
縄県立博物館紀要J21:101-128.

高原建二 ･前原一統 ･義手刈初子 ･松田史郎,2001,｢久米島

における最近の鳥類記録について｣r久米島自然文化セン

ター紀要j1:1-19.

高原建二 ･中村和雄 ･国吉修,2004,｢伊平屋島及び伊是名島

における鳥類記録について｣r沖縄県立博物館紀要J30.1-

25,

WilJlamSOn,M.,1981,IslandPopulaEIODs,OxfordUniyersityPress,

Oxford.

41



｢地域研究｣4号 2008年3月 ⊂亘二重⊃

付表 対象とした各島において生息が確認された留鳥と島ごとの生恵種数

種 名 渡嘉敷 座間味 阿嘉 慶留間 屋嘉比 粟国 久米 伊是名 伊平屋

カイツブリTacJbybapusrufl'CO111spoggeIリユウキユウヨシゴイIxobI.yChuscl'DDamOmeuS ○ ○○ (⊃ 〇〇〇〇 ○○ ○ 〇〇〇〇〇 ○○ ○○

クロサギEgTettaSaCraSaCra ○○ ○ ○ ○ツミAcclplteTgulaI-1'SgulaI.1'Sコウライキジmasl'aDuScolchlcuskarpow1ミフウズラ Tuml'Xsuscl'tatOrOklDaVeDSl'SヒクイナPozaDafuscapJ5aeopyga ○○ ○○ ○○ 〇〇〇〇 〇〇〇

シロハラクイナ AmaurornlspJ70enlcuI.uSChlnensl'S ○ ○ ○

バン Ga111'DulachloI.OPUSIDdlcaタマシギRostratulabeDghale17Sl'SbeDghalensl'Sキジバ トStreptope11'aoI-1eDta11'SStlmpsoD1 〇〇〇〇〇 ○○ ○○

カラスバ トColumbajaDtju'najantju'Daズアカアオバ トSpj7enLtruSfom10SaePemlaDuSオオコノハズクOtuslempljlPIyeI.1'リユウキユウコノ-ズクOttuseleganselegaDS 〇〇〇 ○○ 〇〇〇〇 〇〇〇 ○○ ○○ ○○

アオバズクNl'DOXscutulatatotogo ○ ○ ○ (⊃ ○

カワセミAlcedoattjulsbeノブgaleDSl'S ○ (⊃ ○ ○ (⊃
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日本時代台湾美術教育の研究

- 初期図画教育の各学制 -

楊 孟哲*

EducationinTaiwanDuringtheEraofJapaneseColonialRule:

AStudyofArtEducationSystemsDuringtheEarlyPeriodofJapaneseRule

Mengcheyang

本論は､植民地台湾の教育史中､近代植民地史の中で忘れ去られた台湾美術教育の学校教育の沿革を再考し､植民地

台湾の美術教育の意義を取 り上げ､かつ批判し､日本統治時代の日本人による長年にわたる植民地美術教育の特質 ･実

質的な内容を論点とした｡

日本人による台湾の植民地統治は50年にも及び､その支配の下で徹底的に台湾の教育体系は新たに改造された｡日本

語の普及および台湾の初等教育体制､1896年以後の台湾総督府による ｢国語伝習所｣の基礎は全島に及んだ｡伊滞修二

主導による ｢改良式混合教育方法｣は､植民地台湾の教育の中で教育学制として全て同様に制定され､最も重要な教育

文化政策として､植民地台湾の教育改造が計画された｡教育科目の中には､図画教育が制定され､植民地台湾の美術教

育課程の中に注入された｡

台湾緒督府は武力で台湾を鎮圧する一方､各方面において植民地開発に勤 しみ､同時に文化的な政策を打ち出した､

植民地産業政策における台湾手工教育の発展は､植民地台湾の美術教育の特異な現象を生み出すにいたった｡

本論の研究目的は､植民地台湾の美術教育から見た現状及び史実を､現存する資料を基に､当時の美術教育と共に努

力し奮闘した植民地美術教育の過程を主題とし､台湾美術制度の課程の変化を取 り上げ､植民地台湾における全ての初

期美術教育の実態を浮き彫りにすることである｡

キーワード:植民地教育,図画教育,国語教育,漢学

ThisstudyexploresanaspectofthedevelopmentofeducationinTaiwanduring山ecolonialerathathasbeen

largelyfわrgotten.Itexaminesthevariouseducationalsystems仙attheJapanesecolonialadministrationestablishedin

Taiwanfordifferentethnicgroups,focuslnglnParticularonthedistinctivecharacterofarteducationduringthe

colonialera.

TheJapaneseruledTaiwanforaperiodof50years.Duringtheperiodimmediatelyaftertheestablishmentof

colonialIule,theJapanesesetupaneducationalsystemthatwaslargelybasedonthatusedinJapan.Subsequently,

IzawaShuzi,thefirstdirectoroftheBureauofEducationalAffairs,employedamixtureof'Thard"and"soft"tactics,

CreatlngahybrideducationalsystemthatintegratedJapanese-languageandChinesellanguageeducation.Thismarked

thebeginnlngOfanewpageinthehistoryofeducationinTaiwan.Thesuccessfulcreationofamodemarteducation

systeminTaiwanwasaparticularlyImportantmilestone,astheincorporationofarteducationintothecolonial

educationsystemlaidthefoundationsforthedevelopmentofmodernartinTaiwan.

Keywords:Ar√educatL'on,IcolonL'aleducatL'onsystem,･Japanese-LanguageeducatIlon,IChL'nese-1aL】guageeducatJ'oL7

1 はじめに 本の近代は､1868年の ｢王政復古の大号令｣を契機と

本論は､日本が台湾を植民統治した時代の学校教育 する明治国家の成立が開始された｡凡そ二世紀半に及

政策､特に美術教育の史的展開を筆者が収集した資料 ぶ鎖国制度が外圧によって終息 し､一気に開国するな

を含め､第一次資料に基づき分析 したものである｡日 かで､欧米の近代国家に倣い近代技術や近代的軍隊､

*国立台北教育大撃,who779779@yahoo.com.TW
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そして､教育 ･経済など多領域にわたる諸制度を取 り

入れ､アジアで最初の ｢近代国家｣としての体裁を整

えていった｡

本論に関係するところで言えば､明治国家は､1871

(明治4)年に欧米の先進的な学校制度を積極的に取 り

込み､小学校の美術教育から近代的な西洋式教育を施

行した｡なかでも､英国の美術教科書の日本語翻訳な

どは､近代日本の美術教育の最も早い美術教科書の一

つとなった｡日本の美術教育制度及び美術教育は､日

本の近代化に貢献した｡

19世紀末になって世界が帝国主義の時代に入るや､

成立間もない明治国家は､欧米の諸列強に倣うように

対外侵略への道を選択 しようとした｡その晴夫となっ

たのが､1874(明治7)年の台湾出兵であった｡その

後20年後には､朝鮮半島の領有をめぐり､朝鮮の宗主

国である清国との間に戦端を開くことになった｡それ

が､1894(明治27)年の日清戦争である｡この戦争に

勝利 した日本は､清国から賠償金と台湾 ･i影湖諸島を

譲り受けることになった｡

日本による半世紀に及んだ台湾植民地統治の時代に､

台湾植民地支配の総元締めであった台湾線督府は､数

多の統治政策のなかで､特段に台湾人の ｢大和化-日

本人化｣政策に意を用いた｡植民地台湾の安定的かつ

円滑な支配と運営のためには､異民族支配という実体

を隠蔽し､台湾人をして無意識化させるための統治技

法が編み出されていったのである｡

そうした一連の政策のなかで本論が特に着日したの

は､台湾総督府による国語政策である｡より具体的に

言えば､台湾各地に国語伝習所を設置 ･運営していく

ことで､台湾植民地教育の充実を統治初期の時代から

開始したこと事実である｡この国語教育に奔走した台

湾総督府の学務部長伊淳修二は､1897年 (明治30)午

に帝国教育会の席上､｢台湾公学校設置ノ具体法案｣と

題する演説のなかで､｢旧来の教育の形骸を存 じて､こ

れに一新の精神を注入し､無用の文字を廃 して､有用

の学術を加える｣述べた｡ここで言う有用学術とは､

漢学校の課程部分を廃止 し､生活に必要な科目である

｢図画教育｣のことである｡

2 図画教育を展開

日本は下関条約で清朝から台湾の統治権を手に入れ

た｡第一代総督の樺山資紀は ｢敵を撃ち､民を服従さ

せる｣ことを最高統治原則として､台湾植民に着手し

た｡これは一方で武力を盾に､教化政策で島民をなだ

めすかす政策であった｡

日本は統治時代､台湾での基礎教育の普及に力を注

いだが､その初期は島民が ｢西洋的な日本教育制度｣

を理解していなかったため､日本人は知恵をしぼり政

策を工夫した｡

総督府は国語伝習所を運営 していくことで台湾植民

教育を展開した｡初期､台湾統治はうまくいかず､島

民の反日感情を制御することがなかなかできなかった｡

このため日活戦争の勝利品一台湾を第三国に譲ること

も提案された｡政府が台湾統治のための莫大な経費を

まかないきれないと痛感 したためである｡この経費の

問題で､島民の教育費がまっさきに削減対象となった｡

このため師範学校が廃校になった後､日本側はさまざ

まな圧力を受け､児玉喜八は学務部長の職を辞するこ

とになった｡1902年 (明治35年)7月6日､国語学校

について学校規則改正 (府令52号)が発布された川｡

国語学校に師範乙科を設置するというもので､要点は､

以下の通りである｡

1.師範部に乙科を置き従来師範学校で養成した本

島入学生の一部を､本学生として進学させ就学

を継続させる｡

2.師範部の数学科程において､学生の知識を向上

させるため､理科方面に博物､物理､化学の三

科を増設し､また図画-科を設置する｡

第一章 学校の区分及び本旨

第-条 国語学校に師範部､中学部､国語部及び実

業部を置き附属学校を加設す0時の心安に

応じ講習科を設けることあるべし｡
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第三条 国語学校中学部は内地人の青年者に須要な

る高等普通教育を施すものとす｡

第四条 国語学校国語部は本島人の青年者に主とし

て国語を教授 し兼ねて他 日本島おいて公私

の業務に就かんとする者に須要なる教育を

施すものとす｡

第二章 学校の再編

第七条 師範部に甲科を設ける｡甲科に入学すべ き

生徒は年齢滴18才以上25才以下の内地人に

して中学校第四学年の課程を修了 したる者

または之と同等以上の学力ある者とし､乙

科に入学すべ き生徒は年齢満15才以上23才

以下の本島人にして公学校卒業以上の学力

ある者とす｡

第十一条 師範部甲科の教科目は修身､教育､国語､

漢文､台湾語､歴史､地理､数学､物理､

化学､博物､習字､図画､唱歌､体操 とし

同乙科の数科目は修身､教授法､国語､漢

文､歴史､地理､数学､物理､化学､博物､

習字､図画､唱歌､体操とす｡甲乙科とも

随意科として手工を課することあるべ し｡

第十二条 中学部の教科目は修身､国語､漢文､英

語､歴史､地理､数学､博物､物理､化学､

法制､経済､図画､唱歌､体操とす｡

第十三条 国語部の教科目は修身､国語､漢文､歴

史､地理､数学､物理､化学､博物､習字､

図画､唱歌､体操とす. (2)

伊揮修二が ｢有用学術｣を打ち出した六年後､師範

学校で廃止された図画教育課程が､国語学校の乙科で

やっと正式に採用されることになった｡台湾の図画教

育は明 ･清朝時代､ほんの一握 りの文人や貴族が自分

で絵を習ったのを除き､史上に前例がなかった｡だが

1902年 (明治35年)以降､台湾美術近代化の流れにお

いて､新 しい潮流が押 し寄せた｡これによって美術的

素妻のある教師が育成され､台湾島民で芸術創作にた

ずさわりたいという第一世代の芸術家に直接影響を及

ぼしたのである｡

それ以降､学校の新設､学校校舎の施工､学校規則

改正令の発布､盲唖学校など特殊教育の開校､新規則の

実施など順調に進められるようになった｡新 しい学校､

図書館､博物館､病院などが次々に建設され､台湾植

民での教育事業はだんだんと軌道に乗った｡日本当局

の有効な統制で､抗 日のゲリラ戦は減っていき､島民

の生活 も安定 していった｡教育面 もかなり改善 され､

就学を志望するものが増えていった｡だが教員は不足

していた｡吉野秀公が著 した台湾教育史には ｢教員養

成のごときも国語が甲のみでは需要を充たすに困難の

状態にあ り､加えるに教員養成のごとき1ヶ所に限る

は極めて不便である(3)｣という記述もあるO

大正 7-8年頃になると､公立学校が普及するなど

状況は全体的に改善されていった｡だが教員育成が学

生の増加に追いつかず､教師の質の問題などもあ り､

地方庁は臨時に師範学校を設置 し､教諭､準指導員の

育成などを進め､地方の教師不足の解消を急いだ｡雇

用教員育成公衆や講習貝の資格は､公学校の卒業が中

心だった｡講習科目は､修身､国語､算術､教育､体

操､図画などで､受講期間は5-6ケ月､庁視学や公

学校の教師が講師となった｡大正八年､台北､桃園､

南投､嘉義､台南､阿族､花蓮など六庁で講習が行われ､

男178人､女34人の計212人に講習証書が発行された｡

大正 9年には台北､新竹､台中､台南で､大正10年

には台北､台中､台南､高雄で同じような講習会が行

われた｡ここから各地で講習会が開講され､大正14年

には教員過剰となった｡

3 師範学校の図画教育

日本の台湾統治の主な方針は同化政策だった｡教育

の推進のプロセスは苦難の連続であったが､それは日

本人が台湾で行った基礎教育-の努力を証明 したもの

でもある｡第三代学務課長木村匡は､教育を普及させ

るため､最 も初期に台湾植民地における義務教育の実

施を提唱 した｡だがその後の学務課長､とくに持地六
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三郎はこれに反対した｡

1903年 (明治36年) 11月､佐藤弘毅学務課

長が全島の小学校や各庁の学事官を招集 した会議で､

民政局長の後藤新平は訓示を述べ､｢本島の根は国語の

普及と国民性の滴養にある｡ゆえに初等義務教育､強

制入学を速めて実施し､同化を早めることが最も重要

なことである(4)｣と義務教育の必要性を指摘した｡

台湾教育の成敗は､同化政策と強い関連性を持って

いた｡そして師範教育の推進は､さらに島民の意識を

啓発 し､教育の土台となるものだった｡師範学校廃止

からずっと後の大正7年､法制局の建言により､枢密

院は当時の台湾師範学校の教員不足という緊急事態に

対応するため､審議を経て､翌年 1919年 (大正8

午) 1月4日､台湾教育令を発布 した｡主な条文には

次のようなものがある｡

第二十七条 師範教育をなす学校を師範学校とす｡

第二十八条 師範学校に予科及び本科を置 く｡予科

の修業年限は1年とし本科の修業年限

は4年とす｡師範学校には修業年限 1

年の公学校教員講習科を置くことを得｡

第二十九条 師範学校予科に入学することを得る者

は修業年限六年の公学校を卒業したる

者､または之と同等以上の学力を有す

るものとす｡

これらが教育令発効の根拠となった法令である｡同

年4月 1日､師範教育に関して台湾総督府師範学校官

刺 (刺令第65号)が発布された｡

ここでは従来の国語学校本校を台北師範学校､台南

師範学校を分校とし､これら2校とも教育令発布後の

師範学校とするとしている｡同時に､その前の3月3

1日､台湾総督府師範学校規則 (府令第23号)が発

布された｡

第一条 師範学校予科の教科日は修身､国語､漢

文､数学､図画､音楽､実科､体操とす｡

実科は手工､農業とす｡

第二条 師範学校本科の教科目は修身､教育､匡

語､漢文､歴史､地理､数学､理科､匝

画､音楽､実科､体操とす｡実科は手工

農業､または商業とす｡

第三条 師範学校においては生徒の教養は上左¢

事項に注意すべ し (第3条から第16条ま

でが関連授業の指示項目)

第十二条 図画は物体を精密に観察し正確かつ自良

に之を画くの能を得しめ､かつ公学校に

おける図画教授の方法を会得せしめ兼来

て意匠を練 り美感を養うをもって要旨と

す｡図画は写生画を主とし臨画および考

案画を加え授け黒板上における練習を岩

さしめ､また幾何画を授けかつ教授法を

授 くべし｡

第十七条 師範学校の教科書用図画は台湾総督府q

編纂 したるものを使用すべ し｡前項の老

科用図書なきときは学校長は台湾総督¢

認可を受け前項以外の図画を使用するこ

とを得｡

第四十二条 内地人教員養成に関する規程は別に完

むる所に依る(5)0

これらが師範学校の教員養成の改正令である｡前恒

のものと比較すると､内容がより綿密で範囲も広 くる

っている｡特に ｢図画教授｣や ｢図画の選択利用｣ち

ど､具体的な方案となっている｡

明治35年の ｢図画教育｣の内容と比較すると､すて

に ｢臨画｣｢写生画｣だけでなくなっているし､本島学

生の課程では本科生も予科生も1年生の時から ｢臨画_

｢写生画｣｢考察画｣を学ばなければならなくなってし

る｡2年生になると本科生はさらに ｢幾何画｣が選卦

科目として用意されている｡また当時の美術教材o:

｢黒板画｣が研究されていた｡美感を育成するための?,'i

合教育を目指したためである｡

これらが台湾初期の美術教育 (図画教授)の内容て

ある｡基礎から美術を学ぶことの目的は教師や学生0:
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美意識を養成することで､プロの画家や芸術家を育て

るためではなかった｡このため当時､より高い学問を

求めるものは､東京に行 くしかなかった｡ここから

｢文人画｣を中心とした時代 (明 ･清)に対し､図画教

育の内容は､草の根的で革新的学校教育であることが

明らかである｡例えば､西洋絵画を学ぶ時には､精密

にデッサンできるように専門的な訓練を受けなければ

ならない｡明暗の対比､点や線､面の使い方など本物

を求めてくり返し練習し､基礎のデザイン原理を学ん

でいくのである｡幾何画､透視画は観察力を養い､全

体の比率からより完壁なものを構成していく｡これが

西洋絵画の基本的な教えである｡

こうした師範図画教育の実施によって､当時の図画

は大いに進歩し､その後の発展にもよい効果を発揮 し

ていった｡東京学芸大学図書館には1987年 (大正7年)

台湾総督府国語学校助教授の安東豊作が著した 『黒板

画の画法および範囲』という本がある｡これは当時の

小学校､公学校専門の教科書で､作者は次のように説

明している｡

本書は小､公学校に実地教鞭を執らる教師諸賢の

懇切なる要求に困って生れたものであって､大正五

年度及六年度の台湾総督府開催小公学校教員講習会

に於て､著者が講述したものを骨子として､之を敷

宿したものである (6)

その第一は､次のようになっている｡

第一 黒板画の意義

黒板画とは黒板に向ってチョークで画くところの綜

ての絵をいふのである｡

重点 :

(-) 黒板上に画かしめるもので其の目的は紙の代

わりに黒板を使用｡

(二) 教授者が教授の補助として教授の際に実際に

黒板に画かしめる｡

と黒板画を定義し､第2で黒板画の価値として､絵画

と言語の関連性から黒板画の重要性を説いている｡第

3､第4点では､黒板画の用具と教える時の姿勢につ

いてふれている｡そして､第5では､実際的な練習に

ふれ､まず表現を点､線､面から始めるべきだとし､

米国で教育実際家として､有名なタッド氏はこの基礎

練習を非常に重要視 し､これを児童に課する必要を唱

え､図画の時間の前後に於いて習わせて､各教室には

必ず児童の自由に練習し得る塗板を別に備えてある｡

(中略)アメリカでの実際の教育例を紹介している｡ま

た第六章の練習上の注意では､こう書かれている｡

第六章 練習上の注意

(1) 時間に余裕がない｡物の特徴を把握

するには常に写生をなし実物直観に

よる印象を深 くして､観察を鋭敏に

働かする練習が必要である｡

(2) 黒板画では色を充分に表すことが出

来ない｡なるべ く自然に近 く見える

ように画くことが必要である(7)0(略)

この ｢図画教育｣の内容が､当時専門技術の参考と

後任された模範である｡それは児童の知育の啓発が重

視され､生活のすべてを図画の中に取 り込もうとした

ものである｡また学習の基本的な図案から透視画の技

巧､方法を ｢図画教育｣の基本的な学習内容としてい

る｡このため､大正初期の時代､台湾の学生は絵を学

ぶ環境に入り､暗く単調な生活にいくぶんかの楽 しみ

が加わったと言えるのではないだろうか｡

4 公学校の図画教育

1895年 (明治28年)八芝蘭恵済宮の国語伝習所から

始まった公学校の国語学校への改正は､1943年 (昭和

18年)全島に国民義務六年教育学制が実施されるまで

続いた｡台湾は48年の歳月をかけて､台湾教育史上の

悲願を達成したのである｡これは容易なことではなか

った｡

島民にとって公学校に図画教育の内容を組み込むこ

とは非常に重要であった｡伊揮修二は ｢要急事業｣で

国語伝習所を開設し､日本語をコミュニケーションの
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道具にして､島民との交流をはかるべきだとした｡こ

れが台湾で最初の教育システムであり､公学校の図画

教育の実施もまた新たな課題であった｡

1898年 (明治31年)7月28日､台湾公学校令 (勅令

第178号)と台湾公学校官制 (勅令第179号)が公布さ

れた｡重要な条文を次にあげる｡

第一条 公学校は街庄社または数街庄においてそ

の設置維持の経費を負担し得るものと認

むる場合に限り知事庁長之を認可するも

のとす｡

第七条 公学校の教科用図書は台湾総督の検定を

経たるものたるべし｡

第十二条 国語学校附属学校並びに国語伝習所の設

備はその全部を公学校に譲与することを

得 (8)0

同年8月16日､公学校規則 (府令第78号)が公布さ

れた｡

台湾公学校規則

第-章 主旨

第-条 公学校は本島人の子弟に徳敦を施し実学を

授けもって国民たるの性格を養成し同時に

国語に精通せしむるをもって本旨とすO

第二章 編成

第三条 公学校の生徒は年令8才以上14才以下とす｡

第四条 公学校の教科目は修身､国語､作文､読書､

習字､算術､唱歌､体操としその修業年限

は六カ年とす (9)0

その後､多 くの改正令が発布されたが､最も注目さ

れたのは､1907年 (明治40年)2月26日に発布された

公学校規則改正 (府令第5号)である｡これによって

卒業の年限などが変更された｡

明治40年2月26日､公学校規則中改正 (府令第5号)

が発布された｡右は従来公学校の修業年限は､6カ年

と規定してあったが､多年実施の結果と､統計の示す

事実とに徴すると､民度の低い村落地方では長さに過

ぎ､また民度の高い都会地方では､さらに高等の学校

と連絡を図る点などからして短きに過ぐる傾向があっ

た｡依って今回これらの点を改良し､公学校教育に弾

力性を附する事とした｡

即ち修業年限6カ年はこれを本体とするも､土地の

状況に依っては8カ年あるいは4カ年の公学校をも設

け得る事とし､また校舎狭陰で全児童を収容し得ざる

時､及び教諭の不足せる時､あるいは農業地方で全日

児童を出校せしむる事困難な際などには､二部教授を

行い､教育施設を経済的にし､民間の希望に適応せし

める事とした｡

なお従来､農業 ･商業 ･手工は男女共通の学科であ

ったのを､男子にのみ課する事とし､かつ本島読書人

が農工商を卑 しむ弊風があるので､これらを課する場

合には之を随意科とせず､弊風の矯正に努める事にし

た｡また漢文 ･唱歌 ･裁縫は土地の状況に依 り欠き得

る事とし､生徒の年令も従来滞7才以上16才以下とあ

ったのを20才以下に改めた｡なお8カ年の課程を設け

んとする際には､当分の内その教科書及び参考書は明

治37年四月告示第61号台湾小学校教科用図書の高等科

2学年以下の範囲内で之を定め報告せしめる事とした｡

右に関する主な条文は次の通りである｡

第二条中 ｢16才｣を ｢20才｣に改む｡

第三条 公学校の修業年限は6カ年とす｡但 し土

地の状況に依 り四カ年または八カ年と為

すことを得｡公学校の教科目は修身､国

語､算術､漢文､唱歌､体操とし女児の

ために裁縫を加え修業年限8カ年の公学

校には理科､図画及び男児のために手工､

農業､商業の-科目もしくは2科目を加

う｡土地の状況に依 り漢文､唱歌､裁縫

を欠きまた修業年限6カ年の公学校にあ

りては男児のために手工､農業､商業の

1科目もしくは2科目を加えることを得｡

庁長は修業年限を4ケ月または8ケ月と
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為さんとするとき､または教科目を加除

せんとするとき､もしくは第二項の教科

目を走めんとするときは台湾総督の許可

を受くべし｡

第十九条の三 図画の通常の形態をを看取 し正し

く之を画くの能を得 しめ兼て美感を養う

をもって要旨とす｡図画はまず単形より

始めしばらく簡単なる形態に及ぼし時々

直線曲線に基づきたる話形を工夫して之

を画かしむべし｡なお進みては簡易なる

幾何画を授 くることを得｡図画を授 くる

にはなるべ く他の教科目において授けた

る物体及び児童の日常目撃せる物体中に

つきて之を画かしめ兼ねて清潔を好み綿

密を尚うの習慣を養わんことに注意すべ

し(ln)0

当時､民政総務局学務課長だった持地六三朗は､教

育実施のために周到な計画を作成 した｡その教育政策

は民衆の風俗や労働状況､教育程度にのっとって制定

されたものである｡従来の公学校の設立が地方庁の許

可が必要であったのを総督府の認可に変更し､教育レ

ベルの向上など地方教育を弾力を持ったものにした｡

また学校図画教育の内容を認定 し､公学校の美術教育

の規範をより明確にした｡図画学習という学科を増設

するのを許可されたのは8年制の公学校だけであった｡

すでに公学校の学制には新しい課程が制定されており､

8年制の学校が公学校において唯一､図画学習の教育

をする場となったのである｡

台湾の教育改革以降､8年制公学校は台北2校 (艦

柵､大稲埋)､桃園 1校､新竹 1校､台中2校 (台中､

彰化)､素養1校､台南2校 (第1公学校､第2公学夜)

の計9校であった｡6年制公学校は計84校､4年制公

学校は計77校､分校は48校であった (‖)｡

これが当時の台湾における公学校の教育施設の状況

である｡学制系統は混乱し､弊害が多かった｡1912年

(明治45年) 1月20日､長年にわたる実際の経験をもと

に､同年11月28日､各地から意見を募集し､大正元年､

公学校規則の改正 (府令第40号)を発布した｡

重要な条文は次のようなものがある｡

台湾公学校規則

第-章 総則

第-条 公学校は本島人の児童に国語を教え徳育

を施 して国民たる性格を養成し並びに身

体の発達に留意 して生活に必須なる普通

の知識技能を授 くるをもって本旨とす｡

第二条 公学校の修業年限は6カ年とす｡但 し土

地の状況に依 り4カ年と為すことを得｡

第三粂 修業年限6カ年の公学校の教科目は修身､

国語､算術､漢文､理科､手工及び図画､

農業､商業､唱歌､体操､裁縫及び家事

とし農業､商業はその 1科目を男児に課

し裁縫及び家事は女児に課す｡土地の状

況に依 り漢文､唱歌､裁縫及び家事の 1

科目は数科目､農業､商業のうちその 1

科目を欠くことを得｡

第三章 教則

第二十三条 手工及び図画は簡易なる物品を製作 し

通常の形態を描写するの技能を得 しめ､

勤労を尚うの習慣及び美感を養うをもっ

て要旨とす｡図画は臨画､写生画､考案

画などを交え課すべ し｡土地の状況に依

りては簡易なる幾何画を授 くることを得｡

手工及び図画を授 くるにはなるべ く他の

教科目において授けたる物体及び日常見

聞せる事物中に就きて之を製作描写せ し

めまた用具の使用保存方に注意せしめん

ことを要す｡

第九章 入学､在学､及び退学

第八十六条 公学校に入学することを得べき児童は
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滴七才以上12才以下とす｡但し特別の事

情あるときは学校長において庁長の認可

を受け12才以上の者を入学せしむること

を得 (12).

以上に示したように､この教育令の改正については､

従来の緊急事態という理由を排除し､混乱した学制に

ついて慎重に検討され､より明らかに図画教育や工作

の授業を革新することを指示している｡この改正は公

学校の図画教育と工作が選択科目から必修科目になる

ことを促 し､また図画教育が確立した時代の到来を告

げるものでもあった｡

子供は当時､公学校でさまざまな方面の学習を受け

る機会が得られるようになり､同時に美術の基礎や興

味の育成も可能になった｡このため公学校では図画教

育や工作 (工芸)の科目を設置し､美術の発展を支え

た｡

1905年 (明治38年)国語学校改正令 (府令第91号)

によって､公学校女子部の本島学制の養成規定に図画

教育などを含む技芸科が設置された(13)｡日本人の台湾

統治開始後､それまで漢民族の男尊女卑の思想で女子

の就学のチャンスが少なかったが､この改正令で女子

教育が向上し､纏足の束縛から解放されて､島民の風

俗習慣の改変に大きく貢献した｡初期の女流芸術家陳

進はその一例である｡

台湾で日本人の子供が通っていた学校は､高等小学

校 (専用学校)と呼ばれていた｡1897年 (明治30年)

6月26日に発布された条文 (府令第27号)で､第-条､

第二条､第三条､第十五条を準則として､図画教育が

実施された｡ここから3年間の日台同校学制が終わり､

人種分離主義が台頭し､不平等教育が次第に形成され

ていった｡1907年 (明治40年)に比べ､公学校本島人

の規定は10年あまりも早かった｡日本帝国政府の台湾

統治の初め､島民の各民族への教育政策は､住民を三

つのレベルに分け､教育内容､レベルや設備にそれぞ

れ差異化を行ったのである｡例えば､行政区分でも､

漢民族は台湾総督府民政局学務課で管理しており､先

住民は台湾総督府警察本署警務課の管理下にあったこ

となどが挙げられる｡

5 先住民の図画教育

台湾先住民の教育は､明､活時代から実施されてい

たが､重視されることはなく､いつも差別を受けてき

た｡日本統治時代､改善はされたが､日本人の小学校

や漢民族の公学校に比べれば､やはりひどいものであ

った｡図画や唱歌､遊戯などの教材といった教科書や

読本は警務局の編纂で､修身科目や算術は参考程度に

教えられたに過ぎない｡教員の雇用は警察官が中心で､

日本の僧侶などでも授業を担当でき､漢文課程は免除

されていた｡

日本は受けた教育の程度に応じて､先住民を ｢生蕃｣

と ｢熟蕃｣に分けた｡1923年 (大正12年)､摂政官の裕

仁親王 (後昭和天皇)が台湾を訪れた時､先住民に

｢高砂族｣という呼称を与えると､その後これが広く使

われるようになった(14)｡

第二次世界大戦以降､国民党政府が台湾に移ると､

その呼び方が ｢高砂族｣から ｢山地人｣になり､｢高山

族｣､｢平地山胞｣と変わった｡これらの呼び方から見

ても､先住民への人種的差別はまだ存在していること

が判る｡

先住民教育については､1914年 (大正3年)4月18

日､蕃人公学校規定 (府令第30号)が公布された｡主

な条文は次のようなものである｡

(二) 修業年限4カ年とあったのを蕃社の状況に依

り､3カ年となし得る事にした｡

(≡) 加設科目であった農業､手工､裁縫 ､家事に

関する卑近な事項を､実科と称する1科目と

し､唱歌と共に必須科目とした｡

(五) 従来入学年令 7歳以上とあるを､蕃童は青の

状況に鑑み8才以上とした｡

蕃人公学校規則

第一条 蕃人公学校は蕃人に徳育を施し国語を教え

生活に必須なる知識技能を授け国風に化せ
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しむるをもって本旨とす｡

第四条 教科目は修身､国語､算術及び実科とす(■5)0

先住民教育の内容を漢民族の公学校と比較すると､

先住民の規定が大雑把であることが判る｡初めて設置

された番人国語伝習所の管理は､民政局殖産部に属 し

ており､実際の待遇も異なっていた｡日本人は島民教

育実施に際し､1897年 (明治13年)4月､撫墾署長会

議の席で､蕃人子弟の教育諮問を出したが､そこでは

徳を優先し､知はその次とすべきだとしている(16'｡

山間部は交通が不便だったため､各地に蕃務官吏駐

在所が設置され､警察官の管理のもと､特殊教育事業

として､いわゆる ｢蕃董教育｣が実施された｡

1919年 (大正8年)10月29日田健治郎が初の文官総

督に就任 し､台湾教育に対する施政方針を発表 した｡

日台の共学教育の利害を調査 したのち､1922年 (大正

11年)2月6日､新台湾教育令 (勤令第20号)を発布

した｡これは島民群集の不満を緩和するために出され

た画期的な改革であった()7)0

田総督は台湾教育令をさらに進めて､内地人と台湾

人の教育上の差別をなくすべきであり､初等教育から

大学教育までの整った教育制度を制定すべきだと考え

た｡田健治郎は施政方針の訓示で､台湾植民地の特殊

性を否定し､内地主義の新教育を用いることを主張し

た｡同化主義政策の到来である｡

台湾教育令の改正が発布された1922年 (大正11年)

2月は､台湾では民衆がさまざまな抗議運動を行い､

多くの論調がとびだし､激しい政治要求運動が展開さ

れるという状況にあった｡

この政治要求の最初は､1918年 (大正7年)六三方

案の撤廃要求である｡大正10年10月17日､台湾人が組

織した政治団体 ｢台湾文化協会｣が正式に設立され､

林献堂が総理となった (.8).

当時の不平等な教育に対し､島民のあるべき地位の

獲得､例えば参政権や台湾議会設置の請願運動などか

繰り広げられた｡民族､政治意識の台頭などが最も盛

りあがりを見せた象徴的な時代である｡台湾人民の政

治意識を啓蒙し､本島人の地位の向上を目指し､教育

の機会の平等､参政権の獲得なとが､文化協会の進め

た要求運動の内容である｡

新台湾教育令の発布後､内地と台湾の融合政策によ

って､台湾島民の教育制度や内容が向上 した｡内台共

学の到来によって学校の設立が増え､されに内地人の

学校制度と完全に同じくしたため､台湾の教育レベル

を引き上げることになった｡

だが､新台湾教育令の内容では､共学制は内地人や

漢民族にのみ適用されることなっており､先住民の教

育問題については､先住民を ｢生者｣と ｢熟蕃｣に分

け､差別のある不平等教育を行っていた｡教育内容の

改善と先住民教育政策については､完全に軽視されて

おり､｢棄民｣や ｢難民｣のような待遇であった｡

1928年 (昭和 3年) 1月総務長官の公告 (督警第174

号)が発布され､教育所が制定した新 しい教育準則に

よって､従来の教育準則か完全に廃止された｡この重

要な条文には以下のようなものがある｡

第一章 総則

第-条 国語または台湾語を常用せざる子弟を教育

するため警察官吏駐在所または同派出所に

教育所を置くことを得｡

第四条 教育所を廃ししたるときは州知事または庁

長はその事由､年月日及び児童の?置方法

を具し台湾総督に報告すべし｡

第三章 修業年限､教科目､教則及び教科用図書

第八条 教育所の修業年限は四年とす｡教科目修身

は国語､算術､図画､唱歌､体操及び実科

とす｡実科は農業､手工及び裁縫に分けて

その一種または二種を課 し裁縫は之を女児

に課す｡

第十三条 図画は通常の形態を描 くの能を得しめ兼

ねて美感を養うをもって要旨とす｡図画は

なるべ く児童の日常目?せる事物を選び写

生画を主とし適宜臨画を交え課すべし｡

51



｢地域研究｣4号 2008年3月 (甘 衰｢)

図画を授 くるには形態を看取して正しく之

を措かしめかつ意匠を練らしめ兼ねて清潔

を好み綿密を尚うの習慣を養わんことに注

意すべし(.9)｡

これが先住民に制定された図画教育､工作の授業の

内容である｡絵を学ぶことは内地人に比べ31年遅 く

(明治30年台湾総督府国語学校)､漢民族に比べ21年遅

い (明治40年公学校規則改正令)｡

台湾の図書館には､1935年 (昭和10年)3月1日､

台湾総督府教育所警務局が発行した先住民図書帖が所

蔵されている｡

1-4年生の教師用の図画帖の編纂所の描写がある｡

以下詳細な説明と教師の指導参考の要点である｡

総記

(1) 本図画帖は､蕃人の実際の生活考察から取材し

たものと言えるが､おおむね文部省尊行の 『小学

図画』を参考に､いく編集を加えたものである｡

(2) 本図画帖は児童の観察力､表現､鑑賞の能力を

育成 し､その生活を拡張することを要旨として

いる｡

(3) 本図画帖は蕃童ことっては､もっとも完壁に国

民性を養うものであり､もっともよい教材であ

り､児童の才能を自由に発揮させるものである｡

(略)(20)

現在､植民地時代の台湾で発見されたものでは､先

住民の図画教育についての記載で､内容がよくそろっ

ており詳細な図画帖であろう｡

内地人向けや漢民族向けのものと比べると､先住民

の図画教育用の図画帖は内容が簡単で､対象とするも

のも実際的で利 りやすい｡ほとんどが先住民の日常接

しているもの､例えば風景や動物､植物､装飾品など

で､先住民の身近なところから資料を集め作成したも

のである｡

作成や編集の方向としては､先住民の好みを中心に､

興味を持たせるようのしてある｡まず簡単な点や線､

面などから始め､図案､形状､色彩､明暗のコントテ

ス トなど創造力を発揮させ､自由に創意を伝えられる

よう､写生画や図案を取 り入れている｡先住民の風俗

郷土を代表する実用的な図画教科書である｡

日本による台湾統治開始から､教育実施の面で特に

台湾の各民族にあった図画教育を施すようになるまで､

32年の歳月がかかった｡督警第174号の条文が発布され

たことで､台湾島民の美術教育と図画教育の実施はつ

いに完成したのである｡

6 おわりに

日本による台湾の植民統治は半世紀年に及んだ｡こ

の間に､日本政府及び台湾総督府は､台湾を有力な植

民地として開発･運営した｡そのなかで､所謂植民地教

育を徹底して施し､形式上は台湾の ｢近代化｣を結果し

た｡台湾の早期学校教育は､まさに差別主義であった

ことである｡台湾在住民を日本人､本島人 (福建人･客

家人)､蕃人 (先住民)と､三等式に分別した｡伊揮修二

が提出した ｢有用学術｣の教育理想は､部分的に漢文

を排除し､｢図画教育｣に差し替えることであった｡

日本統治時代の台湾教育学制は､ほぼ内地教育制度

を植民地型に改編 したものであり､明治維新早期の教

育家であった伊津修二主導の下で植民地台湾の教育学

制を制定し､厳格と柔軟とを併せ持つ ｢混合主義｣ と

いう日本語と漢文を用いた妥協的な学制を敷いた｡

本論文は歴史的文献を多数列挙 し､日本統治時代の

教育方式の状態を明らかにすることにより､日本人が

植民地台湾で施行 した教育学制の内容や､西洋式新学

制採用の成功､図画教育と手工教育早期採用などは､

台湾において近代西洋美術-の扉を開くと同時に､東

洋美術の再評価にも結びついたことを明らかにした｡

在台日本人による西洋美術の紹介や､展覧会開催によ

る近代芸術の啓蒙により､台湾人に西洋 ･東洋美術の

理解を深め､当時の前衛的な西洋 ･印象派をも受け入

れる土壌をも創 り出していた本質的かつ実践的な事実

を浮き彫 りにした｡
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注 (ll) 同上 286-288頁

(I) 前掲 F台湾教育沿革誌』教育大年表 台湾教育会編 青史社 (12) 同上 288-3)4頁

1892年 (13) r台湾初等教育の研剰 (上冊)卒園会 瑞和堂 1918年 429頁

(2) r剛 台湾教育全編 青史社 1892年 580-583頁 (14) r台湾線督刷 英昭堂 教育出版 1986年 95頁

(3) r台湾教育史｣ 吾野秀公 台湾日日新報 1927年 327頁 (15) 前掲 F台湾教育沿革副 473-474頁

(4) 同上 120-130頁 (16) 同上 482-483頁

(5) 前掲 r台湾教育沿革副 628-635頁 (17) F台湾初等教育の研剰 (上冊)李園会著 瑞和登 19)8年

(6) r黒版画画法手本j安東豊作 新高堂蔵版 1918年 卜 9頁 1036-1037頁

(7) 同上 (18) 同上

(8) 前掲 r台湾教育沿革割 教育大年表 223頁 (19) 前掲 r台湾教育沿革剖 490貫

(9) 同｢ 229頁 (20) ｢教師用図画帖J 台湾総督府警務局編 1935年

(10) 同上 278-279頁
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水彩ぷ家 石川飲 ･郎年代不明

)932年幾月桃甫<Sl>制作中

台渦線督府 水彩石川欽一郎 年代不明

朝日新聞社主催 ｢空戦美術展第 2回展｣

油盛<サヨンの鍾>1941年執月桃前作
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｢台村水彩必昏 ｣1927年立成大骨

｢左から三番目水彩讃家石川欽一郎

台滞彫塑家 ｢酋土水帝展出品J

1923年 8月27日<台帯El日新報>

古希教育書主催 r台村文術展｣記竹
1927年3月12日<台滞E]日新報>

台村人遼家 陳澄渡 ｢昇義の町外｣帝展入選

1926年 10月 12日<台村日日新報>
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循環型社会における ｢保存｣に関するノー ト

大洋 正治*

NoteaboutpreseⅣationandconseⅣationattherecyclingorientedsociety.

MasaharuOsawa

2006年度愛知大学中部地方産業研究所 ｢地域 ･産業 ･大学｣研究課題 ｢山村における ｢保存｣に関する研究｣におけ

る家の敷地の中にある倉に関する研究成果をふまえ､対称的に家の敷地の外に群倉 (ぼれぐら)が発達した沖縄地方を

比べながら､循環型社会にとって重要な ｢保存｣に関して､気づいたことをとりまとめた｡循環型社会研究の有力な手

がかりではないかと考えている｡

1.循環型社会における ｢保存｣への注目

1-1.循環型社会における循環

21世紀に入るとともに､これまでの大量生産､大量

消費､大量廃棄を基調とした社会に代わる循環型社会

の実現が期待され始めた｡

1994年に決定したわが国の第一次環境基本計画では､

超過負荷を回避 し､環境容量を上廻らない観点から､

大気､水､土壌､生物などの資源及び生態を保つため､

自然の循環に適合する経済活動､システムの重要性を

強調している｡以降､わが国では､循環型社会がクロ

ーズアップされるようになった｡循環型社会の考え方

は､ハーマン･デーレ-が主張する､(∋汚染の排出量

は環境の吸収能力を上廻るべきではない､(∋再生可能

な資源の消費はその再生ペースを上廻るべきではない､

③再生不能資源の消費はそれに代替する再生可能資源

が開発されるペースを上廻るべきではない､に源流を

求めることができる｡ハーマン･デーレ-の考え方で

重要なことは､循環のペース即ち時間をまもるモノの

消費ということである｡これまでに慣れ親しんできた

大量生産､大量消費､大量廃棄のペースを変えるとい

うことは､これまでに積み重ねた経験あるいは慣れの

重みに押しつぶされそうで､気が遠くなるほど難しい

ことである｡このためには､環境と人間というバイラ

テラルな関係だけではなく､時間を基準としている社

会､経済､文化､そして技術などすべての分野におこ

る変化が調整され､揃わないとそのチェンジオブペー

スは実現できないことである｡

しかしながら､残念ながら､わが国では､その難し

さに正面からぶつかろうとはしなかったのではないか

と推察する｡

2001年 1月から施行された循環型社会形成推進基本

法では､ゴールを環境負荷の低減と定めている｡その

実現のための方策として､天然自然資源の消費抑制と､

循環型資源 (注1)の循環的な利用､および廃棄物として

の適正な処分を求めている｡しかしながら､見定める

べきゴールに大きな自然の循環を刻む時間の流れを考

慮 しそこなっている｡従って､その方策は､いつすべ

きか､時間の指定が明確となっていない｡現在 ｢もっ

たいない｣､｢モノを大切に｣などの標語が流行 してい

るが､時間の止まった循環型社会論では歓迎されるか

もしれないが､循環のながれを考えると､それは人間

の腹時計中心であり､本当の循環型社会論としては焦

点がぼけてみえる｡

本来､循環型社会においては､このような時間を基

準として考えるだけではなく､地理的に､自然の循環

のどこで行動するかも重要となる｡即ち､時間軸と地

*愛知大学経済学部,osawa@vega.aichi-u.ac.jp
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理軸でわれわれ主体の位置を確認することが重要とな

ってくる｡自給自足､あるいは地産地消の独立型とし

て連想される循環型社会のイメージは狭い範囲に限定

されがちである｡そして､そのイメージは都市型では

なく､いわゆるローカル型となりがちである｡しかし

ながら､都市､非都市にかぎらず､われわれ主体が居

るその位置における自然循環との関係を考えて､はじ

めてその位置における環境容量が明らかになり､回避

すべき超過負荷がわかってくる｡

即ち､自然とわれわれ人間との関係を絶対的な関係

ではなく相対的な関係でとらえることが循環型社会で

は重要なことである｡即ち､循環型社会の経験は都市､

非都市どこでも参考になるはずである｡

循環型社会形成推進基本法の重要性として､Reduce､

Reuse､Recycleの優先順位を決めていることが一般的

に指摘されるが､順位に対 して､時間の概念､地域の

特徴が入っていないことに気づくのではないかと思わ

れる｡私は､時間によって､その地域性によってその

順位は変わるはずだと考えている｡

また､世間で､循環型社会に対 して環境の視点がこ

とさら強調されすぎていることも私が批判したいとこ

ろである｡環境の視点をゴールに忘れないことには賛

成するが､その施策において､環境以外の視点に配慮

することも重要である｡

先に述べた時間軸､地理軸への配慮とともに､環境

だけことさら特別視するタテ割 り的思考ではなく､総

合的なバランスの配慮のもとで環境を考えることによ

って､私は循環型社会に正面から対座 したと認めたい

と考えている｡つまり､循環型社会の実現は､社会､

経済さらには文化の変革を伴うことが求められる｡

元来､経済学では､廃棄物の排出により発生する環

境問題も含めて環境問題の本質は､外部性にあると考

えている｡外部性の外部とは何か｡他の環境以外のこ

とも含めて何でもすべてが外部となることを考えなけ

ればならない｡環境対策とは､環境被害に関して被害

者に補填すればよいのではない｡社会構造､システム

に与える外部性にも配慮する必要がある｡環境問題の

本質が外部性にあるということは､環境問題は環境だ

けではなく､別の存在に目を向け､別の存在と環境と

の結びつきおよび相乗的影響を考えることが重要であ

ることを意味 している｡環境以外への思いやりが環境

問題を真剣にかんがえることだと考えてもよい｡

ところで､経済学では､外部性について､さらに､

外部経済と外部不経済に分類している｡千葉大学経済

学部の倉阪秀史は､『エコロジカルな経済学』(ちくま

新書)のなかで､外部不経済については ｢はた迷惑｣

という言葉で説明している｡とかく知らず知らずに外

部性が発生するプロセス､及び加害者､被害者双方の

当事者の気拝をよく表現した絶妙な説明だと思ってい

る｡一般的に､循環型社会に関連して環境問題の外部

性を考える場合､外部不経済への指摘が多いように見

受けられる｡もしも､環境以外に視野を拡大するなら

ば､外部不経済のみならず､もう少し､外部経済も兄

い出すことができると思われる｡環境対策は､他-及

ぼす相乗的な効果と相殺的な効果を上手に利用し､気

をつけることである｡そのためには､複眼的な思考が

重要となる｡

以上､批判的な私の循環型社会論をふまえ､積極的

に検討すべきことを指摘するならば､経済､社会シス

テムの地理感覚を身につけること､時間割り (タイム

スケジュール)の設定とその総合化ということになる｡

この検討が進めば､社会､経済が必要としでいるモ

ノの価値はロケーションの違いによる時差､あるいは

同じロケーションでも､時間とともに変ることに気づ

き､その価値とその外部性を総合的に考えながら､モ

ノをどのように使っていくべきか､扱って行 くべきか

答が明らかになって行く｡

例えば､現在､わが国のどの地域でも自治体がゴミ

を回収､処理している｡その回収者はなぜ決められた

時だけ､定められた場所のゴミしか回収しないのだろ

うか､また公道の清掃は別の車が行っている｡ ドイツ

では､廃棄物回収の車が廃棄物を回収しながら除雪を

行っている｡わが国のゴミ回収では､廃棄物の通常の

量と自治体自身の都合によって､そのカレンダー及び
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回収車の大きさ ･種類の合理性が重要となっている｡

わが国では､自治体の廃棄物焼却場の多 くにおいて､

稼働率が低い現実がある｡即ち､設備が余剰気味であ

る｡このことから､経済的合理性を求めて､ゴミ減量

化に急ブレーキがかかる恐れがある｡私は､むしろ､

設備の稼働率を高める観点と自然循環との関係から､

廃棄物の革新的かつ総合的思考即ち､改めて廃棄物と

は何か､3Rの固定的順位に柔軟性を与える見直しが

必要だと考える｡

このような総合性に留意しつつ､次に､循環型社会

における私たちの経済に焦点をあてる｡これまでの社

会経済では､経済のながれの基本はカネの循環である

と考えられてきた｡ しかしながら､循環型社会では､

資源が時間の流れにそい移動し､どのように地理的に

移動しているかも考え､カネのながれと資源の移動の

相互調整をはかることが要請される｡カネは､紙幣を

運ばなくとも､カネによる価値を動かすことはできる｡

しかしながら､資源即ちモノはモノを動かさずにその

価値だけを動かすことは難しい｡カネは銀行に預ける

ことができるが､モノのなかには保存が効 くモノと効

かないモノがある｡このため､モノにまつわる情報流

通の高度化､交通の発達によるモノの移動の普及､流

通の普及､あるいはモノを占有する所有欲の見直し等

の進展により資源 (モノ)の移動を調整することが重

要となる｡

ところで､これまでの大量生産､大量消費､大量廃

棄の時代では､限られた資源の配分をめぐる課題に取

り組む ｢不足を心配しながら満足な状態を求める経済

学｣が主要な経済学テーマであったとするならば､循

環型社会では､資源即ちモノをいかに円滑に､滞るこ

となく循環させるかが重要な課題となり､各断面をみ

るならば､フローとともにフローに適合 しないで不本

意にも蓄積するス トックあるいはス トックされるス ト

レスを気にする､いわば､｢混雑や余剰を心配する経済

学｣が主要な経済学テーマとなる｡｢混雑や余剰を心配

する経済学｣において､循環するモノがどうス トック

されるのかの他に､そのモノの質的そして価値の変化

に影響する循環の時間も重要となる｡これまでのカネ

の循環では､時間の概念は､金利､償却などであるが､

一元的にカネの基準をもって統一してきた｡循環型社

会では､ここのところを簡単に考えるわけには行かな

い｡現代社会は､社会経済の発展の利益をえながら､

限られた人間の寿命の範囲のなかで､常に､われわれ

は身勝手に急 ぐあまり､資源が循環する時間を人間自

らが早めようとしたり､あるいは都合の良いように､

遅らせようとする傾向がある｡循環のペースの人工的

コントロールは決して単純で容易ではない｡そのため

には､わざわざ追加的なエネルギーや資源を投入しな

ければならないことは当然のことである｡自然の循環

ペースに従うことをメインに考えるならば､その方が

エネルギーや資源をかなり節約できると推察できるは

ずなのに､皮肉にも､循環型社会を目指 しながら､資

源､エネルギーの消費を増や してしまう恐れがある｡

循環型社会を考えるならば､｢混雑と余剰を心配する経

済学｣では､従来の､カネのながれにおける取 り引き

に加えて､モノのながれにおける距離と時間を考慮 し

た取 り引きさらに､モノの移動を介して人間同士とく

に離れたところにいる人間同士､あるいは人間と環境

がお互いに時間を調整 し､時間の取 り引きをすること

も考えなければならない｡

そのためには､カネでむずばれていた以上に､人間

同士が信頼 し合い､お互いの責任を尊び､認め合い､

共有することができることが必要である｡

1-2.循環型社会における ｢保存｣

このような循環型社会において､実際には､私たち

の暮らしはどのようになるか､暮らしをまもり､支え

るルール､制度はどのようになるか｡このような課題

を考えるにあたり､いくつかの鍵となる行動に注目す

ることが大切になる｡これらの行動は､これまでの大

量生産､大量消費､大量廃棄の時代にも普及していた

行動であるが､それらの行動は多様なインターフェー

スをもつことから､外部性を考える際には重要である｡

鍵となる行動の様式を見直すことにより､循環型社会
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に相応しい社会の枠組みが見えてくると思われる｡

その行動とは､これまでに説明してきた循環型社会

の特徴から､モノに対する人間の係わり方について､

距離並びに時間を制御するための行動である｡また､

これらの行動は､周辺で､あるいは直接的にそれぞれ

の行動に変化をもたらす技術の発達を伴い､変化が現

実的に起こりうる潜在性が高まっているために､注目

しなければならない｡

私は､以下の行動を見直すことが循環型社会にとっ

て大切だと考える｡

(1) 多様な取 り引き

経済の基本となる取 り引きについて､単にモノと

カネの取 り引きだけではなく､時間を考慮する多様

性が求められてくる｡このためには､時間の経過及

び距椎による価値の違い､あるいはその価値の違い

を保証する情報をからめた取り引きに注目すべきで

ある｡とくに､情報の技術変化に連動する金融技術

の変化を背景として考察すべきである｡

(2)分解と合成

モノは分解することも､合成することもできる場

合が多い｡分解と合成によって､モノの寿命は変化

し､価値も変化する｡分解と合成によってモノの寿

命や価値をコントロールすることも可能である｡し

かしながら､そのためにはコストが発生し､ためら

う場合も多い｡分解と合成の技術進歩とともに､循

環型社会ではその分解と合成を自然循環との係わり

からどのようなタイミングで､どこで､どのように

行うか､または分解と合成をどのように使い分ける

かに注目することが大切となる｡どのように､分解

と合成するかによって､後述する移動と保存の選択

に影響を及ぼす｡

(3)情報

情報技術及びシステムの発展を背景として､情報

が人間の判断能力と予測能力を高める｡この情報の

効果を循環型社会へ適用することが求められる｡と

くに､時間､距離とモノの管理への寄与が期待され

る｡ただし､情報は距離､時間により有効性が異な

り､そのものの管理も重要な課題であり､そもそも､

情報はだれがもつべきか､だれもがもたぎるべきか

の判定も重要である｡

(4)共有

モノに対する人間の係わりについては､かつては

共有であったが､私有が普及し､所得の拡大に寄与

した｡しかしながら､その後､人間の信用形成と情

報の技術の発達によって､共有の合理性が再び見直

されてきた｡共有とは､モノを共に所有するととも

に､モノに係わる時間をシェアすることでもあるこ

とに注目する｡また､所有する者とモノとの距離に

加えて､共同者間の距離も重要である｡共有はモノ

に対する複数の人間の係わり方であるが､複雑なだ

けに､様々な問題を引き起こす｡

(5)移動

循環型社会の地理軸では､重要な行動はモノの移

動である｡モノを移動することのコスト､および移

動の価値をモノの価値に連動させることが重要とな

ってくる｡この場合､モノを移動させることと､さ

せないことの比較とともに､モノではなく人間が移

動することとの比較も重要となってくる｡とくに､

輸送技術､輸送効率技術の向上を背景として考察す

べきである｡

(6)保存

循環型社会の時間軸では､重要な行動はモノの保

存である｡モノに対する人間の係わる時間を制御で

きるのは､保存という行動である｡しかしながら､

そのためには設備投資及びメインテナンスのコスト

が発生する｡循環型社会にとって最適な時間とコス

トのバランスを求めて､保存を考えることが必要で

ある｡また､時間とともにモノの質的変化がおき､

モノの価値が変わる｡時間とコストのバランスにつ

いては､その変化に対 しても考慮する必要がある｡

最適なバランスに対応する保存技術と保存のロケー

ションを選択し､保存を考えることが必要である｡

今回は､循環型社会を目指すために注目すべき行動
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のなかから､｢保存｣に焦点をあてて､検討した｡｢保

存｣は大量生産､大量消費､大量廃棄の時代から様々

な工夫がなされていた行動であり､保存のための施設

(Facility)にも多く投資され､つくられてきた｡

保存するための施設 (Facility)と保存されるモノと

の関係は気候条件など地域性に左右され､ロケーショ

ンの問題も提起する｡また､その施設 (Facility)も､

モノでできている｡従って､｢保存｣の問題は､保存さ

れるモノと保存するためのモノの二つのモノに関する

問題を考えなければならないことになる｡

循環型社会時代の保存を考える場合に､前時代から

のFacilityを引き継いでいることを忘れてはならない｡

これまでの保存のためのFacilityを上手に活用するか､

活用できなければスクラップした上で新たな保存をビ

ルドしなければならない｡スクラップしなければ､不

要物がそのまま存在しているだけである｡そのFacility

が立地している土地も有効活用できない｡これまでの

保存するFacili【yとシステムが大量生産､大量消費､大

量廃棄の量的規模にあわせてつくられ､余剰を生み出

している現実が循環型社会が進展するにつれて明らか

になって行く｡この事実が循環型社会の保存を考える

ために重要なこととなる｡既存のFacility､経験を活用

できることが良いように思えるが､何もない方が新 し

いことを考える上では容易である場面も多い｡

保存の効果は､経過する時間に対 して､モノの質お

よび質に依存 している価値ないし寿命を自由にコント

ロールすることである｡その性質を活かして､自然の

循環に対するモノが与える環境負荷を軽減することが

期待される｡モノの質を維持することも意図的に変化

させることも期待できる｡循環型社会にとって､保存

は重要な役割をはたす｡

保存のためには､モノとFacilityがあれば良いのでは

ない｡大切なことはモノとFacilityの関係がどうなって

いるかである｡この関係に注意して考えると､保存の

ためのFacilityは何も追加的に投資し､新 しく設けるだ

けが方策ではなく､既存のFacilityの新しい活用を考え

ることも有力な方策となりうることが考えられる｡保

存のためのFacilityを物理的設備の面として考えるとと

もに､そのFunctionの面からも考えなければならない｡

以降､Facilityという言葉は､保存のための入れ物の

器そのものを表現したい｡パッケージという言葉は入

れ物の器のもつFunctionを表現したいとの意をくんでほ

しい｡

モノは保存 しないと､遅かれ早かれ､様々な変化を

引き起こす｡ただし､モノが保存されるとその変化が

制御されることになる｡モノの価値あるいは寿命もパ

ッケージ次第ということになる｡モノに対 して､弱い

パッケージ､小さすぎるパッケージでは寿命は短 くな

る｡モノの価値あるいは寿命を知るためには､モノ自

体を見ることよりもモノとそれを包むパッケージの関

係をみるべきである｡モノの寿命は､モノとパッケー

ジの関係を分析することによって予測することができ

る｡この予測ということも､タイムスケジュールが重

要となる循環型社会では大切なことである｡一方､パ

ッケージがモノに対して大きすぎると､他のモノをそ

のパッケージに収容する工夫もできる｡この場合､混

雑状態を招かないように､モノとモノの組み合わせを

調整することが要請される｡その要請は､モノとモノ

の構造を調整するだけではなく､パッケージされる時

間を調整すること､保存によるリスクも調整すること

が大切になる｡この調整の結果に従って､保存のコス

トはシェアされるべきである｡

また､モノとパッケージの関係は､気候､気温など

その自然環境によっても大きく左右される｡即ち､保

存は地域性によって異なるということになる｡この地

域性は自然環境だけではなく､人文環境である風土な

いし文化にも基づく｡私は､モノとパッケージの関係

は､このような地域性との関係も含めて考えなければ

ならないと考えている｡この地域性をエアと私は呼ん

でいる｡モノとパッケージとエアの関係が循環型社会

にとって重要と考えている｡モノ､パッケージ､エア

それぞれ独立して完全性を求める価値観は大量生産､

大量消費､大量廃棄の時代に終わっている｡

これまでも､モノの保存のために､パッケージ､そ
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してFacilityに関して､地域によって地域性の優位性の

利を活かし､また､克服するために､様々な工夫､知

恵などが経験されてきた｡その経験は､新たな技術を

組み合わせることによって､他の地域にも適合する可

能性があるので､循環型社会の保存を考えるにあたり､

この経験を分析 し､地域固有性を普遍化することが重

要である｡即ち､保存の考え方を地域に閉じ込めるべ

きではなく､他の地域と共有するオープンな雰囲気で

とられることが大切である｡

モノがどのようなパッケージに包まれ､そこのエア

がどのように流れているかが重要である｡その関係の

最適化をはかることが保存を考える上で重要である｡

最適な保存とは､自然環境との関係からモノの価値を

最大限に引き出すことである｡そして､循環型社会に

おいては､特定の地域に限定することだけではなく､

それぞれの地域の経験を社会全体に役立てることも重

要である｡このことによって､地域にあるモノの価値

は社会全体として､最大限に引き出されることになる｡

2.保存のFacilityとそのパッケージFunction一豊根村

の倉調査をふまえて

ここでは､具体的にどのようにモノを保存するのか

を考え､改めて保存の効果について考察する｡

これまでは､モノを保存するには､モノをまもるた

めのFacilityが必要であるとの考え方が広まっていた｡

Facilityの要件として､モノの質を維持する (モノの質

の変化を待つ場合もある)ための密閉性と安全性が求

められてきた｡これから言及する倉はその代表的なモ

ノでつくられたFacilityである｡

一方､自然環境はモノを保存するFacilityであるとの

考え方も継続 してきた｡考えてみれば自然循環自体､

種の保存を実現 してきた｡最大かつ最強のFacilityかも

知れない｡沖縄の保存は自然環境をFacilityとしてきた

と言える｡

今回は､モノでつ くられたFacilityと自然環境の

Facilityが単に､地域性に依存 していると結論をださず

に､保存という物理的な機能の他に､社会的にどのよ

うなFunctionの違いをもたらしているのか､違いがなけ

れば共通性があるのか考える｡このことによって､こ

れからの循環型社会にとって､最適な新たな保存シス

テムを導く手がかりを探したいと考えている｡

先ず､モノでつくられたFacilityとして､愛知県の山

村における倉調査 (大津正治による2006年度愛知大学

中部地方産業研究所 ｢地域 ･産業 ･大学｣研究課題

｢山村における ｢保存｣に関する研究｣)の結果から整

理することとする｡

｢山村における ｢保存｣に関する研究｣は､過疎が

進む典型的な山村である愛知県豊根村の暮らしの変化

と環境-与える負荷の関係を調べているうちに､数多

く見受けられた倉に関心をもつようになったのがきっ

かけで始めた｡生活様式の変化に伴い民家の構造に変

化が生じたにもかかわらず､倉をもつことに関しては､

依然として変化が生 じていないように思われた｡その

理由は､倉が豊根村の自然環境に依存しており､その

ために､ライフスタイルが変っても倉のFacilityが残っ

ているのではないかと推測した｡このことに分析を加

え､倉の新たな役割を兄いだすならば､現存する倉を

活かすことによって､循環型社会における保存の新た

なシステムに行きつくのではないかと思いをめぐらせ

た｡

2-1.豊根村の概要

豊根村は､愛知県の東北部に位置し､長野県､静岡

県に接している｡愛知県豊橋市から約60kmの地にある｡

気候は､年間平均気温が12度前後であり､面積の9割

が山林であり､典型的な山村である｡

大正時代には､豊かな山林資源である雑木がパルプ

材や製炭として活用され､養蚕とともに経済を支えて

いた｡これらの一次産品の交易を中心として信州三河

間の重要な交通経由地となっていた｡しかしながら､

昭和の時代には､林地において自然林から経済林への

転換を目指して､杉､桧､の植林 (人工林率8割､ほ

とんどが私有林)が促進されたものの､木材の不況な

どの影響を受け､また､電源地域となったために､豊

64



大洋正治 :循環型社会における ｢保存｣に関するノート

橋市への分村計画など集団離村が進んだ｡様々な農山

村救済施策がなされたにもかかわらず､わが国山村の

特徴である人口減少､高齢化が進むこととなった｡

平成17年11月27日に人口200名程度の富山村と合併 し

たが､平成18年10月末現在､人口1500名程度6(泊世帯規

模であり､高齢者比率が4割を越えている｡かつては

第一次産業就業者が就業者の3割を超えていたが､現

在では､2割を下廻っている状況である｡また､農家

数､耕地面積も減少しており､豊根村においては､林

業の衰退とともに農業も衰退 している｡人口減少率､

高齢者比率､財政力指数から新過疎法による過疎団体

となっている｡

平成17年の合併に際して､人口の少なかった旧富山

村は､地方税､消防防災､広報広聴､医療事務､社会

教育､コミュニティ施策などにおいでは旧豊根村の制

度を適用することとなったが､豊根村における人口減

少は､財政に苦しさを与え､公共サービスの縮小化を

もたらしている｡現在では､警察は設楽警察署の管下

にあり､労働基準監督署は豊橋市にあり､公共職業安

定所は新城市にあり､社会保険事務所は豊川市にあり､

登記所は新城市にあり､社会公共サービスの不便さが

募っている｡

合併以前の豊根村においては､小字などの集落規模
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豊根村位置図

単位 ｢組｣を集合させた4つの ｢区｣(下黒川 ･古臭区､

上黒川区､三沢区､坂宇場区)が実質的な自治組織と

して機能しており､村役場のある下黒川 ･古臭区を中

心として各区との間に村営バスが運行され､各区間の

交流に寄与 しているが､地理的にも離れていることか

ら､独立性が高い｡都市との交流も､三沢地区は長野

県飯田市とのつながりが強いが､他の地区は､愛知県

豊橋､豊川､新城などのつながりが強い｡

豊根村における ｢花祭 り｣は､固有の文化として継

承されており､現在でも､村の暮らしを精神的に支え

ているが､実際の ｢花祭 り｣は各区､各組によって維

持されてきている｡文化が地区間の独立性を煽いでい

ることも豊根村をみるときに留意する必要がある｡'iF-2)

2-2.豊根村の倉

山村である豊根村の地形から､豊根村の家屋は散在

し､各家屋の敷地は狭い｡敷地を広げるために石垣を

積むケースも多い｡

敷地内の建物は､母屋､納屋の他に隠居屋に加えて

倉が配置されているのが一般的であった｡母屋の構造

は､かつては入母屋茅茸が多かったが､明治以降には､

ソギ葺き､杉皮葺きなど切妻屋根も普及した｡

母屋の出入り口は､多 くの家が平入りであった｡壁

豊根村の各区
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は板壁が多く､土壁はまれであった｡板壁の材料は地

元産の杉が多く､この傾向から､倉も基本的に板壁が

基礎になったと考えられる｡

母屋の間取 りは､くい遠い型が主流であった｡内庭

(ドジ)は大戸を入ったところにある広い土間であり､

取 り入れ時には穀物の一次収容の場に使われたり､作

業場ともなった｡

土間と座敷の境には､冬の間にさつまいもを入れて

保存するイモムロが掘ってあった｡豊根村の気候を考

慮 した食保存の工夫である｡大きさは畳み 1､2枚分

程度で､深さ3､4尺程度であった｡また､土間に続

くカッテバは ドジに続 く一種の土間であり､料理用の

クド､ナガシ､物置などがあった｡現在では､ダイニ

ングキッチンとなっているところが多い｡

豊根村の家屋では､母屋 というパ ッケージの中は､

使い勝手の良いこのような間取 りで整理されている｡

さらに､寒冷に厳 しい豊根村の環境に適合する工夫も

なされている｡

一般的に､建物の外から内-､あるいは内から外へ､

熱は温度の高い方から低い方へ流れるが､建物の外皮

の熱抵抗が大きいならば､そのながれは緩やかになる｡

建物内外の温度差があって熱のながれが生 じても､熱

容量が大きければ温度の変化は遅い｡このことを利用

して室内の温度が調整されている｡また､建物の断熱､

機密に留意 し保温性を高めること､室内に蓄熱部位を

設けることの他､集熟窓は南向きにすること､庇をつ

けること､通風をはかることなどの工夫もなされてい

る｡

豊根村家屋の間取 りの他､板壁や深い庇など熱容量

の小さい部材などのエネルギー対策がなされたことを

指摘することができる｡

豊根村に多く散在する倉は､土塗りされているもの､

漆喰を塗り込められたもの､なまこ壁が施されたもの

と様々であるが､基本的には､板倉が主流であると判

断した｡地元産の杉などを使い､厚板に加工 し､それ

を積み上げた板倉である｡豊根村の個人が所有する倉

は､2-3Kの5坪程度の小型が標準化されていたが､

そのサイズに制約を与えている一つの要因として壁材

の長さがあったと思われる｡もっとも､なかには､壁

の中ほどに中柱を立てて部材を継ぎ足す工夫でサイズ

の制約を乗り越えた例もある｡

内側がほとんど厚い板倉の構造であることが認めら

れた｡また､土壁が剥がれ落ちた板倉､崩壊した倉で

は､倉の躯体にコマイのかわりにトンボまたはウグイ

スとして竹などを削った木杭が数多く打たれており､

それを支持体に屋根下から垂らされる縄と絡ませなが

ら土が塗られていた｡一見､土倉のようにみえるが実

態は板倉が多いと判断した｡

しかしながら､あくまで倉として機能をえるために､

土蔵に近づこうとした形跡は､歳の上部が土で塗られ

ていることで理解できる｡倉をハコとして耐火効果を

求めた置屋根と接続させるためであり､断熱効果を高

めるためであり､仮に､板倉であっても､経済的に余

裕が生まれれば､土塗り-進みたいという意向をもっ

ていたと思われる｡倉はまさに人々の暮らしとともに

成長するものである｡今回の調査でも､まだ倉は土倉

にするのが最初の目標であったが､いまだに完成して

いないとの説明を数箇所で受けた｡

一般的に､倉は耐火効果を求めるものと考えられて

いる｡その点から､土倉が好ましいが､板倉が選択さ

れた背景には､地理的条件から､赤土の調達が不利で

あり､天竜杉など資材が豊富に調達できたこと､倉の

目的が耐火及び防火よりも冬の寒さに対する対策ある

いは防湿にあったのではないかと推測できる｡

構造的に夏にその良さがあらわれる茅葺き型民家に

対 して､蔵づ くり型民家の特徴は､閉鎖的､遮熱､防

雨のための二重雨屋根､大きな熱容量の厚い土壁を多

用 していることであり､保温効果が高いことにその良

さがあらわれる｡

いずれにしても､季節による変化に対応するために､

補助的な手段としてエネルギーを投入することが求め

られる｡建築の設計と省エネルギーを組み合わせるこ

とが望まれる｡

豊根村の気候を考えると､蔵づくりの保温効果のメ
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リットを享受する期間は長く､その点で倉が普及した

といえる｡板倉である豊根村の倉は､豊根村の気候と

自然資源を活用した傑作といえる｡

豊根村にある倉のゾーニングについては以下の特徴

が認められた｡倉は母屋の別棟 となっている｡納屋､

便所など別棟の一棟であったと思われる｡ほとんどの

倉には下屋がついている｡開口部の雨避けが目的であ

るが､開口部のスペースは脱穀など農作業に使われて

いたとのことで､そのスペースは他の建物とのゾーニ

ング調整として理解すべきである｡

豊根村にある倉の内部を調査したところ､かつては､

蚕､タバコ､しいたけなど換金産物が主流の商業用倉

もあったが､ほとんどは生活用品を収める倉であった｡

一般的には､倉の 1階には米､穀類およびひっなど､

そして日用品が保存されており､2階には､衣類､寝

具などとともに冠婚葬祭用具が収められている｡

その収納状況から豊根村の倉の大きな目的は本来､

湿度管理および保温であると推察することができる｡

板倉が普及したことを裏付けている｡

現在､倉は､納屋の代替となっているケースが多い｡

メインテナンスコス トをかけていないこと､整理のた

めに必要な倉が ｢ランゴク｣(乱雑な状態)な置き場と

なっているからである｡生活様式の変化､電化製品の

普及など社会の変化の影響を倉は大きく受け､本来の

湿度管理および保温の要請は少なくなっている｡

豊根村の倉は､それほど古いものではなく､明治時

代以降に立てられたものが多いが､母屋が改造されて

も､倉はまだ使えるため､そのまま取 り残されたもの

が多い｡その結果､倉の敷地内におけるゾーニングの

変更によって倉の役割が変わってきている｡暮らしに

おけるシステムの一翼を担った倉から､暮らしとは分

離して､モノを押 し込めて､時間の経過を待つところ

に倉の役割は変化した｡

豊根村上黒川老平にある熊谷家住宅は昭和49年重要

文化財に指定された｡

熊谷家の歴史は18世紀に始まる｡以来､19代続いた

旧家である｡古 くは醸造業を営み､庄屋も勤め､この

地域においてリーダーシップを発揮した｡

熊谷家主屋の中の間の天井には養蚕用の開口が残っ

ている｡また､屋敷地の北にはこなし小屋と酒蔵が残

っており､醸造業を忍ばせている｡倉は､主屋前方南

側に穀倉と新倉が残っている｡

熊谷家の新倉でも､穀類以外の生活用品が収納され

ていた｡その構造は､以下のとおりである｡

土蔵造り2階建､桁行 5メートル､梁間4メートル､

切妻造､置屋根板茸､西面庇付｡ 1階は根太天井､2

階は化粧屋根裏､1階2階とも軸部柱毎に根太､2階

床根太を配り､床は板張りである｡

内部壁は､真壁漆喰塗 り､外部は大壁であり､垂木

(波形)､破風板を含め漆喰塗寵である｡東面､南面は

基礎石から高さ約1.6メー トルの水切り位置までなまこ

壁であり､西面は漆喰塗 り墨塗り仕上げである｡妻面

には鐘絵が施されている｡

屋根と倉本体との間には野地板上に杉皮茸の上に置

土が施されている｡

以下の図面は熊谷家より提供されたものである｡

豊根村においてこのような板倉が普及した理由には､

以上のような背景の他に､地産の資材を使い､地元の

職人の技によって組み立てられる自立型地域システム

が確立していたことがある｡豊根村村内に標準化され

た板倉づ くりには様々な工夫があり､経済システムに

おける生産機能及び技術基盤を担っていた｡とくに､

厚板の加工技術の進歩につれて部材の加工法には顕著

に工夫が施されるようになった｡隅部分の仕口の省略､
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水平方向にヌキや胴差 しの導入などである｡また､扉

に取 りつけられている大阪錠も豊根村村内では標準化

されており､これらの工夫には､地域システムが確立

されていた裏付けをみることができる｡

また､板倉であるということは組み立て分解が可能

な建築物であり､売買も可能である｡今回､調査 した

なかにも移設した倉であるとの説明を受けたものもあ

った｡経済的な豊かさに連れて倉は動 くものであると

の話も聞いた｡

北巨摩から上諏訪にかけての地域でも豊根村と同様

の倉をみかける｡この地域での特徴は､土倉を家がか

かえこんでいるようなつくりであり､抱き蔵とも､た

てぐるみとも呼んでいる｡

倉にとって屋根は雨よけである｡従って､母屋の屋

根がその役割をはたすことは合理的なことである｡ま

た､入庫も出庫も母屋のなかでできれば便利である｡

しかしながら､倉にとって重要なことは耐火である｡

もしも母屋で火災が発生したら大変である｡倉が別棟

になっているのは母屋から延焼をくいとめるとの理由

を考えると､たてぐるみは奇妙な発想である｡

たてぐるみのなかには､表面だけ倉をみせているが､

なかは倉ではないケースもある｡倉にはステータスの

機能があると考えると､たてぐるみでは十分に倉の役

割が果たされているといえる｡

一方､東北地方では､通常は､母屋にある座敷に倉

を持ち込んでいる｡蔵座敷である｡耐火性､通気性の

特徴よりもステータス機能の特徴が重視された例と考

えるべきだと思われる｡

蔵には鏡絵がよくある｡豊根村の重要文化財熊谷家

住宅の新倉にもみることができる｡普通の家屋が大工

を棟梁とした組織によってつくられるのに対して､倉

は左官を棟梁とした組織でつくられる｡そこで､左官

が自分の作品であることを記すために､自らの鎧さば

きでつくったレリーフが鎮絵である｡この鎧絵がステ

ータスとしての倉の特徴をさらに際立たせる効果とな

っている｡蔵造 りの家にも､たてぐるみの家にも鍍絵

をみることが多い｡

また､諏訪地方には､雀おどりと呼ばれる民家の棟

端飾 りがある｡屋根端部の坂をぶっ違いに交差させて､

そこに扇形や菱形など様々な形の細工を加えている｡

これもステータスの一種と考えることができる｡雀お

どりは､この地で倉をどのように考え､たてぐるみが

普及したのか理解するヒントを与えている｡

結論として､豊根村にある倉は､今回の調査におい

てその施設の設計､部材､使い方を分析 した結果､豊

根村の経済発展の歴史と自然環境との良くかみあった

工夫の歴史であると言いたい｡

また､豊根村でみかける倉は他の地方でみかける倉

よりも小型である特徴がある｡しかしながら､倉の建

設時期が経済的に余裕ができた時である傾向､道路か

ら見渡せる位置に配置されている傾向は､諏訪地方の

たてぐるみの影響を受けつつ､倉のステータスとして

の特徴が形成されたのではないかと考えられる｡

豊根村は､南信州を経て､諏訪地方とも交流が盛ん

であった｡豊根村の蚕は､三河へも流通したが､諏訪

地方へも運ばれた｡このため､豊根村の倉は諏訪地方

の影響を受けたと考えられる｡

ステータスは､物を通じて人間に精神的なよりどこ

ろをもたらし､個性を磨かせ､自立を促す｡そして､

それを誇示することに関しては様々な見方がある｡誇

示ということは他人との関係において生じることに注

目するならば､倉が新たな外部から来客者を迎える観

光資源としても認識できることになる｡
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豊根村における倉は､一般的な耐火､防火を目的と

していたのではなく､地域の気候を反映し､防寒､防

湿の機能に主たる目的を置いていた｡その防寒､防湿

の機能を昭和40年代に普及した家庭電化製品等に譲る

とともに､倉のFunctionが暮らしから分離し､個人の存

在を誇示するあるいはプライバシーを維持することに

移った｡つまり､倉のFunctionよりFacilityを重視するよ

うになった｡

倉と蔵の区別をはっきりさせた定義はないが､一般

的には､倉は生活用であり､Functionに重きを置いて使

われていることが多く､蔵は商業用であり､Functionと

ともにその規模から施設としてのFacilityに重きを置い

て使われている｡このことから､豊根村では倉の蔵化

が進んだといえる｡

2-3.豊根村の倉と沖縄高倉の比較

亜熱帯気候の沖縄におけるモノの保存で､最も重要

なことは防湿であるO豊根村の倉の目的と同じであるO

しかしながら､山村である豊根村の倉は保温も重要で

あるのに対して､沖縄では通風が重要となる｡従って､

沖縄の保存のFacilityは防火､耐火あるいは盗難対策の

目的と併立することは難しく､沖縄地方では､蔵ない

し倉はほとんどみない｡通気性をえるために自然の風

を利用して､自然環境を積極的に取 り入れることは､

自然と隔離しようとするモノでつくるFacilityではなく､

あたかも､自然環境自体がFacilityであるということに

なる｡

沖縄において､倉と比較すべき保存のFacilityは高倉

である｡しかしながら､現存する高倉は少ない｡少な

い高倉のうちの一つを名護市我部祖河 (旧羽地村)の

宮城家に見ることができる｡この高倉は県指定有形民

俗文化財である｡

高倉は､高床式で､屋根は寄棟で茅葺きである｡脚

柱は固い木4ないし6本である (我部祖河宮城家高倉

は9本)｡床組は柱の上部に平桁を渡し､根太を組んで

いる｡四方の壁は水平に近く､竹の網代で組むなど通

風に配慮している｡高床式にする狙いは防湿であるが､

その他に動物の新入を防ぐ榊3)狙いもある｡脚柱に丸

太を使用 して登 りにくくしたり､ねずみ返しと呼ばれ

る侵入防止の工夫がなされている｡

高倉は穀倉であり､稲の穂のまま保存 し､必要に応

じて脱穀していた｡豊根村の倉も基本的には穀倉であ

るが､保存する米の状態が異なっている｡

沖縄では､高倉を北中城の中村家 (国指定文化財)

でも見ることができるが､ここの高倉は､床の下部に

も板壁がある｡中村家は豪農の家であることから､沖

縄においても倉から蔵化の傾向､倉をステータスとし

て位置づけることが行われていたのではないかと注目

する｡

沖縄の高倉と豊根村の倉を比べると､共通 して穀倉

であるが､構造上､開放型と密閉型の違いが明らかで

ある｡また､関連して､米の保存状態も違っている｡

また､倉の構造上の違いは､沖縄､豊根村の社会構

造の違いにも関連している｡豊根村においては､各家

が比較的離れて独立的に建っていることもあり､倉が

各家屋の一部となり､ゾーニングが確立 し､個々の

家々の独立性が高かった｡そのために､Facilityである

倉は時代の変化､生活様式の変化によって､Functionが

変更されても､それは家の中での用途変更ですまされ､

また､家のステータスに結びついたまま､壊されず､

残された｡

しかしながら､沖縄の高倉は､当初は､家屋よりも

田畑の近 くに設置され､倉の共同使用形態も普及 して

いた｡

奄美大島大和村の群倉 (ほれぐら)は､各家の高倉

が特定の場所に集中して建てられていたことを伝えて

いる｡沖縄でも集落を構成する字の名称に蔵が使われ

ているところがあるが､かつて沖縄にも群倉が存在 し

ていたことを推察させる｡集落共同体の特色が濃い沖

縄の社会構造及び地割制度が倉の連携を導いていると

考えることができる｡倉の開放性と気密性の違いは単

に気候条件から選択された結果だけではなく､集落の

あり方即ち､人々の暮し方にも影響を受けた結果でも

ある｡
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もっとも､中村家の高倉のように､経済力の拡大に

伴い私有を誇示する傾向を沖縄でもみることができる｡

しかしながら､沖縄の社会構造から､けして倉のあり

方として主流ではないと思われる｡

豊根村の倉と沖縄の高倉を比較して､保存のFunCtion

には気密性と開放性があることを指摘 したが､保存シ

ステムというゴールからみれば､これらの性質は二つ

の異なったアプローチであり､一つの要因によって､

どちらかのアプローチが決められているわけではない｡

どちらのアプローチを選ぶか､あるいはその中間のア

プローチを考えるのかは､地域性､技術適用性の変化

などを保存対象時間とともに十分､考慮 し､柔軟に判

断すべきである｡

我部祖河宮城家高倉 (200793撮影)

2-4.沖縄における食の保存

高倉を通 じて､沖縄における保存は､人々と共有す

るという意味も含めて広い範囲に及び､開放的である

ことが理解できた｡広い範囲を対象として保存するこ

とを考えると､モノによってつくられるFacilityではな

く自然環境そのものがFacilityであるとの考え方に近づ

いている｡

沖縄､とくに､山原地方では､森が海を育てるとの

考え方や､風水説による計画的な風水村落などの特徴

があり､自然環境の中に自分たちを配置することを基

本としていたために､自然環境そのものをFacilityとす

る考え方に馴染んでいた｡

沖縄において､自然環境を利用した食保存が進んだ

のは､その良い例である｡豊根村においても､一種の

保存技術を活用 した金山寺味噌が名物となったり､秋

から春にかけて畑の土の中に山いもや里芋を埋める保

存方法､あるいは床下の冷気を利用するなど自然環境

を利用する食保存の工夫はある｡しかしながら､沖縄

においては､ほとんどの食材に､自然環境を利用する

工夫があると言ってもよい｡

沖縄では､豚は大切な食材である｡鳴き声以外はす

べて食べると言われているが､日持ちのしないモツな

どから食べる習慣はすでに自然環境の時のながれに順

応 した保存と考えることができる｡ス-チカー (塩漬

け)､アンダス- (油みそ)は豚肉の保存である｡水

の中で冷蔵保存 しない島豆腐も貴重であった水状況に

照らした保存の工夫である｡沖縄の食生活では昆布の

消費量が多い｡沖縄では昆布はとれないが､乾燥保存

食品として評価されていた｡

豊根村と沖縄では､当然､気候条件の違いから､自

然環境を利用する食保存の技術は違う｡しかしながら､

同じように自然豊かな条件下でも､モノでつくられた

Facilityを取り入れない沖縄において､自然環境を利用

した食保存が盛んであり､豊根村では､モノでつくら

れたFacilityに依存し､食の保存も自然環境を利用する

よりも､Facilityの中にいれて保存する傾向があったこ

とに注目したい｡

3.これからの保存システム

Facilityに依存する保存と､自然環境に保存する保存

は､社会的視野で考えると､前者は気密性が高い保存､

後者は開放性の高い保存となる｡さらに､気密性が高

いことは自主性の強化につながり､開放性の強化は共

有システムにつながっていると考えることができる｡

前者が山村豊根村であるとすれば､わが国における林

業経営が背景として浮かび､後者が沖縄であるとすれ

ば､島にあること､集落共同体､あるいは集落に住む

人々による協同組合で経営する共同売店が背景として

浮かぶ｡
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このように対称的な保存システムであるが､今後､

これらの保存システムがどうなるか検討 してみると､

従来型の保存システムが継承されるとは限らず､循環

型社会の枠組みのもと､お互いの要素を同時に取 り入

れる可能性も入れ替える可能性もある｡

Facilityに注目してみたい｡

豊根村では､過疎化の進展､社会環境の変化におい

てFacilltyの遊休化が進んでいる｡公共施設のように人

口の減少により､単に利用者が減少してFacilityが遊休

化しただけではなく､生活スタイルの変更､技術に進

歩､あるいは情報流通の進歩によって､個人のもつ

Facilityの遊休化も加速している｡豊根村の倉は､後者

によって事実上､遊休化していると言える｡本来であ

れば､諸々の変化に従い､Facilityも積極的かつ柔軟な

メインテナンスによって追随することができるはずで

あるが､追いつくことができずに遊休化する場合が多

い｡豊根村においては､スクラップ化の道を選ぶか､

さもなければ､ただ残すのであればFacilityが遊休化す

るだけではなくその中で混雑が生 じることを恐れなけ

ればならない｡エントロピーの増大を招 く｡Facililyの

新たなFunctionを探すことが重要である｡

一方､沖縄においては､生活のスタイル等諸々の変

化に対応するために､経済的合理性を求める観点から

も､Facilityの新設が求められる場合が多い｡しかしな

がら､米軍基地問題に関連して､突然のように､米軍

基地が残す大型なFacilityを迎え入れる生活に大転換を

はからなければならないことも将来､ある｡ここでも

Facilityに適合するFunctionを探す必要があり､Function

が問題となる｡

Facilityの余剰､Facilityの不足､いずれにしても､

Facilityをどのように利用 し､運営するかという問題を

抱えるという点で､共通な悩みと考えることができる｡

ハー ドからソフト-といわれて久しい｡ハコものの

設置に熱心であった自治体が､整備後Functionのあり

方に悩んでいた時もあったが､今や､地域格差解消の

ために､再び､Facility依存型経済社会に戻る可能性も

ある｡FacilityとFunctionの関係は古 くて新しい問題で

ある｡FunctionとFacilityは､同時に考える必要がある.

とくに､時間とともにFacilityは古 くなることを考えな

ければならない｡

循環型社会では､モノに依存するFacilityを追加的に

新設する前に､余剰のFacilityを有効に利用 し､稼働率

の低いFacilityのFunctionを改善することが重要となる｡

アイディアは現実にある｡対極にある概念の気密性､

開放性の融和を求めることである｡サービスの専門化､

標準化により､保存に関する責任の所在を明確にする｡

その結果､家の中にあるかつて倉がはた していた

Functionは倉がなくとも､専門化 した トランクルーム

に安心 して頼むことが､普及 している｡利用頻度の低

い図書の廃棄を避けるために､図書館のネットワーク

化､図書の共同保存システムであるデポジットライブ

ラリーが現れ始めている｡その地域の人しか利用でき

ず気密性が高かった図書館の共有化が始まったのであ

る｡この背景には情報システム技術の発達がある｡

保存されるモノを輸送コス トに配慮 しながら保存す

る場所を広げて探すことも重要である｡とくに､都市

と山村の関係から､都市において保存できないモノを

受け入れることも可能である｡その場合は､山村と都

市の共有化された保存システムが編み出されることに

なる｡気密性の高い保存の特徴を活かし､都市部にお

ける災害対策の引き受けなど｡このことは､他者を受

け入れる広域システムのもとに実現すると思われる

他､環境権の取 り引きに発展する可能性もある｡

責任の分担と共有を取 り入れた保存システムの改善

を通じて､モノが今まで以上に保存され,保存された

モノが適切に消費される｡そのためには､保存システ

ムの改善を受け入れる責任の分担と共有に基づく循環

型社会の社会基盤が整備される必要がある｡

4.最後に

本報告にあたり､多面にわたり協力をいただいた

(秩)アークポイントの寺島薫氏にこの紙面を借 りて感

謝の意を表したい｡
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注

(1) 循環型社会形成推進基本法では､動脈から静脈にステージ

を移したモノについて､有価であるか無価であるかを問わ

ず ｢廃棄物等｣と定義し､そのうち､有用なモノを ｢循環

資源｣と定義している｡

(2) 三沢区の山内での花祭りは2007年11月にその歴史を閉じた｡

従って､現在では下黒川 ･古臭区､上黒川区及び坂字場区

の花祭りのみ続いている｡

(3) 高倉は､沖縄の他に奄美でも普及している｡奄美の高倉は

沖縄の高倉に比べて､屋根の勾配が急であり､四方の壁が

ない高倉が多い｡
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生活行動能力と介護負担との関連について

大域 トモ子*･図書 和子**

TheRelationbetweenActivitiesofDailyLivingandCareglVer'sBurden

TomokoOshiroandKazukoKuniyoshi

本研究の目的は､介護保険制度における要介護度認定調査票の基本的構成要素である要介護者の生活行動能力 (ADL)

が介護者の負担度を反映しているかを検討することであった｡介護者の負担度を測定する尺度として､①介護における

困耗さ､(参介護を担う事によって生じた不満.不安､③介護意欲､④心身の消耗状態 (燃えつき感)､そして､⑤要介護

者への虐待的態度を用い､それぞれADLとの関連を分析 した｡沖縄県内の家族介護者を対象にアンケー ト調査をした

結果､①介護意欲以外の尺度とADLは有意な関連がなかった｡ そして②介護意欲では､要介護者のADLが低いほど介

護者はより意欲的であった｡一方､③介護の困難さと残 りの尺度との間で有意な相関値が得られた｡また､④介護場面で

実際困難と感じることは概 して身体介助を要するものではなかった｡そこで,要介護度認定調査票に､介護者の主観的

な介護負担を表す指標を入れることが提言された｡

キーワード:要介護度認定調査､生活行動能力､介護負担､家族介護者

目 的

要介護度認定調査票は､介護支援サービスを査定す

る事を目的としており､主に生活行動能力 (ADL)を基

軸とした身体の状態を問う項目と認知症状を問う項目

から構成されている｡つまり､高齢者の心身症状から

要介護度を算出し支援サービスの量が査定されること

になる｡これは､要介護度イコール介護者の負担度と

いう考えに基づくと思われる｡この仮定に従うならば､

例えば､ADLが低い寝たきりの高齢者を介護する事は

負担も大きくなるという事である｡実際､ADLに基づ

いた要介護度は介護者の負担を反映するのだろうか｡

従来のADLと介護負担との関連についての調査では､

ADLの低下と介護負担の関連性を認めた結果 (山岡,

1987;浅川ら,1999;武地ら,2006;日野ら,2006)

や､ADLによって主観的介護負担感に有意差はあるが

重回帰分析では説明変数にならなかったという結果

(緒方ら,2∝巾)がある一方､関連性がないという結果

(鷲尾ら,2005)もあり一致してない｡

また､｢燃えつき感｣を用いて介護負担を捉えた研究

では､ADLが燃えつき感の説明変数にならなかった

(服部ら,2001)0-万､介護負担が超過した結果起こ

ると思われる ｢要介護者-の虐待｣との関連では､｢寝

たきり｣と虐待の関連が指摘され (金子,1987;高崎,

1988)､要介護者の身体的自立度の低さは虐待の誘発要

因と考えられた (医療経済機構,2004)が,ADLが高い

者も虐待されており (高崎,1988;小野ら,2003),要

介護者の身体状態との関係で結果に不一致がみられた｡

このように､介護負担の捉え方もいくつかありADL

との関連が検討されている｡本調査では､介護者の適

応指標として5つの測度､｢介護生活の快適さ｣､｢介護

内容による困難さ｣､｢介護意欲｣､｢心身の消耗状態｣

(燃えつき感)､｢虐待への態度｣を用いADLと介護負担

との関連を検討することを目的とした｡

方 法

1.調査対象

沖縄県内の七つの市町村の家族介護者

2.調査手続き

社会福祉協議会､介護者の家族の会､在宅介護支援

*沖縄大学地域研究所特別研究員,903-0116西原町幸地37015-306,sumirearies@y6.dion.nejp
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センターや老健施設の協力を得て､｢老人介護者の生活

実態調査｣というアンケー ト調査を実施 した｡調査は

無記名で124人の回答を得た｡

3.調査票の構成

1)ADL(9項目)

9つの生活行動能力 (食事､入浴､歩行､聴力､

視力､話の理解､排椎､着脱､意思の伝達)につい

て､4件法 (例.一人で不自由なく食べられる～全

て介助してもらわないと食べられない)で行った｡

2)介護に伴う困難さについて (12項目)

認知症状や身体機能の低下によって生 じてくる介

護内容について､介護の困難さ (例.排桐や入浴の

世話についてどの程度困っているのか)を4件法で

訊ねた｡

3)介護生活の快適さについて (16項目)

早川 (1982)の ｢介護者の声｣を参考に作成され

た｡介護を始めて抱えた介護者の健康への不安､経

済的負担､諦めたこと等､介護生活で生 じた不安､

不満､困難さについて4件法で回答を求めた｡

4)介護意欲について (2項目)

｢介護にや りがいを感 じるか｣｢今後も介護をや

っていきたいか｣について4件法で回答を求めた｡

5)心身の消耗状態 (燃えつき感)について (15項目)

宗像ら (1994)が用いたpinesの "theBurnOut

Measure''を邦訳 した21項目から他と重複しない項目

を選出した｡疲れきった感 じ､気がめいる､イライ

ラする､うんざりする等の度合いを4件法 (｢いつ

もある｣～｢全くない｣)で回答を求めた｡

6)虐待への態度についての項目 (12項目)

高齢者虐待の仮想状況で､｢虐待者にどの程度共

感 (気持ちがわかる,賛同できる)できるか｣という

虐待への態度を問うた｡虐待は,身体的虐待 (4項

目),心理的虐待 (3項目),経済的虐待 (1項目),

介護放棄 (4項目)の4種類でそれぞれ介護者の声

をもとに作成された (例.介護に疲れてくると老人

を手荒に扱ってしまう)｡質問は ｢とても共感でき

る｣ 4点から ｢全 く共感できない｣ 1点の4件法で

行った｡

結 果

1.ADLと5つの適応指標との関係について

1)ADLと介護の困難さとの関係について

ADLと対応する介護の困難さを問う項目で､｢た

いへん闘っている｣と ｢困っている｣を併せた割合

は､｢用便のお世話をすること｣(17%)､｢移動､歩

行のお世話をすること｣(24%)､｢入浴のお世話をす

ること｣(14%)､｢食事のお世話をすること｣(13%)､

｢着替えのお世話をすること｣(11%)､｢お互いに言

っていることが通 じない｣(25%)であった｡全体的

に身体介助についてあまり困難を訴えてない印象で

あった｡実際､ADLの総合得点と介護状況で困難と

感 じることの総合得点との関連についても有意な相

関は得られなかった (表 1)｡

2)ADLと介護生活の快適さとの関係について

介護者が-生活者として社会生活を送る上で二介

護を引き受けることによって生 じた不満 ･不安は介

護生活の快適さに影響し､不満が多いと負担感も増

すであろう｡分析の結果､介護者の不満や不安と

ADLは有意な関連がない､つまり､介護者の負担感

は要介護者のADLに連動しなかった (表 1)｡

3)ADLと介護意欲との関係について

｢介護意欲｣は､介護行動に対してのモチベーショ

ンを表す｡意欲が高いということは､行動-肯定的

な姿勢を持っていることを意味し､負担と感じてい

ないと考えられた｡結果より､ADLと負の相関があ

り (表 1)､要介護者のADLが低い時介護者は介護
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に意欲的であることがわかった｡

4)ADLと燃えつき感

｢燃えつき感｣は､心身の消耗状態であり不適応の

指標として用いられたが､ADLとの有意な関連はみ

られなかった(表 1)0

5)ADLと虐待への態度との関係について

直接虐待する行動ではないが､虐待的な態度-の

傾きは､介護者の荒んだ心情の表れであり､過重負

担の場合に起こり介護生活の不適応を表すと考えら

れた｡分析の結果､ADLと虐待への態度との間に有

意な関連はみられなかった (表 1)0

2.介護の困難さと他の適応指標との関係について

1)介護の困難さと ｢快適さ｣､｢意欲｣､｢燃えつき感｣､

｢虐待への態度｣との関係について

ADLが介護負担を反映するであろう5つの適応指

標 とほとんど関連がなかったことから､ここで直接

介護の困難さを問う項目と他の適応指標 との関係を

分析 した｡その結果､介護の困難さと有意な相関値

が得られた (表 2)｡すなわち､介護場面で困って

いることが多いほど､介護生活における不満や不安

が多 く､介護意欲も失せ､燃えついてお り､虐待へ

積極的な態度を示した｡

2)介護の困難さの各項目と他の適応指標との関係

介護上の困りごとの各項目と適応指標との関連か

表 1 AI)Lと適応指標との相関

介護の困難さ 介護生活の快適さ 介護意欲 燃えつき感 虐待-の態度

ADL -.113 +.215 -.250* +.063 十.100

*p<.05

表 2 介護の困難さと他の変数との相関

介護生活の快適さ 介護意欲 燃えつき感 虐待-の態度

***p<.001

表 3 介護上の困難さと介護生活適応指標との相関

介護意欲 快適さ 燃えつき感 虐待-の共感

攻撃 .暴力をふるう -.115 -.302** +.464*** +.315**

排掴 -.169 -.243* +.245* +.046

同じ話の繰り返し -.342** -.361** +.304** +.283**

用便の世話 -.156 -.210* 十.180 +.089

移動 .歩行の世話 -.080 -.270* 十.176 -.071

入浴の世話 -.189 -.329* +,241* +.053

食事の世話 -.185 -.343** +,321** +.088

着替えの世話 -.180 -.309** +,346*** +.085

意思疎通の困難さ -.291** -.370** 十.317** +.172

興奮して騒ぐ -.274** -.481** +.484*** +.348**

身体の不調の訴え -.266** -.315** +.397*** +.4.49***

介譲著-の反発 -.442*** -.360** +.386*** +.397*****p<.05 **p<.01 ***p<.001
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ら (表 3)､概 して身体介助を要する介護 よりも､

要介護者の反復行動 (不調の訴えや同じ話の繰 り返

し)､介護者への不従順さ (言うことを聞かない)､

介護者への攻撃性 (興奮や暴力)､意思疎通の困難

さが適応指標と多 く関連していた｡

考 察

要介護者の9つの生活行動能力 (ADL)は主に身体

能力を測定 し､生活上の自立度が示される｡自立度が

低いと要介護度が高 くなり介護負担が大きくなると考

えられた｡しかし､要介護者のADLと介護者が感 じる

｢介護の困難さ｣の間に有意な相関が得られなかったこ

とから､要介護者の身体能力は､介護者が感 じる介護

負担を推測する測度として適切ではないと示唆される｡

また､ADLが ｢介護生活の快適さ｣､｢燃えつき感｣､

｢虐待への共感｣という適応指標と関連がないというこ

とは､要介護者の生活行動能力が介護負担を反映しな

いと考えられる｡さらに､｢介護意欲｣との関係では､

ADLの低い要介護者に対 し介護への意欲がみられたと

いうことも､ADLのレベルから介護者の負担度を推察

することには疑問が持たれる｡

一方､介護場面において実際困っていることを問う

た ｢介護の困難さ｣は､介護負担を直接測定 していた｡

介護者の適応指標 とも関連があり､困りごとが多いほ

ど不適応状態を示したことから､｢介護の困難さ｣項目

は､介護者の負担を反映している測度と考えられる｡

これらのことから､要介護者の身体的自立度を表す

ADLから間接的に介護負担を推定するよりも､介護者自

身が介護をどの程度負担に感 じているかという ｢主観

的な負担度評定｣を組み入れ直接的に訊ねる方が､必

要なサービス量を的確に査定できると示唆される｡ま

た､｢主観的な負担度の評定｣を用いると､介護者の実

情に合った支援が算定されると期待 される｡例えば､

要介護度は同じでも､家族全体の介護力が低ければ主

な介護者の負担は重 く､従って主観的な負担度が高 く

評定され､介護力に見合ったサービス量が判定される

ことになるだろう｡また ｢介護負担感に影響するのは

介護環境そのものではなく､介護者がそれをどのよう

に認識するかに依るだろう｣ という示唆 (緒方 ら,

2000)もあるように､介護者による主観的尺度を要介

護度認定票に組み入れる事は一考に値するだろう｡

ところで､｢介護の困難さ｣項目では､要介護者の

ADLからは測 りえない介護負担も見えてきた｡概 して

介護者の身体介助を要する場面よりも､要介護者の反

復行動､介護者への不従順さ､そして介護者-の攻撃

性という､介護のなかで生じる心理的ス トレスが介護

者の適応に影響を与えていた｡これは､｢介護による肉

体的な疲労よりも拘束されているという精神的な疲労

が高い介護負担と関連している｣という､鷲尾ら(2005)

の指摘を支持 し､介護内容によって負担の度合いが異

なるということが示唆される｡従って､要介護度の査

定においては､介護内容によって負担の算定に重みづ

けを変えるという工夫が必要となるだろう｡また､心

理的なス トレスが介護負担に影響を与えるとしたら､

介護の手間を要介護認定基準時間として数量化 してい

るわが国の介護保険制度における要介護度の判定 (筒

井,2006)では測定できないものであり､現場の介護負

担 と対応 しない介護サービス量の判定になるだろう｡

今後､介護負担の質的な側面を考慮 した審査項目の検

討が必要と思われる｡

本研究は､介護支援サービスを査定する要介護度認

定票の基本的な項目の一つであるADLが､実際の介護

負担を推定する測度であるかという視点から考察を進

めてきた｡ADLよりも介護者の介護負担をより的確に

反映するだろう指標が提言されたことや､介護者の状

況に見合ったサービスの査定をするための示唆は､利

用者が納得いくサービスを判定する時のヒントになる

と思われる｡
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日｣岡和枝,1987,｢在宅寝たきり老人介護負担度評価｣=]本公

衆衛生雑誌j34(5):215-224.
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日韓大学生の余暇生活に関する意識構造比較

- 韓国版 アセスメン トシー トの尺度開発 について -

宮本 晋 -辛

ACompartiveStudyofAttitudetowardLifeatLeisureofUniversityStudents

inSouthKoreaandinJapan.

ResearchandDevelopmentaboutstandardofSouthKoreaVersionassessmentseat_

ShinichiMiyamoto(t'lot且主 Ĵolズl)

本研究は､観光立県沖縄の現状と未来を見据え､余暇生活充実のためのツール開発 (観光レクリエーション活動の促

進とそのための環境整備)と観光に関する意識研究の一環として､まず､近隣諸国で沖縄観光に人気が高まる韓国を日

本との意識構造比較から余暇における内発的動機づけ傾性を考察した｡次に余暇認識を一元的且つ簡便に捉えることが

可能となる尺度､韓国版 ｢余暇生活援助アセスメントツール｣の開発とその信頼性について言及した｡

その方法としてWelSSingerら (1995)によるTheht血sICLeisureMotlVa110nScale(以下ILM)の先行研究に準 じ､野村

ら (1996)の日本語版を基に韓国版の試作と日韓の意識構造の比較を行ったO

その結果､日本と韓国は同じ束アジア文化圏に属 しているものの生活風習や価値基準など異なった文化的側面をもっ

ていることが改めて浮き彫 りにされた｡中でも人生や生活の中での喜びや達成感おいて､日本は達成感や自己把握など

他者とは関係なく ｢自分の心理の内側が充実｣することに喜びを見出す ｢自分軸｣であるのに対 し､韓国は自分の能力

への自信や自負などによる ｢他者から羨望される私｣という点に喜びを見出す ｢他人軸｣であるという違いが見られた｡

また､韓国版の因子構造の信頼性､概念の安当性についても設問項目全体の内的一貫性に対する信頼性は高いとは言い

切れない結果が得られたものの､下位尺度ごとでみる内的一貫性に対する信頼性は高いことが認められた｡

キーワード:余暇開発､余暇時間､余暇基準

且 Oj (Abstract)
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1. はじめに

近年､余暇活動における価値観は多様化 している｡

総理府の世論調査結果からも､｢物質的な豊かさ｣より

｢心の豊かさ｣に生活の力点が移行していることが伺え

る｡そして余暇生活に対する認識は､｢休養｣｢疲労回

復｣とした消極的なものから､各自の目的に応 じ､自

己の可能性を試し､非日常空間をより多種多様な形態

で積極的に楽しむ傾向が高まってきている｡

そこで本研究は､観光立県沖縄の現状と未来を見据

え､余暇生活充実のためのツール開発 (観光レクリエ

ーション活動の促進とそのための環境整備)と観光に

関する意識研究の一環として､まず､沖縄観光に人気

が高まる韓国を日韓の意識構造の比較から余暇におけ

る内発的動機づけ傾性を考察する｡次に韓国版 ｢余暇

生活援助アセスメントツール｣の開発とその韓国版の

信頼性について言及する｡

その方法 としてWeissingerら (1995)によるThe

IntrinsicLeisureMotivationScale(以下ILM)の先行研究

を核とし､理論構成や設問の具体的表現を参考に5セ

クションからなるワークシー トを作成 し因子構造の信

頼性､概念の妥当性を考察するとともに､韓国におけ

る内発的動機づけの関連性を明らかにすることを目的

としている｡

2.調査概要

1)調査対象

日本及び韓国の国立大学及び私立大学の看護 ･福祉

系に在籍する学生を対象とした｡

2)調査方法と時期

本研究は､Weissingerら (1995)の定義に基づいて各

要素 6設問､24の設問からなるILMと16設問からなる

LBSの調査結果から日本と韓国における余暇意識につ

いての傾向比較と分析を試みた｡そのため日本語版を

韓訳 し､5段階回答方式による韓国版のアセスメント

シー トの試作と試案を試みた｡その結果､得られたデ

ータをWeissingerら (1995)による分析の手順に従って

基礎的に統計処理し考察するとともに､尺度開発研究

との一貫性についても比較検証を行った｡

また訳出にあたっては､硯尺度にできるかぎり忠実

な逐語訳となるように検討を重ね､日本の大学生につ

いては2005年7月､韓国の大学生については2005年の

10月の講義の時間等の機会を利用して､設問用紙によ

る調査を行った｡

3)調査内容

調査内容については､Weissingerら (1995)は､ILM

尺度開発にあたって､余暇における内発的動機づけ傾

性を ｢余暇行動において､内発的報酬を求める傾性｣

と定義している｡また､この傾性の強さは､個々人で

は異なるものであるが､個人の内では比較的安定して

おり､状況によって変動することも少ないと述べてお

り､この一連の研究知見にしたがって､内発的動機を､

自決､適正､傾倒､挑戦､退屈､ワクワクの概念 (構

成要素によって把握するもの)から日本と韓国の余暇

志向について検証し示唆することを試みるものである｡

伯 決*伯 己決定は自己のニーズについて明確な自覚

(気づき)とこのニーズに従い､自由で自立的

な決定をしたという願望によって特徴づけら

れる｡内発的動機において､この要素の得点

が高い人は自身の余暇行動を自ら主体的にコ

ントロールしていると実感を求める傾向があ

り､強固な意思を示す｡

l適 正*‖]己の有能性や能力､技能についての情報を

与えてくれるフィー ドバックへの高い関心に

よって特徴づけられる｡この要素の得点の高

い人は､自分の有能さを感知 しようとして､

適格な情報をフィードバックしてくれる余暇

行動を選択する傾向がある｡

l傾 倒*l疎外や無関心とは無縁の余暇行動への深い関

与 (傾倒)によって定義される｡この傾向性の

強い人は､余暇行動に貴重な意味を見出して

おり､生活場面において余暇への傾倒を示す｡
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l挑 戦*トこの要素は､自身の限界を拡大するべ く､新

たな刺激をもたらす余暇経験を求める傾向と

して定義される｡この傾向が強い人は､自身

の技術を少し超えるレベルの余暇行動を選択

し､この状況を緊張や不安をもたらす否定的

なものとしてではなく､適度な挑戦として楽

しむ意向がある｡

樋 屈**‖∃己による余暇時間に対する能動性が低 く､

自身の余暇行動を主体的にコントロールしよ

うとする意志や興味をあまり持っていないこ

とが特徴づけられる｡余暇に何をしたらよい

かわからない､ダラダラ寝て過ごすなど､余

暇時間を生活の中で "単なる余った時間"と

捉える傾向が見受けられる｡

lワクワク竺l余暇に対する期待度が高 く､また余暇の存在

があることが充実して有意義に過ごすことが

できる重要な要素だと捉えている傾向が見ら

れる｡この得点の高い人は､自身の生活にお

いて､時間の有効活用､自己による生活満足

獲得に対する意識が高いことが推測できる｡

(*W eissingerらの研究による定義に基づ く｡

**野村らの研究による定義に基づ く｡)

以上の定義に関する内容にしたがって調査結果から

分析を行った｡

3.分析結果

1)基本統計量からみる考察

①野村民らの調査と今回日本で実施 した調査データを

比較し平均値0.5以上の差が見られた設問はql(1.14)､

Q26(1.27)､Q28(0.88)､Q31(1.01)､Q32(I.64)､Q33(1.25)､

Q40(0.82)でありいずれも今回の方が小さな値をとり

尺度分類は ｢ワクワク｣及び ｢sD自決｣に属するも

のであった｡

(参日本と韓国とで比較すると平均値0.5以上の差が見ら

れた設問はQ7(0.60)､Q9(0.57)､Q22(0.54)､Q23(0.51)で

ありこれらはいずれも日本の方が小さな値をとり尺

度分類は ｢cp適性｣に属するものであった｡また

Q13(0.78)は日本の方が大きい値をとり ｢CM傾倒｣に

属している｡

③野村 らの調査における各設問の平均値をみるとQ29

｢余暇時間に何をしても無駄である｣が1.83で最小､

Q12｢余暇時間は人生において重要｣が4.02で最大｡

標準偏差は0.79-1.24であり､変動係数を算出すると

0.203-0.443と比較的安定しており0.4超の設問は3つ

(Q25,27,29)いずれも ｢退屈｣に属するものであった.

(む日本調査における各設問の平均値をみると野村らの

調査 と同じくQ29が1.64で最小､Q17｢余暇の魅力は

自由意志で選ぶこと｣が4.25で最大｡標準偏差は0.85

-1.25であり､変動係数は0.201-0.557とやや変動が

みられ0.4超は14個､特に係数最大設問はq28｢もし

今､十分なお金を得て働かなくてもいいことになって

もこれからの人生にはワクワクするようなことがた

くさんあると思う｣であり､0.5超は他 2つ(Q27,29)

であった｡

⑤韓国調査における各設問の平均値をみるとQ13｢余

暇も重要だが他の方が重要｣が1.89で最小､野村ら

の調査と同じQ12が4.17で最大となっている｡標準偏

差は0.93-1.51であ り､変動係数は0.225-0.611と変

動がみられ0.4超は13個､特に係数最大設問は日本と

同じくQ28であった｡0.5超は他 5つ(Q13,27,29,32,35)

であった｡

⑥ この調査すべてにおいてq28は最も意見の分かれる設

問であったことがうかがえる｡これは設問文中に仮定

が含まれた長文となっていることによる影響もあると

思われる｡よって本研究で明らかになった研究結果を

基に日本語版の設問に対する課題の克服を含め､原尺

度のような細分化され各因子間の差別化が明確にされ

る韓国版を再開発する必要性が明らかとなった｡

2)mM-J､LBS-Jの平均値からの日韓比較

mMJ(余暇に関する自発性の状況)とLBS-∫(余暇に

おける退屈 さの状況)の平均値の算出方法は､ILM-Jが

設問 1-24までの合計値を出し平均 したものであり､

L石S-Jが設問25-40までの合計値を出し平均 したもので

ある｡
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表1 日本･韓国 基本統計量

日本 - n142 ､ 韓国 - n133 1 2 3 4 5 無回答 計 平均 標準偏差
そう思わない それほど思わないどちらでもない 少しそう思う そう思う

Ql 自分の思い描くとおりうまくいく 日本 13.4% 33.8% 24.6% 20.4% 7.7% 0.0% 100.0% 2.7535 1.1558
韓国 4.9% 35.2% 14.1% 33.8% 5.6% 0.0% 93.7% 3.0149 1.1035

Q2他の生活面と同様､余暇にも打ち込む 日本 5.6% 24.6% 28.2% 26.8% 14.8% 0.0% 100.0% 3.2042 1.1395
韓国 2.8% 26.1% 14.8% 35.9% 14.1% 0.0% 93.7% 3.3582 1.1332

Q3 余暇に対して自分の考えがある 日本 5.6% 19.0% 19.0% 35.9% 19.0% 1.4% 100.0% 3.4429 1.1708
韓国 4.2% 10.6% 9.2% 40.1% 28.9% 0.7% 93.7% 3.8496 1.1180

Q4 余暇の捕働での実ノJ発揮のために努力する 日本 13.4% 24.6% 28.9% 19.7% 12.0% I.4% 100.0% 2.9214 1.2178
韓EE 2ー1% 21.8% 19.7% 33.1% 14.8% 2.1% 93.7% 3.4046 I.0868

Q5 ∩分の能力を少し超える余暇活動を好む 日本 8.5% 26.1% 31,7% 23.2% 10.6% 0.0% 100.0% 3.0141 1.1235
韓国 5.6% 34ー5% 22ー5% 21.1% 9.9% 0.0% 93.7% 2.9552 1.1230

Q6 思うような過ごし方ができない 日本 9.9% 38.0% 21.8% 19.0% 9.9% 1.4% 100.0% 2.8071 1.1623
韓国 9.9% 29.6% 18.3% 28.9% 7,0% 0.0% 93.7% 2.9179 1.1701

Q7 余暇を有効活用できると思う 日本 ll.3% 27.5% 37.3% 15.5% 8.5% 0.0% loo.0% 2.8239 1.0935
*& 5.6% 17.6% 17.6% 37.3% 15.5% 0.0% 93.7% 3.4328 I.1533

Q8 余暇活動に没頭する 日本 13.4% 23.9% 28.2% 24.6% 9.9% 0.0% 100.0% 2.9366 1.1923
韓国 10.6% 26.1% 23.2% 26.8% 7.0% 0.0% 93.7% 2.9328 1.1451

Q9 人は私を余暇の達人と見ている 日本 21.8% 26.1% 43.7% 5.6% 2.8% 0.0% 100.0% 2.4155 0.9839
韓国 7.7% 25.4% 30.3% 21.1% 9.2% 0.0% 93.7% 3.0000 1.1172

Q10手応えのある挑戦的な活動を好む 日本 ll.3% 16.2% 35.9% 23.2% 12.7% 0.7% 100.0% 3.0993 1.1668
醸国 4.2% 19.0% 16.9% 28.9% 24.6% 0.0% 93.7% 3.5522 1.2113

Qll余暇活動が生活の中心を占めている 日本 9.9% 22.5% 33.8% 22.5% ll.3% 0.0% 100.0% 3.0282 1.1420
韓 国 4.2% 23.2% 23.2% 31,0% 12.0% 0.0% 93.7% 3.2537 1.1015

Q12余暇活動は人生において重要 日本 1.4% 3.5% 13.4% 38.7% 43.0% 0.0% 100.0% 4.1831 0.8962
韓国 2.8% 3.5% 7.0% 42.3% 38.0% 0.0% 93.7% 4.1716 0.9381

Q13余暇も重要だが､他の方が重要 日本 9.2% 31.0% 46.5% 10.6% 2.8% 0.0% loo.0% 2.6690 0.8890
韓国 40.1% 31.7% 13.4% 6.3% 1.4% 0.7% 93.7% 1.8872 0.9898

Q14新しいことに挑戦してみたい 日本 3.5% 16.2% 19.0% 39.4% 21.1% 0.7% 100ー0% 3.5887 1.1024
韓国 2.8% 13ー4% 16.9% 32.4% ,27.5% 0.7% 93.7% 3.7444 I.1258

Q15やりがいのある余暇活動が楽しいと思う 日本 1.4% 9.9% 35.2% 33.8% 19.7% 0.0% 100.0% 3.6056 0.9599
韓国 4.9% 19.0% 26.1% 27.5% 15.5% 0.7% 93.7% 3.3308 1.1397

Ql6余暇活動から自分の有能さを休感 日本 9.2% 28.9% 45.8% 9.2% 7.0% 0.0% loo.0% 2.7606 0.9888
韓国 4.9% 19.7% 33.1% 23.2% 12.7% 0.0% 93,7% 3.2164 1.0924

Ql7余暇の魅力は自由意志で選ぶこと 日本 1.4% 2.1% 12.0% 39,4% 45.1% 0.0% 100.0% 4.2465 0,8521
韓国 3.5% 7.0% 12.0% 40.8% 29.6% 0.7% 93.7% 3.9323 1.0459

Q18難しい余暇活動では楽しめない 日本 9.9% 28.2% 28.9% 24.6% 8.5% 0.0% 100.0% 2.9366 1.1249
韓国 19.7% 26.8% 16.9% 21.1% 9.2% 0,0% 93.7% 2.7313 1.3045

Q19余暇活動では妥協したくない 日本 2.8% 12.7% 44.4% 24.6% 15.5% 0.0% 100.0% 3.3732 0.9865
韓国 4.2% 22.5% 28.9% 26.1% 12.0% 0.0% 93.7% 3.2164 1.0924

Q20余暇は最も得意とするところだ 日本 5.6% 21.1% 42.3% 22.5% 7.7% 0.7% 100.0% 3.0567 0.9912
韓国 4.2% 31.0% 35.2% 19.0% 3.5% 0.7% 93.7% 2.8722 0.9408

Q21余暇時間充実のための手段を把握 日本 9.2% 28.2% 32.4% 20.4% 9.9% 0,0% 100.0% 2.9366 1.1186
韓国 2.1% 27.5% 24ー6% 24.6% 13.4% 1_4% 93.7% 3.2273 1.1023

Q22余暇活動は私に自信を与える 日本 7.0% 22.5% 45.1% 20ー4% 4.9% 0.0% 100.0% 2.9366 0.9544
韓国 2.8% 16.9% 21.8% 36.6% 15.5% 0ー0% 93.7% 3.4925 1.0673

Q23余暇は自分の有能さを気付かせてくれる 日本 3.5% 21.1% 39.4% 28.9% 7.0% 0.0% 100.0% 3.1479 0.9524
韓国 2.8% 8.5% 22.5% 42.3% 16.2% 1.4% 93.7% 3.6667 0.9781

Q24 自分のやりたいことを最倭先する 日本 1.4% 7.0% 14,8% 41.5% 35.2% 0.0% loo.0% 4.0211 0.9563
韓国 3.5% 8.5% 12.0% 33.8% 35.9% 0.0% 93.7% 3.9701 1.1032

Q25余暇時間はダラダラ続くものである 日本 ll.3% 21.1% 34.5% 26.1% 6.3% 0.7% 100.0% 2.9504 1.0910
韓国 9.9% 27.5% 28.2% 21.8% 4.9% 1.4% 93.7% 2.8409 1.0760

Q26余暇時間中､自分のことに没頭できる 日本 20.4% 34.5% 33.8% 9.2% 1.4% 0.7% 100.0% 2.3617 0.9582
韓国 19.7% 37.3% 21.8% 9.2% 5.6% 0.0% 93.7% 2.3955 1.1038

Q27余暇時間は退屈である 日本 33.1% 31.7% 23.2% 7.7% 4.2% 0,0% 100.0% 2.1831 1.1084
韓国 28.2% 31.7% 17,6% 10.6% 5.6% 0,0% 93.7% 2.3134 1.ー2041

Q28十分なお金があり働く必要がなくなつてもワクワクするようなことが沢山ある 日本 37.3% 25.4% 17.6% 13.4% 5.6% 0.7% 100.0% 2.2411 1.2473韓国 36.6% 19.0% 9.9% 13.4% 14.8% 0.0% 93.7% 2.4627 1.5101

Q29余暇時間に何をしても無駄である 日本 56.3% 27.5% 12.7% 2.8% _0.7% 0.0% 100.0% 1.6408 0.8616
韓国 42.3% 24,6% 14.1% 7.0% 5.6% 0.0% 93.7% 2.0522 I.2282

Q30他に何をやっていいかわからない 日本 14.8% 21.1% 35.2% 26.1% 2.1% 0.7% 100.0% 2.7943 I.0591
韓国 6.3% 20.4% 24.6% 27.5% 12.7% 2.1% 93.7% 3.2290 1.】盲玩｢

Q31余暇時間は払U)好奇心を刺赦し活農にさせる 日本 12.7% 33.8% 38.7% 12.0% 2.8% 0.0% 100.0% 2.5845 0.9546
韓国 23.9% 45.1% 14.1% 7.0% 3.5% 0.0% 93.7% 2.1642 1.0127

Q32余暇体験は人牛.の重要な一部分である 日本 24ー6% 41.5% 22.5% 10.6% 0.7% 0.0% 100.0% 2.2113 0.9590
韓国 38.0% 35.2% 8.5% 9.9% 2.1% 0,0% 93.7% 1.9552 1.0610

Q33余暇時間のことを思うとワクワクする 日本 23.2% 32.4% 31.7% 9.2% 3.5% 0.0% 100.0% 2.3732 1.0492
韓国 12.0% 32.4% 29.6% 15.5% 4.2% 0.0% 93.7% 2.6642 1.0473

Q34何かしたいけど何がいいかわからない 日本 14.1% 21.1% 36.6% 20.4% 7.7% 0.0% 100.0% 2.8662 1.1313
韓国 15.5% 21.8% 21.8% 25.4% 9.2% 0.0% 93.7% 2.9179 1.2569

Q35余暇時間の大半を寝て過ごしてしまう 日本 19.7% 17.6% 27.5% 28.9% 5.6% 0.7% 100.0% 2.8298 1.2128
韓国 27.5% 21.8% 20.4% 16.9% 7.0% 0.0% 93.7% 2.5000 1.2905

Q36新しい活動に挑戦するのが好きである 日本 8.5% 23.9% 33.8% 25.4% 8.5% 0.0% 100.0% 3.0141 1.0849
ヰ国 19.7% 33.8% 19.0% 13.4% 7.7% 0.0% 93.7% 2.5149 1.2123

Q37余暇時間中､非常に活動的になる 日本 12.0% 20.4% 35.2% 21_8% 9.9% 0.7% 100.0% 2ー9716 1.1461
韓国 9.2% 29.6% 28.9% 20.4% 4.9% 0,7% 93.7% 2.8120 1.0528

Q38余暇活動は私の興味をかき立てない 日本 27.5% 31.7% 34.5% 5.6% 0.7% 0.0% 100.0% 2.2042 0.9343
韓国 18.3% 36.6% 23.2% ll.3% 4.2% 0.0% 93.7% 2.4179 1.0781

Q39余暇技能を多く身につけていない 日本 5.6% 14.8% 47.9% 25.4% 6.3% 0.0% 100.0% 3.1197 0.9339
韓国 5.6% 23.9% 27.5% 24.6% 12.0% 0.0% 93.7% 3.1567 1,1296

Q40余暇時間にはいつも何かすることがある 日本 21.8% 30.3% 31.7% 12.7% 3.5% 0.0% 100.0% 2.4577 1.0760
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① 日本調査におけるILM-J､LBS-Jの平均値 をみると

ILM-Jは日本の場合が､3.16と余暇に対する自発性が

比較的強いと考えられる結果が得られた｡このこと

から推察すると現在取 り組んでいるものや興味を持

ち始めたものがあるために､平均値がやや高い傾向

を示したと考えられる｡また､前向きな自発性のた

め､潜在的に余暇に対する余裕があるものと考えら

れる｡

②LBS-Jの平均値をみると日韓 ともに2.5程度である｡

この結果から分かることは､余暇における退屈感が

あまりないということである｡ILM-Jがやや高いこと

もあり､平均的に現在取 り組んでいるものや興味を

持ち始めたものがあり､余暇生活の援助は必要とし

ていないケースが多いと考えられる｡また､余暇の

認識がさらに向上することで､退屈感が解消される

と思われる｡

③韓国の調査におけるILM-J､LBS-Jの平均値は､mM-∫

が3.97と余暇に対する自発性が強いことが分かった｡

特に日本より現在取 り組んでいるものが多 くあった

めに､平均値が高い傾向を示 したと考えられる｡ま

た､LBS-Jは日本と同様に2.57であった｡

④上記のこのことから判断すると日本より韓国の学生

のほうが自己管理能力が十分にあり､余暇生活援助

は特に必要ない学生が多いと考えられる｡ しかし､

さらなる自己開発が可能な状態でもあり､その意味

では個人を対象にした余暇生活の援助､日韓の交流

に適 した余暇開発事業を展開する要素は十分にある

ことが分かった｡

3)尺度の信頼性測定

cronbachのa係数が日本0.650､韓国0.623と両国ほほ

同レベルとなっており全体に対 しての内的一貫性に対

する信頼性は高いとは言い切れない結果となった｡ し

かし下位尺度ごとでみると日本の ｢挑戦｣｢退屈｣｢ワ

クワク｣､韓国の ｢ワクワク｣についての内的一貫性に

対する信頼性は高いことが認められた｡また両国とも

に低かった下位尺度は ｢自決｣となっており､野村ら

及びWeissingerらの調査においても同様の傾向が見られ

ることからこれについては尺度策定の再検討も考慮に

入れるべきであろう｡(表2)

表2 尺度全体､下位尺度ごとの平均､標準偏差､α係数

日本 韓国
n=142 n=133

平均 sd α 平均 sd α

全 体 2･91____･wq.g7..........…ニ尽き0 "a:..9.9M_～.._..雛.7............こ旦担
自 決 3.35 .595 .545 3.47 .589 .494
適 性 2.85 .625 .693 3.27 .650 .648
傾 倒 3.23 .622 .632 3.13 .600 .563
挑 戦 3.18 .799 .808 3.26 .680 .599
退 屈 2.57 .669 .792 2.66 .663 .689
ワクワク 2.52 .638 .746 2.45 .666 .710

sd:標準偏差 α:Cronbach'scoe用Cientalpha

4)因子分析

野村ら(1996)やWeissingerら(1995)の研究を参考に

日本と韓国のデータから､固有値 1.0以上をとる因子

抽出による因子分析を行い､因子抽出後の共通性､バ

リマックス直交回転を行った後の8つの各因子の固有

値 と寄与率及び累積%を示したものである｡その結果

日本と韓国では抽出因子の順序や因子そのものが異な

るものの､日本版では全分散の62.8%が､韓国版では

60.9%が説明されることとなった｡

(∋日本版について

日本のデータからは第 1因子として ｢達成感｣のよ

うなものが挙げられる｡余暇活動とは "遊び"的な要

素が大きいものとはいえ､その活動を通 して自分の能

力がさらに熟練度を増 したことを感 じるような ｢手応

え｣や ｢や りがい｣があるものを好むようである｡単

なる時間つぶ しのような真剣さや手応えがないような

ものでは余暇を充実させるという意識にはなりにくく､

これは裏を返せば活動対象 として何 らかのかたちで

｢達成感｣を得られるようなものを好む傾向があること

を示唆 しているのではないかと推測される｡次いで第

2因子として余暇は ｢退屈｣｢無駄｣｢やることが不明｣

などが挙げられている｡｢余暇｣の定義として "生活の

ための時間とは別の時間"ということを調査票のはじ

めに注意書きをしてはいたものの､｢余暇｣の概念や意

識を持って実際に計画的に日々の時間の中に組み込ん

でいるわけではないことに起因していると推測される｡
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普段の生活の中で ｢生活のための時間｣と ｢余暇時間｣

を明確に区別して過ごしている人はまだそう多くない

ことから ｢余暇-余った時間｣といったイメージがあ

るようである｡よって余暇時間をいかに作 り出し､い

かに過ごそうとするか､はっきり自己把握されていな

い人の層､言わば余暇に対 して能動性の弱い層の存在

があることが推測される｡そして第3因子として､は

っきり自己把握をして余暇活動を自分の意思決定に基

づいて有意義に過ごしている前述の第2因子と対極的

な余暇に対する能動性が高い ｢余暇満喫者層｣の存在

が浮かび上がっている｡第4因子として ｢ワクワク｣

｢好奇心を刺激｣など余暇に ｢生活の "スパイス"｣の

ようなものを求めることが挙がっている｡そして第5

因子として余暇に ｢打ち込む｣｢生活の中心｣など ｢没

頭｣が挙げられる｡ここまでの第 1-第5因子までで

｢余暇｣に対する意識の半分を説明することができる｡

そして以下寄与率はあまり高くはないが第6因子とし

て自分の能力を発見しそれが自分の自信につながるな

ど ｢自己発見｣､第7因子に ｢寝る｣｢ダラダラする｣

なども含めて余暇に何をするか自分のしたいことを自

分で選択して自由に行う ｢選択自由｣､第8因子として

自分の意識の中で確固たる考えを持つ ｢自律性｣が挙

げられる結果を得た｡

(∋韓国版について

韓国データからは､第 1因子として没頭する､努力

する､自己コントロールができる､独立性や有能性を

自負するなど､一見バラバラな要素が挙がっているよ

うに思えるが､自分の ｢能力を自負｣するような項目

軸としてとらえることができる｡自分の思い描いたと

おりの余暇活動に打ち込み没頭できるような環境をつ

くること､その環境づくりを実現させることは､彼ら

にとって自分の有能さを表現することに値するのかも

しれないOさらにあくまで仮定であるが､もう一歩展

開すると､自己の有能さを表現することにより自己の

内的コミュニケーションとして "他者からの ｢有能な

私｣へのまなざし"を感 じることで ｢満足｣や ｢誇 り｣

を得ているのかもしれない｡第2因子として把握､や

りがい､能力､自信､発見などのキーワードが挙がり､

アグレッシブな姿勢をもって努力することで自己実現

を繰 り返しながら人生を歩むという､言わば ｢自己実

現積極型｣タイプの存在がうかがえ､これは第 1因子

とも近いイメージを抱 くことができる｡そして第3因

子として退屈､したいが不明､寝る､興味なし､無駄

などのキーワー ドより､余暇時間の充実を自らはかる

という意味での能動性が弱 く､日本の第2因子とも似

ているが､やはり生活時間と余暇時間を区別して特別

何か目的を持って行うということではなく､前述の第

2因子の対極といて ｢余暇行動消極型｣の存在がある

ことを推測することができる｡第4因子として手応え､

チャレンジなど ｢挑戦｣が､第5因子として ｢ワクワ

ク｣が挙がり､第6因子として自由選択､自己優先など

｢自己選択｣因子が挙がっている｡ここまでの第1-第

6因子までで余暇に対する意識の約50%を説明するこ

とができる｡そして以下､寄与率はあまり高くはない

が､第7因子として余暇時間の末設計､第8因子とし

て自律性､努力など余暇に対する ｢積極志向｣が挙げ

られる｡

(丑日韓比較からの考察

日韓ともに ｢余暇｣という時間に対 して積極性を持

って能動的に設計 し行動するタイプとそうでない消極

タイプとに2分されている状況をみることができた｡

日本と韓国とを比較すると基本統計量などからも韓

国の方が余暇に対する積極性･能動性が強くアグレッシ

ブであることが明らかとなった｡また日本と韓国は同

じ東アジア文化圏に属 しているものの生活風習や価値

基準など異なった文化的側面をもっていることが改め

て浮き彫 りにされた｡人生や生活の中で何に喜びを感

じるかといった点において､日本は達成感や自己把握

など他者とは関係なく ｢自分の心理の内側が充実｣す

ることに喜びを見出す ｢自分軸｣であるのに対し､韓

国は自分の能力-の自信や自負などによる ｢他者から

羨望される私｣という点に喜びを見出す ｢他人軸｣で

あるという違いが見られた｡余暇とは生活する上にお

いて絶対的に必要なものというよりはむしろ余暇の時
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表3 日本 因子負荷量

因子1 因子2 因子3 因子4 因子5 因子6 因子7 因子8 共通性
達成感 余暇の区別なし 自己把握能力 生活のスパイス 没頭 自己発見 選択の自由性 自律性

挑戦 .9681 -.0731 .1211 -.0540 .0833 .0588 -.0319 -.0523 .9744
Q10 手応え活動好む .8311 .0083 .1054 -.0495 .0924 -.0124 ,0187 .0082 .7135
Q5能力超活動好む .7781 -.0819 .1409 .0510 -.0694 .0196 ∴0681 -.010】 .6446
Q14挑戦意欲 .6842 .1166 -.2289 -.1142 .0862 .1364 .2167 .0604 .6238
Q15やりがい好む .6595 -.0104 .0430 -,0523 .1435 .1999 .0698 -.1647 .5321
Q4実力発揮努力 ,6356 ∴1281 .3464 一.0655 .0960 -.1773 一.1921 -.0471 .6245
Q36新チャレンジ好き 一.6004 ∴0776 .0432 .3744 ∴1816 -.2639 -.0056 -.2704 .6844
Q18難しい余暇嫌い .5772 -.2114 .0818 ,0002 .0171 .1344 -.1564 -.0901 .4354
全体 .5638 .3824 ,5605 .2466 .2767 ー1313 ー2133 _0446 .9804
Q16 自己有能性体感 .3541 .1861 .3281 ∴1651 -.0745 .3139 .1993 -.2467 .4996
退屈 -,1244 .8789 -.1630 .3160 -.0715 -.0417 .1677 -.0941 .9582
Q27退屈なもの -.0716 .7017 .0696 .0245 .1052 -.2763 ∴0173 -.0333 .5918
Q30やること不明 .1295 .7008 -.2489 .1616 -.0713 .1066 ∴2122 -.1910 .6940
Q29余暇は無駄 .0439 .6812 .2100 .0934 -.1151 -.0033 -.2522 .0241 .5963
Q34 したいが不明 .0645 .6260 -.3031 .3302 -.1612 .1599 .1582 -.0099 .6736
Q39技能少ない -.3446 .6051 -.2479 .1144 .1433 -.0297 .0898 -.0454 .5910
Q40 常にすることあり -.0172 .5870 ∴1629 .2132 -.0983 -.2072 .0375 -.0304 .4718
Q38興味なし -.1176 .5131 -.0684 .4085 -.2396 -.2141 .0285 .1404 .5724
Q6思う過ごし方不可 -.0770 -.3889 .3221 .0484 .3311 .0170 .0741 -.0692 .3834
適性 .3311 ∴0918 .6910 -.2650 .0710 .5148 .0342 .1286 .9535
Q7余暇有効活用可 .1306 ∴2543 .6888 一,0522 .0912 .1894 一一0344 _2774 .6813
Q9余暇達人の評価 ,1789 .1030 .6784 一,1675 .0953 .0742 ∴1854 .0777 .5859
Q1 自分の思い描くとおり -,0098 -.2316 .6337 -.0896 .2458 .0632 ,0198 -.0850 .5353
自決 .0991 -.4109 .5864 -.2967 .2993 .0302 .4380 -.0717 .8979
Q3余暇考えあり .2700 -.3167 .4220 -.0396 .1078 -.0558 .1028 -.1160 .3916
ワクワク -.1587 .3432 -.0762 .7896 -.2991 -.2517 -.1017 ∴0657 .9397
Q28ワクワク沢山 -.0801 .0363 -.0652 .6491 -.0952 .2834 -.0537 -.1099 .5376
Q37余暇は活動的 -.0410 .2301 -.0735 .6343 -.0297 -.2602 .0410 -.3335 .6438
Q31好奇心刺激 -.0907 .3593 -.1464 ,6301 -.1256 -.0397 -.0553 .1709 .6053
Q21充実手段を把握 .0314 -.2009 .4198 -,5668 .1274 .0812 .1058 -.0282 .5736
Q32余暇体験人生で重要 -.0938 .1680 .0078 .5653 -.3623 -.2362 -.0537 .3588 .6753
Q20余暇得意 -.0812 -.0853 .3692 一.4737 -.0589 .1169 .2459 .1629 .4787
Q12余暇人生で重要 ー1769 -.0203 .0031 ∴1248 .7594 -.0125 .0179 -.1491 .6468
傾倒 .1955 -.1335 .3690 -.2519 .7547 .1135 .0366 .3432 .9572
Qll余暇が生活中心 -,1070 .1135 .3692 -,1809 .5612 .1140 .1129 .0468 .5363
Q8余暇に没頭 .2891 -.1817 .2491 -.0967 .5587 -.0071 .0902 .2990 .5977
Q2余暇にも打ち込む .2554 -.1809 .3994 -.1594 .4937 .1617 -.1824 .0870 .5936
Q26没頭できる .0007 .1071 .0497 .3950 -.4019 -.1096 ∴2369 -.0740 ,4051
Q22余暇自信付与 .3160 -.1483 .2962 -.1662 .0565 .6703 -.0521 .1087 .7042
Q23 自己能力発見 .3869 -.1386 .2478 .0033 .1625 .6463 -.0434 .0935 .6850
Q33余暇はワクワク .1577 .2692 -.0082 .3424 ∴2186 -.4441 一.1927 .0635 .5008
Q24 自己最優先 -,0783 -.0367 .0624 -.1249 .1438 .0161 ,6984 -.06ー4 .5394
Q17余暇は自由選択 .2171 -.1615 -.0100 -.2521 .0068 -.0296 .6598 .1662 .6007
Q25ダラダラ -.2547 .4552 .0363 .1053 -.0700 .0512 .5016 -.2799 .6219
Q35寝る -.0893 .3057 -.2126 .3642 .0144 -.0243 .4121 -.0411 .4516
Q13余暇より他重要 一.2523 -.0342 .0489 -.0311 .0416 .0602 一.0369 .5639 ,3929
Q19余暇妥協しない .2964 -.1657 .1650 -.3136 .2886 .0776 .1304 .4304 .5324

固有値 5.9410 5.3730 4.4871 4.4059 3.2476 2.2483 2,2308 1.5766 29.5103
寄与率(%) 12.64 ll.43 9.55 9.37 6.91 4.78 4.75 3.35

因子抽出法:主成分分析 ･回転法:Kaiserの正規化を伴わないハ○リマックス法
a9回の反復で回転が収束しました｡

間をどう作 りどう過ごすかなどすべてにおいて比較的 るうえで大変興味深い発見を与えてくれるものであった｡

自由に選択するものであるため ｢自分の意思｣｢価値基

準｣ というものが最 も表れやすい もののひとつである 4.おわりに

と考えられる｡ 日韓の ｢余暇 に対する意識｣の相違点 本研究はWeissinger(1995)の人間の性格 と境遇 との

を比較することは余暇の背景に存在する価値意識 を知 関係 を明 らかにする先行研究が野村 ら (1996)｢人間の
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表4 韓国 因子負荷量

因子1 因子2 因子3 因子4 因子5 因子6 因子7 因子8 共通性
有能さ自負 自己実現積極的 余暇行動消極的 挑戦 ワクワク 自己選択 未設計 自律性

傾倒 .7993 .3035 -.0388 .0834 -.1599 .1489 -.1979 .1974 .8654
Q2余暇にも打ち込む .7049 .1676 -.0839 -.1263 ∴1084 .0424 .0594 -.1289 .5817
Q8余暇に没頭 .6868 .0870 -.2019 .1631 -.2254 .0482 -.0533 .1100 .6147
Q9余暇達人の評価 .6652 ,1931 .0094 .1479 -.0342 -.1002 -.0187 .0364 .5146
Q5能力超活動好む .5848 -.1159 -.0107 .3196 .1154 -.0025 .1041 .Oll2 .4820
全体 .5519 ,5485 .3806 .2605 .3464 .0639 .1057 .0498 .9559
Q11余暇が生活中心 .5264 .4502 .1321 -.0565 -.1403 .0984 -.1336 .1176 .5614
Q1 自分の思い描くとおり .5188 .0475 ∴1802 .1071 -.1011 -.0385 -.1040 -.2082 .3812
Q7余暇有効活用可 .4648 .1696 -.3403 .1239 .0126 .2739 -.1663 -.0113 .4789
Q3余暇考えあり .4628 .2666 -.2482 .0332 -.0671 .1952 .4328 .2169 .6249
Q4 実力発揮努力 .4605 .3017 -.2477 .2921 一,1655 -.0284 .1209 .3061 .5863
Q21充実手段を把握 .1193 .6567 -.1681 .0327 .0213 ∴0061 .1028 .1735 .5159
適性 .5025 .6535 ∴0021 .3116 -.0076 .2643 -.1797 .0080 .8788
Q15やりがい好む .0683 ,6204 .0643 .3718 .0181 ∴1575 .2170 ∴1296 .6209
Q16余暇から自己有能体ノ .2221 .5919 .1623 .1575 ∴0774 .1117 .1650 -.2769 .5732
Q40 常にすることあり -.1046 -.5851 .0827 .0629 .1860 -.0782 .0898 -.0230 .4134
Q22余暇自信付与 .0376 .5621 .1675 .3295 ∴0764 .3350 -.3087 ∴0540 .6703
Q23 自己能力発見 .1308 .5448 -_0287 .3660 ー0848 .3796 -.2046 -.0710 .6469
Q12余暇人生で重要 .2967 .4226 -.1398 .1429 -.2679 .3942 .2446 .0079 .5937
退屈 -.1558 .0362 .8971 -.0497 .2094 -.1521 .2511 .0882 .9707
Q34したいが不明 -.0732 -.2300 .6952 .0339 -.3355 -.1592 -.1241 -.0121 .6961
Q35寝る -.1323 -.0387 .6736 .1370 ,2318 -.1350 -.1978 .1330 .6202
Q27退屈なもの -.0994 ,0457 .5936 -.2128 ,3557 -.0768 _1914 -.0840 .5858
Q38興味なし -.1616 .2002 .5608 -.3744 .2061 -.1979 .1074 .0134 .6142
Q29余暇は無駄 .0533 .3125 .5119 ∴1610 .0763 -.4428 .2356 .1594 .6713
Q39技能少ない -.3494 .0619 .4358 .0111 .2392 .2587 -.0295 .2574 .5072
挑戦 .3518 .4014 -.1737 .7469 -.0424 -.0421 .2154 -.0489 .9253
Q10 手応え活動好む .1308 .1707 -.1307 .7227 -.0285 -.0391 .0055 .0927 .5965
Q36新チャレンジ好き -.0876 ∴0361 .0724 -.7088 ,2281 -.1998 -.0254 .0195 .6096
Q14挑戦意欲 .0802 .1296 .1371 .7069 一.1235 .1390 .0876 .0027 .5840
ワクワク -.2248 -.2036 .2130 -.3743 ,7358 -.3319 -.0300 -.0118 .9301
Q33余暇はワクワク -.1326 -.1039 .0104 .1238 ,7052 -.1656 .0376 .0008 .5700
Q26没頭できる -.0298 -,1526 .2025 -.1381 .6437 -.1795 -.0047 -.2206 .5795
Q28 ワクワク沢山 .0116 ,1309 .0986 -.1525 .5984 ∴1921 -.0904 .0652 .4576
Q37余暇は活動的 ∴2421 -.0549 .0937 -.2387 .5701 .2154 .0578 .2521 .5657
Q17余暇は自由選択 -.0526 .1225 -.0459 -.0177 -.1461 .7115 .1745 -,0196 .5785
Q24 自己最優先 -.0525 .0505 -.1814 .0864 -.3395 .6190 .0547 .0613 .5509
自決 .4422 .3900 ∴3215 .1028 -.1608 .5477 .1363 -.1304 .8229
Q31好奇心刺激 -.3156 -.1784 .1538 -.2209 .0661 -.4779 -.2820 -.2988 .6054
Q32余暇体験人生で重要 -.2081 ∴0135 .2766 ∴3983 .2769 -.4716 .0813 .0899 .5924
Q30やること不明 -.1931 -,0432 .1943 .1847 .0462 -.0621 .5860 .0027 .4604
Q13余暇より他重要 .0682 -,0287 .0253 .0154 .0619 -.1792 ∴5636 .0448 .3620
Q25ダラダラ .2513 一.1219 .3610 .1394 .1674 .1747 .4356 ∴0705 .4810
Q6思う過ごし方不可 .3110 .0340 ∴1361 .0665 .1425 .1793 ∴2450 -.5953 .5876
Q19余暇妥協しない .3392 -.0538 .1394 .1668 .1404 .1302 -.2258 .5278 .5314
Q20余暇得意 .3083 .4264 .0621 .0471 .0815 -.0145 -.1487 ,4557 .5195
Q18難しい余暇不快 一.0258 .3031 -.3820 .2372 .0233 一一0532 .2180 -.3911 .4987

固有値 5.5706 4.6027 4.2291 3.8271 3.3836 3.1396 2.1088 1.7734 28.6350
寄与率(%) ll.85 9.79 9.00 8.14 7.20 6.68 4.49 3.77

因子抽出法:主成分分析 ･回転法:Kaiserの正規化を伴わないハ～リマックス法
a20回の反復で回転が収束しました｡

内面的な余暇欲求の個人差や余暇行動｣における研究､

日本語版 ｢個人余暇アセスメン トツール｣のLBS及び

LSS調査結果において優位な相関関係が見 られること

からツールの有効性を視野に入れた研究を目的とした｡

具体的には韓国版のアセスメントツール開発である｡

観光立県沖縄の観光環境資源開発 ･発展のために､近

隣諸国の顧客 として期待の高まる韓国を日本 との意識

構造の比較において韓国の余暇認識を一元的に理解で

きる尺度､｢韓国版アセスメントツール｣の試案と活用

方法を構築するためである｡このことは余暇意識の細

86



宮本苦- :余暇生活に関する意識構造比較

分化をより早く察知 し対応策を検討するための指針と

して必要性が高まると思われる｡

そこで24の設問からなるILMアセスメントツールと

16の設問からなるLBSアセスメントツールから多面的

な分析と韓国版の信頼性と安当性､そして韓国におけ

る余暇生活の意識構造を検証するため､調査内容は

個々人の余暇に対する価値観や方向性を明らかにする

とともに､個々人に対 して余暇生活の開発援助の必要

性にのみ焦点を絞った｡

その結果の集団的平均値からの個人分析及び日韓比

較することで､日本と韓国は同じ東アジア文化圏に属

しているものの生活風習や価値基準など異なった文化

的側面をもっていることが改めて浮き彫 りにされた｡

ひとつは､韓国学生は余暇生活援助の必要性におい

て､自己管理能力が高く特に援助の必要性がない学生

が多いことや余暇認識の退屈状態を検証することがで

きた｡

次に人生や生活の中での喜びや達成感を感 じる点に

おいて､日本は達成感や自己把握など他者とは関係な

く ｢自分の心理の内側が充実｣することに喜びを見出

す ｢自分軸｣であるのに対 し､韓国は自分の能力への

自信や自負などによる｢他者から羨望される私｣という

点に喜びを見出す ｢他人軸｣であるという違いが結果と

して得られた｡

また､｢尺度の信頼性｣で考察したように内的一貫性

に対する信頼性において高いとは言い切れない結果と

下位尺度ごとでみる内的一貫性に対する信頼性は高い

結果も認められた｡このことから多くの可能性は示唆

されたものの随所に改善の必要性があることもわかっ

た｡

最後に､今後は質問項目を再検討するとともに二つ

のアセスメントツールがいかに関連 し合い信頼性の高

い韓国版アセスメントツールとして韓国における余暇

開発の構築に役立てられるように調査対象を拡大させ､

さらなる個別性や特殊性の理解を追及しながら一般化

に向けた検討と改善を行っていきたい｡

付 記

アンケ- ト調査にご協力下さった大学関係者 ･学生

諸君に感謝致します｡
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